
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然・歴史・文化を礎に 新たなくらしと活力を創造する風格ある都市 岡崎 
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表紙は、岡崎市内の人口密度をグラフで表しています。 

（令和２年国勢調査より） 
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序章 策定にあたって 

序-1 

序章 策定にあたって 

序－１ 策定の主旨 

本市では、2010（平成 22）年２月に都市計画マスタープランを策定し、2021（令和３）年３月までの期

間の都市計画と都市づくりの各種施策を進めてきました。 

近年、都市計画に関連する法令や指針の改定などにより都市計画に求められる趣旨も見直されてきて

います。また、本市においても様々なプロジェクトが動き出しており、大きな転換期を迎えていること

から、2021（令和３）年３月に新たな都市計画マスタープランを策定しました。 

策定から５年が経過し、以下の主要な要因により、都市計画マスタープランの中間見直しを行います。 

 

(１) 上位関連計画が策定・見直し時期となっています 

都市計画マスタープランの上位計画である、愛知県が定める西三河都市計画区域※マスタープランが

2019（平成 31）年３月に改定されました。この計画における都市づくりの理念として、「明日を支える

産業が力強く発展するとともに、地域の資源を大切にしながら快適に暮らせる都市づくり」を掲げ、様々

な社会情勢などの変化に的確に対応し、活発な産業活動のみならず、健康・長寿を含めたあらゆる面に

おける元気と、これまでの愛知県の都市計画が最も重視してきた暮らしやすさを追求していくこととし

ています。加えて、本市では「一歩先の暮らしで三河を拓く 中枢・中核都市おかざき」を将来都市像

とした第７次岡崎市総合計画が 2021（令和３）年３月に策定され、2026（令和８）年３月には中間見直

しとして後期計画が策定されました。 

また、長期の将来にわたって市民が引き続き快適な暮らしを継続することができる持続可能な都市づ

くりを目指して、2019（平成 31）年３月に策定した岡崎市立地適正化計画を 2025（令和７）年３月に改

定しました。 

 

(２) 計画策定からの状況を整理・分析し、計画に反映します 

現行の都市計画マスタープランは 2021（令和３）年度からの 10年間の計画であり、目標年度を 2030

（令和 12）年度としています。 

計画の策定から概ね５年が経過し、目標値に対する現状値や施策の実施状況の確認、その結果を踏ま

えた計画の見直しが必要になっています。また、将来人口推計などの社会情勢の変化にも対応するため、

都市計画マスタープランの改定を行います。加えて、計画期間を越えた長期的な視点で本市のまちづく

りを考え、市民が安心して住み続けられる都市を実現していきます。 

  



序章 策定にあたって 

序-2 

 

（３） 社会情勢が著しく変化しています 

① ＳＤＧｓ※の達成 

ＳＤＧｓ※とは、2015（平成 27）年９月の国連サミットにおいて採択された「誰一人取り残さない」

持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、2030（令和 12）年を達成年限とする 17 のゴー

ルと 169のターゲットから構成されている国際目標です。 

持続可能なまちづくりや地域活性化に向けた取

組みの推進にあたっても、ＳＤＧｓ※の理念を取り

込むことで政策の全体最適化や地域課題解決の加

速化という相乗効果が期待でき、国はＳＤＧｓ※を

原動力とした地方創生を推進しています。 

 

 

② Society5.0※の実現 

Society5.0※とは、サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展

と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会で、我が国が目指すべき未来社会の姿として提唱され

ています。また、「第６期科学技術・イノベーション※基本計画（令和３年３月 26日閣議決定）」では、

Society5.0※の未来社会像を「持続可能性と強靭性を備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一

人ひとりが多様な幸せ（well-being）を実現できる社会」としています。 

国が定める都市再生基本方針では、ＩｏＴ※やＭａａＳ※、ＡＩ※などの新技術を取り入れ社会的課題

を解決する Society5.0※を実現することが求められています。加えてリニア中央新幹線の開業により実

現するスーパー・メガリージョン※の形成も期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 国土強靱化の推進 

国土強靱化（ナショナル・レジリエンス）とは、災害に対する事前の備えとして、予断を持たずに

最悪の事態を念頭に置き、人命を最大限に守り、また、経済社会が致命的な被害を受けず、被害を最

小化して迅速に回復する「強さとしなやかさ」を備えた安全・安心な国土・地域・経済社会を構築す

ることを目指した考え方です。 

2023（令和５）年７月に閣議決定された国土強靱化基本計画では、デジタルなど新技術の活用や地

域における防災力の一層の強化の考え方が追加されつつ、従来通り、市民の生命と財産を守る防災イ

ンフラの整備・管理やライフラインの強靱化、官民連携強化などを引き続き推進する方針が示されて

います。 

持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ※)（環境省） 

Society5.0※で実現する社会（内閣府） Society5.0※のイメージ（内閣府） 



序章 策定にあたって 

序-3 

 

④ ポストコロナ 

2020（令和２）年１月から猛威を振るった新型コロナウイルス感染症による危機により、人々の行

動は大きな制約を受け、ライフスタイルや価値観は大きく変わりましたが、2023（令和５）年５月に

５類感染症に移行され、日常が戻ってきています。 

 

⑤ ゼロカーボンシティの実現 

2020（令和２）年 10 月に、我が国は 2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする

「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現」を目指すことを宣言しました。また、2021（令

和３）年４月には、野心的な目標として 2030（令和 12）年度に温室効果ガスを 2013（平成 25）年度

から 46％削減することを目指すこと、さらに、50％の高みに向け挑戦を続けることを表明しました。 

 

⑥ 山村振興の推進 

山村地域は、農林業者が定住して農林業生産活動を行うこと等を通じて、国土や自然環境の保全、

水源のかん養など、日々の生活にとって欠かせない多面的機能※を有し、重要な役割を担っています。

しかし、若年層の流出や高齢化の進行により集落が縮小し、農林地の管理が十分に行えないなどの問

題が深刻化しています。山村地域が有する機能は、都市と山村が一体となって保全育成し、将来にわ

たって継承する必要があります。 

 

（４） 主要プロジェクトが進捗しています 

市内では、乙川リバーフロント地区公民連携まちづくり基本計画－ＱＵＲＵＷＡ
く る わ

戦略－（以下、「ＱＵ

ＲＵＷＡ戦略」という。）や、岡崎駅東や岡崎駅南などの土地区画整理事業※といった各種主要施策の進

捗、国道 473号バイパスや新東名高速道路開通による広域ネットワーク※の充実などにより、都市構造※

や人の流れに大きな変化が生じています。 

特にＱＵＲＵＷＡ戦略では、ウォーカブルなまちを目指す公民連携によるまちづくりとして、乙川や

太陽の城跡地など公共空間とその周辺の民間空間の活用を推進するとともに、エリアマネジメント※に

より、暮らしの質とエリア価値を向上させ、民間投資の誘発など稼げる都市づくりと持続可能な都市経

営を目指したまちづくりが動き出しています。 

また、広域的なプロジェクトとして、中部国際空港の機能強化やリニア中央新幹線の整備、名古屋三

河道路の計画推進など、本市のヒトやモノの流れに大きく影響を及ぼすプロジェクトの進捗も期待でき、

自然・歴史・文化を活用した観光振興に資する魅力ある基盤づくりや産業基盤の強化による産業の活性

化を推進する必要があります。 

これらのプロジェクトを本市の施策・事業の展開の契機として都市づくりを考えます。 



序章 策定にあたって 

序-4 

序－２ 計画の位置づけ 

都市計画マスタープランとは、都市計画法第 18 条の２に規定される「市町村の都市計画に関する基

本的な方針」であり、上位計画である西三河都市計画区域※マスタープランや第７次岡崎市総合計画の

総合政策指針（基本計画）に即して策定します。なお、本マスタープランは、総合計画に対して各種部

門別計画との整合性を確保しつつ、土地利用※、市街地整備※、都市施設※などの都市計画部門に関する、

より具体的な施策の方向性を示した指針として位置づけます。 

 

上位・関連計画との関係 

 

 

 

 

 

 

  

岡崎市都市計画マスタープラン 

岡崎市立地適正化計画 

岡崎市の各種部門別計画 

・地域公共交通計画 

・景観計画 

・まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・地域強靱化計画 

・歴史的風致維持向上計画 

・観光基本計画 

・環境基本計画 

・乙川リバーフロント地区公民連携まち

づくり基本計画－ＱＵＲＵＷＡ戦略－ 

・公共施設等総合管理計画 

・緑の基本計画 

・住生活基本計画 

・地域防災計画 

・防災都市づくり計画 

・産業労働計画         など 

岡崎市の個別都市計画の運用 

・地域地区※ 

・都市計画施設 

・市街地開発事業※ 

・地区計画※   など 

 

下線部：概要を示した計画 

【上位計画】 

西三河都市計画区域※マスタープラン 

（都市計画区域※の整備、 

開発及び保全の方針） 

第７次岡崎市総合計画 

未来投資計画 

即する 

即する 

岡崎市土地利用基本計画 

総合政策指針 

即する 即する 
連携・ 
整合 

即する 連携・整合 

連携・ 
整合 



序章 策定にあたって 

序-5 

序－３ 目的・役割 

本マスタープランは、実現すべき都市の将来像や整備方針を明確にすることを目的に策定するもので、

以下の役割を果たす「まちづくり・都市計画の方針づくり」を担います。 

・市民や事業者などと行政が共有できる、市全体や地域の将来の目指すべき都市像を示します。 

・地域地区※や都市施設※、市街地開発事業※などの決定・変更など、現状や将来の変化に適切に対応

するための都市計画の指針と、それに即した基盤施設※整備などの行政施策の方向性、市民協働※な

どの考え方を示します。 

 

序－４ 目標年度 

本マスタープランは概ね 20年後の都市の将来像をとらえつつ 10年間の計画とし、2030（令和 12）年

度を目標年度とします。 

 

序－５ 計画対象区域 

本マスタープランの対象区域は本市の都市計画区域※とします。ただし、都市計画区域※外にあっても

一体的な都市づくりに資するものは全体構想で記載します。 

 

  



序章 策定にあたって 

序-6 

序－６ 計画の構成 

本マスタープランは、以下の内容により構成されます。 

 

章 内容 

第１章 現況と課題 ・主な特性と問題点を整理 

・市民意識調査結果に基づく市民意向を確認 

・企業アンケート調査結果に基づく事業者の意向を確認 

・上位・関連計画と本計画の位置づけを整理 

・全国的な社会環境の変化を確認 

⇒ 本市における都市づくりの主要課題を明らかにします。 

第２章 全体構想 ・都市づくりの基本理念を設定 

・基本理念を踏まえた、都市像と都市づくりの目標を設定 

・分野別の基本方針を設定 

⇒ 市域全体での都市づくりに関する基本方針を設定します。 

第３章 地域別構想 ・都市の歴史的背景を踏まえ、８つの地域区分を設定 

・地域の特性や住民意向を踏まえ、拠点づくりや都市基盤※、施設整

備、土地利用※・景観などの規制・誘導といった視点から、まちづ

くりの課題を抽出 

・全体構想に示された都市づくりの基本方針や地域のまちづくりの課

題を受け、まちづくりの目標を設定 

⇒ 地域ごとにまちづくりの方針を設定し、まちづくり構想図を示し

ます。 

第４章 計画の実現に向けて ・計画実現に向けた基本的な考え方を整理 

・市民、事業者、まちづくり団体、都市再生推進法人※、ＮＰＯ法人※、

行政の役割分担を整理 

⇒ 計画の実現に向けた市民協働※の推進、本マスタープランの活用

や進行管理のあり方を示します。 
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第１章 現況と課題 

１－１ 本市の主な特性と問題点 

1－1－1 位置・地勢と歴史的変遷 

(１) 位置・地勢 

本市は、愛知県のほぼ中央に位置しています。 

市域は、東西 29.1km、南北 20.2km、面積 387.2㎢と県内３番目の規模を有しており、北は豊田市、東

は新城市、西は安城市、西尾市、南は幸田町、蒲郡市、豊川市に隣接しています。 

ＪＲ東海道本線や名鉄名古屋本線などの鉄道、東名高速道路や新東名高速道路、国道 1号などの主要

な幹線道路が走っており、広域的な交通利便性に優れています。 

 

岡崎市の位置 
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(２) 気候 

気候は、山間部では平野部と比較するとやや低温多雨であるものの、年間平均気温は 16℃～18℃で、

四季を通じて温暖な太平洋岸式気候に属します。年間降水量は 1,300mm～1,700mm 程度で、夏は多く冬

は少なく、降雪もほとんどありません。 

 

年間平均気温、平均湿度、総降水量の推移 

 
2019 
（R1） 

2020 
（R2） 

2021 
（R3） 

2022 
（R4） 

2023 
（R5） 

2024 
（R6） 

平均気温（℃） 16.8 16.8 16.7 16.6 17.2 17.7 

平均湿度（％） 66.0 68.9 69.5 69.3 68.9 69.5 

総降水量（mm） 1,389.0 1,664.0 1,620.5 1,525.5 1,508.5 1,548.5 

資料：岡崎市消防本部（令和６年） 

 

 

2024（令和６）年の月間平均気温、総降水量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岡崎市消防本部（令和６年） 
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(３) 市域の変遷と歴史 

① 江戸期以前 

比較的温暖な気候と清流に恵まれ、丘陵地に旧石器時代から人々が住み始めたことが数多くの遺跡

や出土品で明らかになっています。７世紀後半には、市北西部の矢作川右岸台地に大寺が建立され、

中世になると、鎌倉街道矢作東宿や総持尼寺の門前町として次第に集落が整いました。岡崎が飛躍的

に発展したのは、1524（大永４）年の松平清康の入城の頃と言われています。 

江戸時代には、代々徳川譜代の大名が城主となった岡崎城の城下町として、また、東海道五十三次

の宿場町や多くの寺院の門前町として発展してきました。 

 

② 明治・大正期 

1889（明治 22）年に町村制施行により岡崎町が誕生し、この頃から水力（水車）による綿紡績（ガ

ラ紡）が盛んになり、男川村（現在の大平町）には官営紡績所が設置されるなど、岡崎の産業革命時

代として大いに繁栄しました。 

その後、1906（明治 39）年に三島村、乙見村の一部（大字稲熊、大字小呂）と、1914（大正３）年

に広幡町と順次合併し、1916（大正５）年７月１日に面積 19.68㎢、人口 37,639人で市制を施行しま

した。 

 

③ 昭和・平成期 

1928（昭和３）年に岡崎村、美合村、男川村、常磐村の一部（大字箱柳）と合併し、西三河の教育、

文化、金融、産業、交通の中心地として発展を続けました。 

1945（昭和 20）年７月に、戦災により一夜で市街地の大半を焼失するかつてない大被害を受けまし

たが、焦土の中から鋭意復興に努め近代都市岡崎に生まれ変わりました。 

市域も、1955（昭和 30）年に福岡町、矢作町、岩津町、常磐村、河合村、藤川村、竜谷村、山中村、

本宿村９町村を､1962（昭和 37）年に六ツ美町を合併し、面積は 226.97㎢（平成元年全国都道府県調

査による）となり市制施行当時の 11倍の広さになりました。 

2003（平成 15）年４月に中核市へ移行し、2006（平成 18）年１月に額田町と合併して、現在では面

積 387.2㎢（令和５年国土地理院調査による）、人口 38万人を擁する都市となっています。 
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1－1－2 人口 

(１) 人口・世帯数の推移と推計 

人口推計では、2020（令和２）年時点の 384,654人から 2025（令和７）年に 385,347人でピークを

迎えることが想定されています。今後、年少人口と生産年齢人口が減少し、高齢化が進行する見込み

です。 

世帯数は増加を続けており、特に夫婦のみの世帯、単独世帯は 30 年間でどちらも約 2.6 倍に増加

しています。外国人人口は 2015（平成 27）年以降再び増加傾向にあります。 

 

岡崎市将来推計人口報告書における人口推計（総人口） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岡崎市将来推計人口報告書（令和６年） 

 

岡崎市将来推計人口報告書における人口推計（年齢４階級別の推計結果） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）左軸：15～64 歳、右軸：0～14 歳、65～74 歳、75 歳以上 

資料：岡崎市将来推計人口報告書（令和６年）  
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人口・世帯数・１世帯当たり人員の推移・推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：2020（令和２）年までの実績値は国勢調査（令和２年）、 

2025（令和７）年以降の推計値は岡崎市将来推計人口報告書（2024 年３月） 

一般世帯の構成の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２年） 

外国人人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（令和６年）  
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(２) 昼夜間人口比率 

１日の中で昼間と夜間の人口を比較した昼夜間人口比率は１を下回っており、また、自市内の就業

率は近年緩やかに低下していることから、市民の多くが市外で就労していることが考えられます。 

 

昼夜間人口比率と自市内就業率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２年） 

(３) 転入出 

市街化区域※への転入出は 10 代～30 代が転入超過となっています。全国的に若年層の流出による

人口減少が進んでいる中、市街地に人口が集積・転入している状況は本市の大きな強みです。５歳ご

とに区切って転入出人口を分析すると、15～19 歳、20～24 歳、25～29 歳は転入超過数が 100 人を超

えています。このことから就職や結婚などのタイミングで転入してきていることが考えられます。 

 

市街化区域※における年代別転入出人口（2023（令和５）年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市資料（令和６年）  
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1－1－3 産業 

(１) 工業 

製造品出荷額などは堅調に増加しており、2020（令和２）年は前年と比べて約 7,500億円減少しま

したが、翌年以降は再び増加傾向となっています。 

事業所数は、2011（平成 23）年より減少傾向でしたが、2021（令和３）年より増加傾向に転じてい

ます。従業者数は、増加傾向にあり、2020（令和２）年は一時的に減少しましたが、翌年以降は増加

傾向に転じています。 

 

工業の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）令和２年以前は従業者４人以上の事業所を対象、令和３年以降は全事業所を対象とした集計。 

資料：経済センサス－活動調査（平成 23、27 年、令和２年）、工業統計調査（平成 28 年、令和元年）、 

経済構造実態調査（製造業事業所調査）（令和３、４年） 
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(２) 商業 

商品販売額は、2011（平成 23）年以降は増加傾向にあり、近年は 9,000 億円超で推移しています。

しかし、西三河地域の中では、豊田市や刈谷市、みよし市、幸田町などに比べやや低い増加率となっ

ています。 

 

商業の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：経済センサス－活動調査（平成 23、28 年、令和３年）、商業統計調査（平成 19 年、平成 26 年） 

 

年間商品販売額の推移（西三河地域の市町、愛知県との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：経済センサス－活動調査（平成 23、28 年、令和３年）、商業統計調査（平成 19 年、平成 26 年）  
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商業施設の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：全国大型小売店総覧 2022 年版（令和３年７月）、i タウンページ（令和３年度）  
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(３) 農業 

自給的農家数は横ばいで推移していますが、販売農家数が 2005（平成 17）年から 2020（令和２）

年の 15年間で約半数まで減少しており、総農家数は減少傾向にあります。また、経営耕地面積が減少

し、耕作放棄地が増加しています。 

 

農家数、経営耕地面積の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：農林業センサス（令和２年） 

 

耕作放棄地の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：農林業センサス（平成 27 年） 

（注）耕作放棄地は、令和２年の調査項目から削除されています。 
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1－1－4 土地利用※・自然環境 

市内の土地利用※・自然環境は、都市計画基礎調査により整理します。 

東名高速道路を挟んで西側が市街地エリア、東側が丘陵地・里山エリア、更に新東名高速道路から

東側は都市計画区域※外の山地を中心とした土地利用※となっています。市街化区域※では都市的土地

利用※が約９割を占め成熟した市街地を形成しており、工業系の用途地域※では住宅地や工業地の土地

利用※の混在がみられます。市街化区域※の外縁部に自然的土地利用※が残っており、また、東部の丘

陵地や山地では自然環境が残っています。 

 

土地利用※現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：都市計画基礎調査（令和５年）  
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1－1－5 市街化動向 

(１) 市街化調整区域※における開発動向 

市街化調整区域※での開発動向は、開発許可件数や面積の推移から一定程度あることがわかります。 

 

市街化調整区域※の開発許可件数・開発面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：都市計画基礎調査（令和６年） 

 

(２) 空き家 

空き家率（住宅総数に対する空き家数）は、2013（平成 25）年に一時的に増加していますが、概ね

７％～13％の割合で推移しています。 

空き家のうち、二次的住宅や賃貸、売却用の住宅などを除いた、特定の目的を持たない「その他住

宅」は、2008（平成 20）年から 2023（令和５）年の 15年間で 1.5倍に増加しています。この空き家

は、管理が行き届かずに放置される可能性が高いため、その利活用の促進を図る必要があります。 

 

空き家数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査（令和５年）  
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1－1－6 基盤整備状況 

基盤整備の状況は、市街化区域※の約３割が土地区画整理事業※（令和６年３月時点）により面的に

整備され、都市計画道路※の改良率は約 80％（令和６年３月時点）となっています。 

 

基盤整備の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：都市計画課資料（令和６年） 
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1－1－7 道路・公共交通 

道路・公共交通に関しては、市街地内で交通量が多く混雑している箇所があります。市街化区域※

の大部分は鉄道もしくはバスの利用圏であり、人口における公共交通のカバー率は約 86％となってい

ます。 

広域的な道路・公共交通に関しては、東名高速道路や新東名高速道路などによる広域的な都市間の

連携が強化されています。また、リニア中央新幹線の開業により、更なるヒト・モノの交流促進が期

待されます。 

 

道路の混雑度※ 

 

資料：道路交通センサス（令和３年） 

 

 

 

 

（注）本図で示している混雑度※は、国土交通省の交通量調査のマニュアルによって算出されたデータです。 

区間によって実測値または推計値が使用されているため、実際の混雑状況とは異なる場合があります。 
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公共交通ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土数値情報、岡崎市公共交通マップ（令和６年） 
 

広域的なネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：中部ブロック 広域道路ネットワーク計画図（令和７年４月時点）  



第１章 現況と課題 

 

1-16 

 

1－1－8 公共公益施設 

公共公益施設は、市街化区域※に医療施設や福祉施設、子育て支援施設、教育施設などの身近な施

設が集中しています。小中学校をはじめとする教育施設は、地域住民のコミュニティ形成の場として

市内各所に立地しています。 

 

医療施設の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）医療施設の分類は下記のとおりです。 

大規模な病院‥第３次救急医療施設 

（救急患者の中でも特に緊急性が高い患者を担当する医療施設） 

中規模な病院‥上記以外の病院 

診療所‥‥‥‥内科や外科などの診療科目を含む診療所 

資料：市資料（令和４年） 
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高齢者福祉施設の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市資料（令和３年、令和４年） 
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子育て支援施設の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市資料（令和４年） 
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教育施設の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市資料（令和６年） 
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1－1－9 地域資源 

地域資源は、市内各所に多くの観光資源や文化財が分布しています。 

 

地域資源の分布状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）主な観光施設は物販・飲食施設以外、文化財は建造物、有形・無形民俗文化財、史跡、天然記念物を図化。 

No 名称 No 名称 

1 岡崎カクキュー八丁村 16 旧本多忠次邸 

2 岡崎城 17 東公園 

3 三河武士のやかた家康館 18 瀧山寺 

4 内田修ジャズコレクション展示室 19 瀧山東照宮 

5 岡崎城公園 20 岡崎地域文化広場 

6 松應寺 21 おかざき世界子ども美術博物館 

7 伊賀八幡宮 22 ブルーベリーファームおかざき 

8 大樹寺 23 道の駅藤川宿 

9 南公園 24 岡崎市美術博物館 

10 岡崎信用金庫資料館 25 岡崎駒立ぶどう狩り組合 

11 六所神社 26 NEOPASA 岡崎 

12 隨念寺 27 旧本宿村役場 

13 岩津天満宮 28 法蔵寺 

14 真福寺 29 男川やな 

15 IPC わんわん動物園 30 くらがり渓谷 

資料：愛知県観光レクリエーション利用者統計（令和５年）、るるぶ特別編集「岡崎」（岡崎市観光協会）（平成 30 年）、

どこいく岡崎（令和５年）、おかざきめぐり（令和５年）  
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1－1－10 災害 

災害については、土砂災害や浸水想定区域※などのハザード情報のほか、避難所の分布について整

理します。 

(１) 土砂災害 

土砂災害警戒区域※・土砂災害特別警戒区域※の指定状況は、東部の丘陵地や山地に土砂災害の危険

箇所が多く分布しています。市街地内やその周辺でも、土砂災害警戒区域※・土砂災害特別警戒区域※

に指定された地域があります。 

 

土砂災害警戒区域※・土砂災害特別警戒区域※の指定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土数値情報（令和６年） 
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(２) 水害 

浸水想定区域※をみると矢作川、広田川、乙川が氾濫した場合、市街化区域※の約５割が浸水する可

能性があります。 

 

浸水想定区域※の指定状況（計画規模） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：洪水浸水想定区域図･浸水予想図（国土交通省 中部地方整備局、愛知県）（令和７年） 

（注）各河川の浸水想定区域※の年超過確率（計画規模）は、矢作川 1/150、乙川 1/100、

広田川 1/50、鹿乗川 1/30、青木川、巴川、家下川は各 24 時間降雨量。 
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浸水想定区域※の指定状況（想定最大規模） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：洪水浸水想定区域図･浸水予想図（国土交通省 中部地方整備局、愛知県）（令和７年） 

（注）各河川の浸水想定区域※の年超過確率（想定最大規模）は、矢作川、乙川、広田川、

鹿乗川、青木川、巴川、家下川ともに 1/1,000。 
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(３) 災害危険度 

市街地の地震に対する危険性について、建物構造や道路・公園などの状況により、地震発生時に火災・

延焼の危険や、避難・消防活動が困難となるなど、災害危険度の高い地域があります。 

 

災害危険度判定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：災害危険度判定調査パンフレット（平成 26 年） 

（注）平成 26 年に作成した災害危険度判定結果の図をそのまま掲載しています。 
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(４) 避難所 

地震や河川氾濫、土砂災害などの災害種別に応じて、避難所を指定しています。 

 

避難所の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岡崎市地域防災計画（令和７年２月修正） 

（注１）各避難所の名称、位置などの情報は「岡崎市水害対応ガイドブック」を参照。 

（注２）避難所の分類は下記のとおりです。 

指定緊急避難場所‥市役所や公園・広場など、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所。 

指定避難所‥‥‥‥小中学校など、災害発生時に避難をした被災者が一定期間生活するための施設。 
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1－1－11 都市施設※の老朽化 

(１) 道路・橋りょう 

 本市が指定する緊急輸送道路※や交通量の多い道路などの幹線道路 103路線、約 127kmのうち「舗装

点検要領（国土交通省道路局）」にある管理基準例の「ひび割れ率 40％以下」「わだち掘れ量 40mm以

下」「ＩＲＩ８mm/ｍ以下」を一つでも満足していない延長は約 14.7kmで、約 11.6％を占めています。  

 本市では、942橋の橋りょうを管理しており、これらの橋りょうの多くは高度成長期に建設されてい

ます。一般的に橋りょうの耐用年数は 50年と言われており、建設後 50年以上経過した橋りょうは、

現時点では 22％ですが、20年後には 67％になるなど、老朽化が急速に進行します。 

 

舗装点検に基づく舗装の状態 

管理基準 

ひび割れ率：40％以下 
管理基準を 

満たすもの 

管理基準を 

満たさないもの 
合計 わだち掘れ量：40mm以下 

ＩＲＩ：８mm/ｍ以下 

延長（km） 112.3 14.7 127.0 

割合（％） 88.4 11.6 100.0 

資料：個別施設計画【舗装（幹線道路）】（令和５年４月） 

※ひび割れ率…舗装路面に現れたひび割れの面積を、舗装全体の面積で割った値（百分率）のこと 

※わだち掘れ…道路のタイヤの通る部分だけがくぼんでいる現象のこと 

※ＩＲＩ…道路路面の凹凸を表す数値のこと 

 

架設年次別橋りょう数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岡崎市橋りょう長寿命化修繕計画（令和３年 11 月） 

 

  

20年後、50年以上経過 67％ 

10 年後、50 年以上経過 42％ 

現在、50 年以上経過 22％ 
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(２) 上下水道  

 水道管については、2030（令和 12）年度までには総延長の約 40％の管路が法定耐用年数の 40年を

経過します。下水道管については、2030（令和 12）年度までには供用開始から 50年を経過する管路が

総延長の 14％を超え、将来にわたりその増加ペースが加速していきます。 

 

水道管の種類・布設年度別延長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岡崎市上下水道ビジョン（令和３年３月） 

 

下水道管の種類・布設年度別延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岡崎市上下水道ビジョン（令和３年３月） 

  



第１章 現況と課題 

 

1-28 

 

(３) 学校 

学校施設は子どもたちが学び、生活する場であるとともに、避難所や地域の拠点としての役割を果

たす重要な施設です。 

本市の小学校及び中学校の学校施設全体の延床面積は約 46万㎡であり、そのうち長寿命化計画の対

象施設は 42.9万㎡です。受変電設備、給排水設備、消火栓の耐用年数 30年を超える学校施設が約

77％（33万㎡）を占め、多くの学校で建物の老朽化が進んでいます。 

 

対象施設の築年数別整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）長寿命化計画の対象施設は、校舎及び体育館の用途で使用されている施設で、延床面積が 200 ㎡以上とし、棟数

及び面積は改修や建替えに際して一体的に工事すべき渡り廊下、増築した教室棟などを含めて算出している。 

資料：岡崎市小中学校施設長寿命化計画（令和３年３月） 
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1－1－12 財政 

財政に関しては、歳入は増加傾向ですが、今後人口減少や高齢化の影響により減少することが懸念

されます。2020（令和２）年度は、新型コロナウイルス感染症への対応として特別定額給付金が給付

された影響により依存財源が一時的に増加しています。2021（令和３）年度以降は減少したものの、

2019（令和元）年度よりも高い水準にあります。 

歳出は福祉などの目的で使用される歳出（民生費）が増加しており、道路や公園などの基盤整備な

どに使用される歳出（土木費）が横ばいです。なお、総務費は新型コロナウイルス感染症への対応と

して特別定額給付金が給付された影響により 2020（令和２）年度に一時的に増加しています。 

 

歳入の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：財政状況資料集（令和５年） 

 

歳出の推移（目的別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：財政状況資料集（令和５年） 
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１－２ 市民・事業者などの意向 

1－2－1 市民意識調査 

(１) 調査概要 

市民意識調査は、市政に対する市民の意見を広く集めまちづくりに反映することを目的に定期的に

行っている調査で、最近の調査は 2024（令和６）年度に行っています。（近年には平成 18、20、23、

25、28、30、令和３年度に行っています。） 

調査の対象は、住民基本台帳から無作為に抽出した本市に居住する満 18 歳以上の男女 5,000 人で

あり、郵送により配布し、回答は返送又は WEBにて受け付け、回収率は 55％でした。 

 

(２) 結果概要 

① 定住意向 

「定住意向」は、約８割の市民が岡崎市内に住み続けたいという意向を持っていますが、2006（平

成 18）年の調査より約５％、2018（平成 30）年の調査より約４％減少しています。 

「住みやすさ」は、約８割の市民が岡崎市を住みやすいと感じており、2018（平成 30）年の調査か

ら「住みよい」は 13％減少したものの、「まあ住みよい」は約 15％増加しています。 

「住みやすさ」に関する調査の中で、「やや住みにくい」「住みにくい」と答えた人（全体の約 15％）

のうち、「住みにくいと思う理由」を聞いたところ、公共交通や公園などの都市インフラ※の整備を求

める回答が多くみられました。また、買い物や飲食の利便性の向上、医療や福祉の施設・サービスの

充実を求める声も多く、2006（平成 18）年、2018（平成 30）年の調査も同項目の回答が多い状況で

す。 

 

「定住意向」に関する調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岡崎市市民意識調査（平成 18 年、30 年、令和６年） 
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11.1 
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1.3%

1.4%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2006

(H18)

2018

(H30)

2024

(R6)

ずっと住んでいたい しばらく住むつもりだ 市内の他の地域に移りたい

市外に移りたい わからない 無回答
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「住みやすさ」に関する調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「住みにくいと思う理由」に関する調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岡崎市市民意識調査（平成 18 年、30 年、令和６年）  

30.8%

35.8%

22.8%

49.3%

45.4%

60.0%

14.6%

14.7%

12.1%
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② 市の取組みについての評価 

2021（令和３）年から 2024（令和６）年にかけて、全分野平均で満足度が 2.0ポイント、重要度が

8.2 ポイント上昇しています。 

2021（令和３）年の調査と比べて満足度が上昇した分野は、①都市インフラの整備、②防災・強靱

化、③環境・農山村、④地域社会、⑧商業・観光、⑨工業、⑩行政・パートナーシップ、の７分野あ

り、多くの分野で満足度が上昇しています。 

重要度が高いにも関わらず、満足度が低く改善が求められる分野は、①都市インフラの整備、⑥子

育て・男女共同参画となっています。 

 

「市の取組みについての評価」に関する調査結果 

 

項目 

 満足度   重要度  

2021 

（R3） 

2024 

（R6） 
差異 

2021 

（R3） 

2024 

（R6） 
差異 

① 都市インフラの整備 45.3 50.2 4.9 48.3 69.9 21.6 

② 防災・強靭化 53.2 54.6 1.4 63.5 75.5 12.0 

③ 環境・農山村 46.8 53.2 6.4 54.9 65.9 11.0 

④ 地域社会 48.0 50.0 2.0 55.1 57.8 2.7 

⑤ 保健・医療・福祉 60.9 54.4 -6.5 69.9 70.8 0.9 

⑥ 子育て・男女共同参画 51.9 51.9 0.0 64.8 71.8 7.0 

⑦ 教育・文化 56.2 54.0 -2.2 62.9 67.3 4.4 

⑧ 商業・観光 46.0 53.9 7.9 53.8 64.7 10.9 

⑨ 工業 47.4 51.2 3.8 56.6 61.8 5.2 

⑩ 行政・パートナーシップ 47.1 49.4 2.3 55.9 62.5 6.6 

平均 50.3 52.3 2.0 58.6 66.8 8.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岡崎市市民意識調査（令和３年、令和６年） 
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1－2－2 企業アンケート調査 

企業アンケート調査は、市内外の企業の意見を広く集め、まちづくりに反映することを目的に、数

年に一度実施しています。各調査によって得られた企業意向は以下のとおりです。 

 

(１) 岡崎市産業労働計画の見直しに向けた事業者アンケート調査 

① 実施状況 

調査対象 市内に事業所を有する工業及び商業・サービス関連事業者 

調査方法 電子媒体による調査、連携協定先の保険会社からの案内など 

実施時期 2024（令和６）年８月 28日～2025（令和６）年 10月 31日 

回収数 140 件 

 

② 結果概要 

問：事業を行う上で課題に感じていること（複数回答可）                            

事業を行う上で課題に感じていることは、「人材の不足」（14.7%）が最も多く選択され、次いで「人

材の育成」（13.1%）、「人件費の高騰」（11.7%）となっています。 

 

事業を行う上での課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.7%

8.5%

13.1%

3.4%

11.7%

9.5%

6.2%

3.2%

2.8%

6.4%

1.4%

1.0%

1.4%

2.0%

5.8%

6.2%

0.8%

1.6%

0.2%

0% 5% 10% 15% 20%

人材の不足

人材の定着

人材の育成

事業継承（跡継ぎがいない）

人件費の高騰

収益の伸び悩み

価格競争

生産性の低さ

顧客の定着

販路開拓

受注先の減少

外注先の減少

地価・賃借料が高い

拡張・建替が困難

DX化

働き方改革への対応

その他

特に課題はない

未回答
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(２) 岡崎市産業候補地整備検討のためのアンケート調査  

① 実施状況 

調査対象 

・岡崎商工会議所、岡崎市六ツ美商工会、岡崎市ぬかた商工会の会員企業 

・市内工業団地に立地する企業 

・岡崎市工場等建設奨励金を交付（予定含む）している企業 

・工場立地法の届出がある企業、過去に立地相談をいただいた企業 

調査方法 郵送による調査 

実施時期 2023（令和５）年１月 

回収数 230 件 

 

② 結果概要 

問：拡張・移転を検討する際の条件（複数回答可）                         

拡張・移転を検討する上で重要な条件は、「用地面積の確保」（74.0％）が最も多く、次いで「地価」

（72.6％）、「自動車交通の利便性」（61.6％）、「人材・労働力の確保」（47.9％）となっています。 

 

拡張・移転を検討する際の条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

72.6%

74.0%

17.8%

61.6%

19.2%

1.4%

39.7%

34.2%

0.0%

47.9%

8.2%

9.6%

16.4%

32.9%

32.9%

4.1%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80%

地価

用地面積の確保

市場への近接性

自動車交通の利便性

公共交通機関の利便性

港湾や空港への利便性

本社への近接性

関連企業との近接性

研究機関等への近接性

人材・労働力の確保

原材料等の入手の利便性

工業用水の確保

従業員の居住環境

自治体の助成・支援

自然災害の危険性

その他

未回答
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(３) 岡崎市都市計画マスタープランの策定に向けた企業アンケート調査 

① 実施状況 

調査対象 市内から転出した企業、周辺市町の主要駅周辺企業 

調査方法 郵送による調査 

実施時期 2019（令和元）年７月～2019（令和元）年８月 

回収数 
岡崎市から転出企業   ：10件 

周辺市町の主要駅周辺企業：29件 

 

② 結果概要 

問：岡崎市から転出した理由（複数回答可）                            

岡崎市から転出した企業に対して、市から転出した理由を調査した結果、「敷地の狭さ」「土地価格」

「幹線道路からのアクセス性」が挙げられています。 

 

岡崎市から転出した理由 

 

  

件数

6

3

3

0

1

1

0

0

0

1

7

0

22

集計母数は回答者数

８　取引先が少なくなった

無回答

計

５　従業員が確保できない

６　周辺の住宅などへの配慮が必要で、思うように事業が行えない

７　取引先との距離が遠い

選択肢

１　拡張したいが敷地が狭い

２　土地の価格が高い

３　幹線道路からのアクセスが悪い

４　インターチェンジからのアクセスが悪い

９　地震や水害などの災害リスクが高い

10　制限する法律などにより、思うように事業が行えない

11　その他

60.0%

30.0%

30.0%

0.0%

10.0%

10.0%

0.0%

0.0%

0.0%

10.0%

70.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%
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問：周辺市町の主要駅周辺への立地理由（複数回答可）                                  

豊田市、安城市、刈谷市の主要駅周辺に立地している企業に対して、現在の場所に立地した理由を

調査した結果、「名古屋市へのアクセス性」「必要な用地（床面積）の確保」「取引先との距離」などが

多くなっています。 

 

現在の場所での立地理由 

 

 

  

件数

14

10

15

8

6

0

11

8

6

11

1

90

選択肢

１　必要な面積の用地（床面積）を確保できる

２　地価または賃料が安い

３　名古屋市へのアクセスが良い

４　新たな従業員が確保できる

無回答

集計母数は回答者数

計

５　周辺の住宅などへの配慮が必要ない

６　親会社（親工場）が近い

７　取引先との距離が近い

複数回答による集計除外1名

10　その他

８　取引先が確保できる

９　地震や水害などの災害リスクが低い

48.3%

34.5%

51.7%

27.6%

20.7%

0.0%

37.9%

27.6%

20.7%

37.9%

3.4%
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1－2－3 パネル展示におけるアンケート調査 

ＳＤＧｓ・おかざき魅力発信展や岡崎城下家康公秋まつりにおいてパネル展示を実施し、市民へ都

市計画マスタープランの改定内容を周知しました。来場者に対して 20 年後の岡崎市について８つの

選択肢から１つを選んでシールを貼る形式でアンケートを実施し、結果は以下のとおりです。 

① 実施状況 

項  目 第５回ＳＤＧｓ・おかざき魅力発信展 岡崎城下家康公秋まつり 

日  時 2025（令和７）年９月 20日（土）・21日（日） 2025年（令和７）11月１日（土）・２日（日） 

場  所 イオンモール岡崎 岡崎城公園多目的広場 ほか 

回答者数 275 人 606人 

 

② 回答結果 

ＳＤＧｓ・おかざき魅力発信展と岡崎城下家康公秋まつりともに、「②教育・医療・福祉・商業など

の施設がある便利な都市（お店や病院、学校があり、便利な暮らしができるまち）」と「⑧水害や土砂

災害など自然災害に強い安全な都市（大雨や地震に強くて安心なまち）」の得票数が他と比べて特に

多く、市民の生活利便性と災害対策への関心度が高いことが分かります。 

年代別の票数をみると、19歳以下は⑧、20歳以上は②が最も高い結果となっています。 

第５回ＳＤＧｓ・おかざき魅力発信展 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡崎城下家康公秋まつり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）「第５回ＳＤＧｓ・おかざき魅力発信展」と「岡崎城下家康公秋まつり」では、選択肢の表現を変更しています。 

（注２）回答者の年齢は「岡崎城下家康公秋まつり」のみ調査。 
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①産業用地の整備など新たな活力を創造する都市

②教育・医療・福祉・商業などの施設がある便利な都市

③歩行者が安全に移動でき歩きたくなる都市

④道路整備や公共交通の充実など快適に移動できる都市

⑤森林や農地、河川など自然環境と調和した都市

⑥地域の魅力を生かしたゆとりと安らぎのある都市

⑦自然・歴史・文化を活用した観光でにぎわう都市

⑧水害や土砂災害など自然災害に強い安全な都市
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①いろいろな産業と働く場所があり、元気なまち

②お店や病院、学校があり、便利な暮らしができるまち

③まちの魅力を観光に生かし、にぎわいがあるまち

④道路は渋滞がなく、電車やバスが利用しやすいまち

⑤安全に歩けて、歩いてもたのしいまち

⑥地域の暮らしや行事を大切にするまち

⑦緑や川、田んぼなど、豊かな自然が守られたまち

⑧大雨や地震に強くて安心なまち

0～19歳 20～64歳 65歳～
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１－３ 上位関連計画などによる都市づくりの方向性 

1－3－1 上位計画 

本市のまちづくりの方向性を、上位計画にある位置づけから整理します。 

 

＜あいちビジョン 2030(令和２年 11月)＞ 

 西三河地域のめざすべき将来像  

 自動車産業を中心とする産業の活力を地域経済や暮らしの豊かさに波及させながら、愛知の発展を

牽引する地域 

 地域づくりの方向性  

（１） 性別等に関わらず全員が活躍できる暮らしやすい地域 

（２） 基幹産業である自動車産業を始め、産業で世界をリードする地域 

（３） 広域交通ネットワークに支えられ、全国・世界との交流が活発な地域 

（４） 災害に強く、自然と調和した地域 

 

＜西三河都市計画区域マスタープラン(平成 31年３月)＞ 

 基本理念  

明日を支える産業が力強く発展するとともに、地域の資源を大切にしながら快適に暮らせる都市づくり  

西三河都市計画区域※の将来都市構造※図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 【都市の拠点】 
○東岡崎駅・岡崎駅周辺地区を多くのヒトやモノが活発に動き、広域的な都市機能が集積する区域拠点に位置づけます。 
○刈谷駅、安城駅、西尾駅、知立駅、碧南中央駅、三河高浜駅および幸田駅周辺を商業・業務、医療・福祉などの都市機能
が集積し、暮らしやすいまちなかを形成する都市拠点に位置づけます。 

○東海道新幹線三河安城駅周辺を多くのヒトやモノが集まる広域交流拠点、衣浦港周辺を物流拠点に位置づけます。 
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＜第７次岡崎市総合計画(令和８年３月)＞ 

 将来都市像   

「一歩先の暮らしで三河を拓く 中枢・中核都市おかざき」 

 

 基本指針   

（１）公民連携による成長戦略の推進 

（２）コンパクトな都市構造※の構築 

（３）まちへの誇りが育まれる社会づくり 

（４）周辺都市との連携体制の推進 

 

 都市のグランドデザイン   

 （１）市域中心部 

   ① 都市機能※用地や居住地の確保と強靱化 

   ② 居住の促進 

 （２）市域周辺部 

   ① 居住地の確保 

   ② 産業用地の確保 

   ③ 自然環境の保全 

  （３）コンパクト・プラス・ネットワーク※ 
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＜岡崎市土地利用基本計画(令和８年４月)＞ 

 計画の目的・概要  

・市の特性に応じた適正かつ合理的な土地利用※を図る 

・市民生活と自然環境が調和した快適で秩序と魅力あるまちづくりの推進と地域社会の健全な発展 

 

 土地利用※の目標  

・都市機能※が集積した集約型の都市 

・安全安心な暮らしの確保 

・持続可能性への配慮 

・産業の立地誘導 

 

 区域と地域・地区指定の方針  

・水と緑・歴史と文化が保全される市街地区域※ 

・優良農地※と住環境が調和した農住環境保全区域 

・自然環境及び優良農地※の保全を図り、無秩序な市街地化を抑制する自然環境保全区域 

・水源かん養※機能を保全し自然と交流するための森林環境区域 

 

岡崎市土地利用基本計画における区域図 
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1－3－2 関連計画 

本市のまちづくりの方向性を関連計画にある位置づけから整理します。 

 

＜岡崎市立地適正化計画(令和７年３月)＞ 

 計画の目的・概要  

・将来の人口減少や高齢化に備えて、市民が引き続き快適な暮らしを継続することができ、限ら

れた資源や財源を集中的・効率的に利用できるよう、持続可能な都市※構造への転換を図る 

・公共交通の利用と歩いて暮らすことができる利便性の高い「まちなか」の堅持及び機能の向上 

・将来にわたり市民の一定の生活利便性を確保するため、居住を誘導する「居住誘導区域」と、

都市機能※を誘導する「都市機能※誘導区域」を定め、長期的な誘導と選択により緩やかにま

ちの集約化を図る 

・都心※ゾーン※を中心として、にぎわいと交流の創造、歴史と文化の継承にむけた、人口や都

市機能※の集積 

・防災性の向上に向けた市民・事業者・行政の役割分担による安全安心な暮らしを守る 

・多様な世代が将来にわたり、多様な暮らし方を選択できる環境の維持･確保 

 

居住誘導区域と都市機能※誘導区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

岩津バス停周辺 

大樹寺バスターミナル周辺 

東岡崎駅周辺 

欠町・洞町周辺 
矢作橋駅周辺 

岡崎駅周辺 

西岡崎駅周辺 

美合駅周辺 

本宿駅周辺 

中島バス停周辺 

戸崎町周辺 
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＜岡崎市地域公共交通計画(令和４年３月)＞ 

 計画の目的・概要  

市民・交通事業者・地域団体・行政など多様な関係者がそれぞれの役割を分担・連携して取組

み、地域公共交通を将来にわたり持続する 

 

岡崎市が目指す交通の将来像 

 

（注）本宿駅周辺は、岡崎市地域公共交通計画の策定後に「地域拠点」から「準都市拠点」に変更しています。 

 

＜岡崎市景観計画(令和７年 10月)＞ 

 計画の目的・概要  

豊かな自然環境や固有の歴史・文化を大切にした景観形成と景観まちづくりを推進する 

 

 

＜第２期岡崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略(令和７年３月)＞ 

 計画の目的・概要  

安定した雇用の創出、交流・定住人口の増加、快適な生活環境※の整備、地域コミュニティ※の

活性化 
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＜岡崎市地域強靱化計画(令和７年４月)＞ 

 基本目標  

・市民の生命を最大限守る 

・地域及び社会の重要な機能を維持する 

・市民の財産及び公共施設、産業・経済活動に係る被害を最小化する 

・迅速な復旧復興を可能とする 

 

＜第２次岡崎市歴史的風致維持向上計画（第２期）(令和８年３月)＞ 

 計画の目的・概要  

本市固有の歴史的風致を維持・向上させる歴史的まちづくりにより、地域活性化、観光振興を

図る 

 

＜第２次岡崎市観光基本計画(令和６年３月)＞ 

 計画の目的・概要  

観光による持続可能な交流市場の開拓を進めることで、市や経済の活性化を図る 

 

 基本目標  

観光客の感動を市民の幸せにつなげる観幸（かんこう）都市の創造 

 

 基本施策  

①アフター大河への展望 

②リピーター（岡崎ファン）の獲得 

③若者交流人口※の流入促進 

④観光の継承と市民の自分事化 

⑤観光マーケティングの充実とデジタル化 

 

＜第２次岡崎市環境基本計画(令和３年３月)＞ 

 計画の目的・概要  

地域の自然環境と特性を活かした社会経済活動との調和を図りながら、環境負荷の少ないライ

フスタイルを推進し、良好な環境の保全及び創造を実現する 

 

 環境ビジョン  

自然の恵みを次世代へ引き継ぐ、持続可能な循環型社会 「環境共生都市 岡崎」 

 

 環境目標  

①自然共生：豊かな自然と共生するまちに 

②生活環境※：良好な生活環境※が確保されるまちに 

③地域環境：気候変動の対策が進んだまちに 

④循環型社会：ごみの排出が抑制され、資源やエネルギーが循環するまちに 

⑤環境教育：環境を考え実践するまちに  
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＜乙川リバーフロント地区公民連携まちづくり基本計画－ＱＵＲＵＷＡ戦略－(令和６年３月)＞ 

 計画の目的・概要  

公共空間などを活用した公民連携プロジェクトによる「市民の暮らしの質の向上」と「エリアの 

価値の向上」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コラム  ＱＵＲＵＷＡ戦略 

 

名鉄東岡崎駅、乙川河川緑地、籠田公園、図書館交流プラザりぶら、岡崎城公園などの

まちの拠点を結んだときに現れる「Ｑ」の字の通り（主要回遊動線）のことを岡崎城の総

曲輪（そうぐるわ）の一部と重なることから「ＱＵＲＵＷＡ」と命名。乙川リバーフロン

ト地区公民連携まちづくり基本計画－ＱＵＲＵＷＡ戦略－は、地区内の豊富な公共空間を

活用した公民連携プロジェクトを実施することにより、まちの活性化（暮らしの質の向上・

エリアの価値の向上）に取り組んでいます。 

この取組みは、国土交通省から 2021（令和３）年

に「コンパクトシティの取組みとウォーカブルシテ

ィの創出を一体的に推進する『新しいモデル都市』」

として、全国の 13 都市の一つに選定されるほか、

2023（令和５）年には、グッドデザイン賞金賞、プ

ラチナ大賞優秀賞を受賞するなど全国からも注目

を集めています。 

ＱＵＲＵＷＡ戦略では、「これからの 100 年を暮らすウォーカブルなまち―新しい住み

方・働き方・遊び方―」の実現に向けて、市と市民が一緒になったまちづくりを進めてい

きます。 

ＱＵＲＵＷＡ地区 

＜ＱＵＲＵＷＡ戦略の主な動き＞ 

2013(H25):岡崎活性化本部による乙川リバーフロント地区整備基本方針策定のための提言書発表 

岡崎市による乙川リバーフロント地区整備基本方針策定 

2014(H26):乙川リバーフロント地区整備基本計画策定 

2015(H27):おとがわプロジェクト発足、デザインシャレット・おとがわキャラバン等実施 

乙川リバーフロント地区まちづくりデザイン基本構想（市民提案） 

2016(H28):基本構想（市民提案）に対する市の対応方針 

2017(H29):乙川リバーフロント地区公民連携まちづくり基本計画 -ＱＵＲＵＷＡ戦略- 策定 

2018(H30):道路空間活用に関する社会実験（康生通り・連尺通） 

籠田公園 地域住民ワークワショップ、 おとがわエリアビジョン策定 

2019(R1) :籠田公園リニューアルオープン、桜城橋竣工、 

ＯＴＯ ＲＩＶＥＲ ＳＩＤＥ ＴＥＲＲＡＣＥオープン 

2020(R2) :ＱＵＲＵＷＡ７町・広域連合会の発足、康生通り将来ビジョン策定、 

中央緑道リニューアルオープン 

2021(R3) :新しいまちづくりのモデル都市に選定、東岡崎駅２期整備基本協定締結 

2022(R4) :ＱＵＲＵＷＡエリア内の７町内会が「脱炭素先行地域」に選定 

2023(R5) :グッドデザイン賞金賞、プラチナ大賞優秀賞を受賞 

2024(R6) :ＱＵＲＵＷＡ戦略の改訂 
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1－3－3 その他関連計画・プロジェクト 

上位計画や関連計画の他に、大きなプロジェクトや本市で進めている計画を整理します。 

 

＜リニア関連＞ 

 本計画で考慮する事項  

リニア中央新幹線の整備によるスーパー・メガリージョン※の形成と東海道新幹線の利便性向上

による交流人口※の増加 

 

＜名古屋三河道路・西三河南北道路＞ 

 本計画で考慮する事項  

物流の効率化による地域の更なる発展 

 

＜東岡崎駅周辺地区整備事業＞ 

 計画の目的・概要  

東岡崎駅を核とした駅とまちの一体的な整備による、誰もが安心して使いやすい個性的な交流・

生活空間の創出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コラム  東岡崎駅周辺地区整備事業 

 

東岡崎駅周辺地区整備事業は、東岡崎駅を核として、駅とまちを一体的に整備することで、

交通、商業、生活、観光、情報などの都市機能※を充実・連係させ、市民や来訪者など、誰も

が安心して使いやすい個性的な交流・生活空間の創出を図るものです。 

東岡崎駅は 1923（大正 12）年に開業し、2023（令和５）年に開業 100 周年を迎えました。

2030（令和 12）年の完成に向けて、「まちと人がつながるおもてなしの玄関口」を目指し、

東岡崎駅のリニューアルを進めています。 

 

整備イメージ図 
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１－４ 都市づくりの主要課題 

現状や上位関連計画の位置づけ、市民や事業者などの意向を踏まえ、都市づくりの主要課題を以下の

５つに整理します。 

１ 広域的なネットワークの変化への対応 

●ヒト・モノの動きが広域化する中、中枢中核都市の確立のため、基幹産業である製造業をはじ

めとした産業機能の強化・集積のための用地確保と、その周辺の基盤整備や本市中心部への高

次都市機能※の集約が必要です。 

●自動車産業をはじめとする製造業に加え次世代産業※などの創出を図ることで、持続可能な産

業構造を構築し更なる地域経済の発展が必要です。 

●広域的なネットワークを生かした観光産業の発展が必要です。 

 

２ コンパクトでスマートな都市づくりへの対応 

●中心部では広域的な都市機能※の集約化を進め、各地域の鉄道駅周辺などでは生活サービス施

設の充実を図り、中心部と各地域をつなぐ公共交通ネットワークの維持・充実により、過度に

自動車に頼らなくても生活できる都市構造※へとシフトしていくことが必要です。 

●住みやすく働きやすい環境づくりのため、働く場の確保と居住環境※の維持・向上、それをつ

なぐネットワークの構築が必要です。 

●市民生活の安全性や利便性の維持・向上を図るため、インフラ※施設や公共施設を総合的に管

理・保全する取組みが必要です。 

●既存のストックを十分活用し、公民が連携してエリアの価値の向上や地域活性化、交流機会の

増加を進め、地域コミュニティ※の維持・再生を図っていくことが必要です。 

●市街化調整区域※や都市計画区域※外の集落では、暮らしに必要な機能やサービスの維持や関係

人口の創出、拠点とのネットワークの検討が必要です。 

●郊外部や山間部にある農地や森林などの豊かな自然は、農林水産物の生産や防災・減災など、

多面的かつ公益的な機能を有し、市全体に恵みをもたらす重要な役割を担っているため、無秩

序な市街化を抑制し、自然環境を保全することが必要です。 

●市街地や市街化区域※外縁部、山間部などの様々な課題を乗り越えるため、ＭａａＳ※やＡＩ※、

エネルギーマネジメントシステム※などの新技術を積極的に導入し、コンパクトなまちづくり

に取組むことが必要です。 
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コラム  スマートシティ※の取組み 

 

近年、社会は Society5.0※の実現に向けた新たな潮流を迎えています。狩猟・農耕・工

業・情報に次ぐ社会のあり方として、スマート技術により様々な知識や情報が共有され、

今までにない新たな価値を生み出す人間中心の社会に向けてのチャレンジです。 

その一方でまちづくりにおいては、インフラ※・交通に限らず防災・健康・子育てなど

対応すべき課題は多様化してきており、これまでの「個別最適」を目指す取組みから、「全

体最適」を目指す取組みへの進化が求められています。 

このように分野横断で統合的な課題解決をしていく目標（ＳＤＧｓ※）を掲げ、これを

スマート技術により解決・達成していくまちをスマートシティ※と言います。 

本市では、乙川リバーフロントＱＵＲＵＷＡ地区を対象に国土交通省「スマートシティ※

実装化支援事業」の採択を受け、スマートシティ※の実装を進めるとともに、ここで得ら

れた知見を生かし、市内他地域のまちづくりにおいて、スマートシティ※を根付かせてい

くこと目指しています。 

また、これらの取組みでは、本市での民間事業者による更なる投資や先進的な取組みを

呼び込む効果が期待されます。その結果、総合計画の将来都市像における「一歩先の暮ら

しを実現する」都市として、広域で中心的な役割を担う将来を目指しています。 

 

 

岡崎スマートコミュニティ推進協議会の体制 
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コラム  まちづくりＤＸ※ 

 

ポストコロナの時代においては、より豊かに生活することや多様な暮らし方・働き方を実

現することが重視され、「人間中心のまちづくり」を推進することが求められるようになり

ました。「人間中心のまちづくり」を実現するには、ハード・ソフト両面の取組みに加え、

マクロ・ミクロの両面からデータを活用して市民のＱＯＬ（生活の質）を向上させる「まち

づくりのデジタル・トランスフォーメーション」推進が重要であるとされています。 

2022（令和４）年には、国土交通省が「まちづくりＤＸ※」のビジョンを策定していま

すが、本市ではいち早くこの概念を取り入れ、国土交通省「スマートシティ※実装化支援

事業」の採択を受けて、まちづくりＤＸ※に挑戦しています。 

岡崎市のスマートシティ※事業は、継続的に取得するデータの活用によりコンパクトシ

ティ実現に向けた都市再生の全工程（計画、設計施工、運営、波及）を下支えするもので、

日本を代表するモデルとして国土交通省から高い評価を受けています。 

計画段階では３Ｄ都市モデルを活用した検討、設計施工段階ではデジタルサイネージと

人流データを活用した工事中における暫定通路の不便軽減、工事完成後の運営段階ではリ

アルタイム車流情報や駐車場満空情報の発信による渋滞緩和、波及効果創出段階では人流

データを活用した商店街振興や出店誘導などを行っています。これらは、都市再生の整備

効果を分野横断で最大化・加速化させるとともに、岡崎市総合計画における「一歩先の暮

らしの実現」を具体化させる取組みとして、新たなモビリティへの挑戦と併せて、検討・

実証を経て実装を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３Ｄ都市モデル（東岡崎駅周辺） 
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３ 住み続けられる居住環境※の質の向上への対応 

●「新たな日常（ニュー・ノーマル）」への対応も考慮しつつ、子どもから高齢者まで誰もが快適

な生活が継続できるよう、地域の特性に応じた都市機能※の確保・集積、教育・研究機能の維

持・充実、生活基盤の充実などが必要です。 

●居住場所と働く場が近接し、働く場までの交通利便性のよい環境の創出が必要です。 

●潤いや安らぎを感じる居住環境※を実現するため、緑やオープンスペース※が身近にある質の高

いまちの形成が必要です。 

●歴史・文化などの地域資源を生かした風格を感じられるまちの形成が必要です。 

●高齢化が進行していることから、徒歩圏での日常生活の利便性を確保し、地域の拠点における

暮らしの質の向上が必要です。 

●市民が安全に生活できるように、歩行者優先のまちづくりが必要です。 

 

４ 自然・歴史・文化を生かした都市の活性化、観光振興への対応 

●暮らしの質とエリアの価値の向上を図るＱＵＲＵＷＡ戦略などの事業による都市の活性化を

契機として、地域資源を活用した景観形成や観光資源、文化財の連携を生かした観光振興に資

する都市の魅力づくりが必要です。 

●新型コロナウイルス感染症による脅威は、コロナの５類感染症への移行もあり落ち着きをみ

せ、観光需要は回復基調にあります。観光産業は地方創生の切り札であり、本市の特徴である

広域的な交通利便性や各地域の自然・歴史・文化といった地域資源などを活用した、景観まち

づくり及び歴史まちづくりなどにより、広域観光交流拠点をはじめとした交流の促進とインバ

ウンド誘客につながる取組みを含めたまちの賑わいづくりが必要です。 

●地域資源を活用した魅力ある公共空間の整備が必要です。 

 

５ 大規模自然災害などに備えた安全で安心な都市づくりへの対応 

●地震災害、水害、土砂災害といった大規模自然災害や、これらが同時に発生する複合災害に対

して、災害に備えた基盤整備や、既存の市街地の防災性能の向上などのハード対策とソフト対

策を総合的に進めることにより、災害を予防し被害を最小限に抑える取組みが必要です。 

●企業が被災した場合にも、事業資産の損害を最小限にとどめ、事業の継続や早期復旧を可能と

するための対策、日常から災害へ備える意識の向上の取組みが必要です。 

●高度経済成長期に集中的に整備されたインフラ※や公共施設が今後一斉に老朽化することを視

野に入れ、市民の安全・安心や社会経済活動の基盤となるインフラ※施設や公共施設を総合的

に管理・保全する取組みが必要です。 
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 ２-１ 都市づくりの基本的な考え方 

 ２-２ 分野別都市づくり計画 
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第２章 全体構想 

２－１ 都市づくりの基本的な考え方 

2－1－1 都市づくりの基本理念 

都市づくりの基本理念は、市民や事業者などと行政が共有する都市づくりの基本的な考え方であり、

第７次岡崎市総合計画との整合を図った上で、次のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市づくりの基本理念は、第７次岡崎市総合計画が目指す将来都市像を実現するための都市計画に関

する基本的な考え方で、本市固有の資源である「自然・歴史・文化」を守り、生かしながら、魅力ある

住みやすい暮らしを「新たなくらし」とし、積極的に機能強化を図り産業振興などを推進する「活力」

を創造することで、本市独自の都市構造※が構成される「風格ある都市」を目指します。 

  

＜第７次岡崎市総合計画における将来都市像＞ 

一歩先の暮らしで三河を拓く 中枢・中核都市おかざき 

都市づくりの基本理念 

自然・歴史・文化を礎に 

新たなくらしと活力を創造する風格ある都市 岡崎 
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コラム  岡崎市の風格 

 

本市は、三河山地から連なる豊かな緑と矢作川

や乙川の清流など地形の起伏に富み、四季の移ろ

いを際立たせる自然環境を背景に、矢作川流域で

人の営みが始まりました。また古来より交通の要

衝として、古代には三河国の成立、中世には源

氏・足利氏の武家文化の重要拠点、そして近世に

は江戸幕府の礎を築いた徳川家康公の生誕の地・

岡崎城下町として栄えてきました。現在も 13 件

もの国の文化財指定を受けた建造物を有するとと

もに、八丁味噌などの伝統産業、花火や山車が練

り歩く祭りなどの祭礼行事が営まれており、西三

河地方の拠点として、数多くの歴史文化資産が育

まれてきた都市です。 

本市には、こうした歴史や伝統を反映した人々の活動と、歴史的な建造物が一体とな

って形成された良好な市街地の環境があり、こうしたことを都市の風格として表現して

います。 

岡崎城天守（景観重要建造物） 
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2－1－2 都市像と都市づくりの目標 

都市づくりの主要課題に対する都市像と都市づくりの目標を設定します。 

都市づくりの主要課題 
（第１章主要課題を簡略表記） 

 
都市像と都市づくりの目標 
（括弧内は主要課題の番号）    

１ 広域的なネットワークの変化への対応 

▶ 

【都市像１】 

新たな活力を創造する都市 

① 基幹産業の機能強化・集積のための用地確保と基盤整
備による西三河都市計画区域※の拠点の確立 

② 持続可能な産業構造の構築による、更なる地域経済の
発展 

③ 広域的なネットワークを生かした観光産業の発展 

目標１ 新たな企業用地確保とその周辺の基盤整備に
よる西三河都市計画区域※の拠点としての機
能の強化(①) 

目標２ 市内企業の産業競争力の向上(②) 

目標３ 駅や駅周辺の都市機能※強化による産業振興
(③)    

２ コンパクトでスマートな都市づくりへの

対応 

▶ 

【都市像２】 

将来にわたって持続可能な都市※ 

④ 過度に自動車に頼らない都市構造※へのシフト 
⑤ 働く場の確保と居住環境※の維持・向上、それらをつ

なぐネットワークの構築 
⑥ 利便性維持・向上のためのインフラ※・公共施設の総

合的な管理・保全 
⑦ 既存ストック※を活用した地域コミュニティ※の維持・

再生 
⑧ 中山間部の集落での都市機能※の維持や関係人口の

創出、拠点とのネットワーク化 
⑨ 郊外部や山間部の自然環境の保全と無秩序な市街化

の抑制 
⑩ 新技術の積極的な導入によるコンパクトなまちづく

りへの取組み 

目標１ コンパクト・プラス・ネットワーク※の取組み
による持続可能な都市※構造への転換(④⑤
⑥⑧⑨) 

目標２ 公民連携まちづくり※や既存ストック※の効
率的な利活用の推進(⑦) 

目標３ 地域コミュニティ※の維持(⑦⑧) 

目標４ 自然環境と調和した都市づくり(⑨) 

目標５ 新技術導入による持続可能な都市※の実現
(⑩) 

   

３ 住み続けられる居住環境※の質の向上への

対応 

▶ 

【都市像３】 

住みやすい、住み続けられる都市 

⑪ 快適な暮らしや「新たな日常」に対応する都市機能※

などの充実 
⑫ 居住場所と働く場が近接したアクセス性のよい環境

の創出 
⑬ 緑やオープンスペース※が身近にある質の高いまち

の形成 
⑭ 歴史・文化などの地域資源を生かした風格あるまちの

形成 
⑮ 歩いて暮らせるまちなかや拠点での暮らしの質の向上 
⑯ 歩行者優先のまちづくり 

目標１ 暮らしやすさと豊かさを実感できる快適な居
住環境※の創造(⑪⑫⑮) 

目標２ 地域資源を生かした魅力ある生活空間づくり
の推進(⑬⑭) 

目標３ 誰にもやさしい交通環境の整備(⑪⑫⑮⑯) 

   

４ 自然・歴史・文化を生かした都市の活性化、

観光振興への対応 

▶ 

【都市像４】 

自然・歴史・文化の趣を実感できる都市 

⑰ ＱＵＲＵＷＡ戦略などの事業による都市の活性化を
契機とした観光産業の推進 

⑱ 地域の交流の促進と賑わいづくり 
⑲ 地域資源を活用した魅力ある公共空間の整備の推進 

目標１ 地域資源を活用した観光まちづくりの推進
(⑰⑱) 

目標２ 賑わい・交流を促進する環境の創造(⑱) 
目標３ 地域資源のリデザイン※による魅力ある公共

空間の整備(⑲)    

５ 大規模自然災害などに備えた安全で安心

な都市づくりへの対応 

▶ 

【都市像５】 

安全安心に暮らせる都市 
⑳ 災害に備えたハード対策とソフト対策による被害を

最小限に抑える取組み 
㉑ 業務・事業ＢＣＰ※策定の推進や防災意識の向上など

の対策 
㉒ 社会経済活動の基盤となるインフラ※・公共施設の総

合的な管理・保全 

目標１ 防災機能の強化により誰もが安全で安心に暮
らせる市街地の形成(⑳㉒) 

目標２ 被害を最小限に抑制するため市民や事業者な
どと行政が一体となった防災力の強化(㉑) 
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【都市像１】   新たな活力を創造する都市 

目標１ 新たな企業用地確保とその周辺の基盤整備による西三河都市計画区域※の

拠点としての機能の強化 

中部国際空港やリニア中央新幹線、東海道新幹線、東名高速道路、新東名高速道路な

どの広域的な交通ネットワークの変化を本市の産業の活性化の好機と捉え、産業立地の

ための用地確保や既存の産業用地周辺の基盤を強化することにより、新たな活力を創造

します。 

 

目標２ 市内企業の産業競争力の向上 

本市の成長を支えるものづくり産業や既存産業の競争力の向上を図るため、産業集積

を推進するとともに道路ネットワークの構築に取組みます。 

 

目標３ 駅や駅周辺の都市機能※強化による産業振興 

中心部における歴史性と高い利便性を生かし、オフィスやホテル、飲食、商業などの

賑わいと交流を創出する施設、教育施設、子育て支援施設、これらの複合施設の立地を

誘導することで、駅や駅周辺の都市機能※をさらに強化し産業の振興を図ることにより、

西三河都市計画区域※の拠点として地域を支えます。 
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【都市像２】   将来にわたって持続可能な都市※
 

目標１ コンパクト・プラス・ネットワーク※の取組みによる持続可能な都市※構造へ

の転換 

鉄道駅やバス停を核とした各地域の拠点を中心に、暮らしやすい生活圏を形成し、中

心部では、高度な都市機能※の集積と賑わいや交流の創出により、新型コロナ危機を契

機として生じた変化にも対応した持続可能な都市※づくりを進めます。 

誰もが快適に安心して移動できる交通環境を形成するため、幹線道路の整備促進のほ

か公共交通網の確保・維持を図ります。 

生活の安全性や利便性の維持・向上を図るため、老朽化が急速に進むことが予測され

るインフラ※や公共施設の計画的な改修・更新及び適正配置の検討を進めます。 

 

目標２ 公民連携まちづくり※や既存ストック※の効率的な利活用の推進 

道路や公園などの公共空間を、市民や事業者などが活用・管理の一部を担う公民連携

のまちづくりを進めるとともに、市民活動や事業活動による既存ストック※の効率的な

利活用を推進し、まちの賑わいや地域コミュニティ※の維持・再生を図ります。 

 

目標３ 地域コミュニティ※の維持 

都市のスポンジ化※対策に取組むとともに、中山間部の集落などでは生活に必要な機

能の確保や関係人口の創出などにより、地域に根付く歴史や伝統が継続するよう地域コ

ミュニティ※の維持を図ります。 

 

目標４ 自然環境と調和した都市づくり 

森林や農地、河川といった自然環境の保全と調和のため、市域全体で自然環境への負

荷が少ない都市づくりを進めます。 

 

目標５ 新技術導入による持続可能な都市※の実現 

ＩｏＴ※やＡＩ※などの新技術を活用したＭａａＳ※、ＤＸ※といった新しい考え方を

市民や事業者などと行政が連携しながらまちづくりに活用し、環境、防犯、交通、福祉、

健康、防災といった様々な課題に取組むことで、ライフスタイルの変化にも対応した持

続可能な都市※の実現を目指します。 
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コラム  コンパクト・プラス・ネットワーク※ 

 

多くの地方都市では、これまで郊外開発が進められ、市街地が拡散してきました。拡散

した市街地のまま人口が減少し、人口密度が低下すると、一定の人口密度に支えられてき

た医療・福祉・子育て支援・商業などの都市機能※を維持することが難しくなり、サービス

の提供が困難になりかねない状況にあります。 

人口減少や高齢化が進む中でも生活サービスや地域コミュニティ※を維持するために

は、都市機能※や住居などを都市の中心拠点や地域拠点に誘導し、人口密度を維持するこ

とが必要です。また、鉄道やバスなどの公共交通により、これらの都市機能※へのアクセ

スを確保していくことも求められます。 

このような背景から、都市機能※や居住の誘導と公共交通ネットワークの形成を連携し

て取組む「コンパクト・プラス・ネットワーク※」という考え方が生まれました。 

本市では、将来の人口減少に備え、

長期的かつ緩やかに都市機能※と居

住を誘導することにより、市民が引

き続き快適な暮らしを継続すること

ができる持続可能な都市※構造にし

ていくため、岡崎市立地適正化計画

を 2019（平成 31）年３月に改定しま

した。この計画での取組みは、国土交

通省から 2019（令和元）年６月にコン

パクト・プラス・ネットワーク※のモデ

ル都市に選ばれています。 

2024（令和６）年３月には、防災・

減災を考慮したまちづくりを進める

こと目的として設定した防災指針※

を組み込んだ改定を行い、2025（令和

７）年３月にも中間見直しとして改

定を行いました。 

資料：岡崎市立地適正化計画 

「拠点と主要な公共交通軸の配置イメージ」 
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【都市像３】   住みやすい、住み続けられる都市 

目標１ 暮らしやすさと豊かさを実感できる快適な居住環境※の創造 

教育や文化、医療、福祉、商業などを生活の身近なところで利用できるよう都市機能※

の誘導や、歩行者空間のユニバーサルデザイン※化などの都市基盤※の高質化を図り、子ど

もから高齢者まで、年齢や性別、国籍、障がいの有無によらず、誰もが住みやすい、ラ

イフスタイルの変化にも対応した住み続けられる都市を創造します。 

若者から高齢者まで、住まいに身近な場所で働くことが可能な職住近接の市街地を配

置します。 

 

目標２ 地域資源を生かした魅力ある生活空間づくりの推進 

本市固有の自然・歴史・文化といった地域資源を守り伝えるとともに、その魅力を生

かすことで、故郷への誇りや愛情を育み、暮らしにゆとりと安らぎがあふれる生活空間

を創造します。 

 

目標３ 誰にもやさしい交通環境の整備 

通学路の安全対策、自転車通行空間の確保やネットワーク化、誰もが使いやすい公共

交通の充実や新技術の導入などにより、歩行者が安全で安心して快適に移動することが

できるまちづくりを推進します。 
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【都市像４】   自然・歴史・文化の趣を実感できる都市 

目標１ 地域資源を活用した観光まちづくりの推進 

本市の豊富な自然・歴史・文化といった地域資源を、市民自ら活用、発信することで、

市民も来訪者も楽しむことができる観光まちづくりを推進します。 

 

目標２ 賑わい・交流を促進する環境の創造 

市内に広く分布する本市ならではの地域資源の回遊性を高め、まちに賑わいと活気を

生み出し、市全体での交流を創造します。 

 

目標３ 地域資源のリデザイン※による魅力ある公共空間の整備 

自然・歴史・文化といった地域資源をリデザイン※し、魅力ある公共空間の整備を推進

します。 

 

 

【都市像５】   安全安心に暮らせる都市 

目標１ 防災機能の強化により誰もが安全で安心に暮らせる市街地の形成 

地震や火災による被害を防ぐため、道路や公園などのオープンスペース※の確保や密

集する市街地の環境改善、都市基盤※の整備や耐震化の推進、建築物の耐震化、不燃化

の促進など、市街地の防災機能の強化を進めます。 

台風などの大雨や集中豪雨が懸念される中、河川改修や治山・砂防事業を促進し、都

市型水害や地すべりなどに対応するハード・ソフト施策を進めます。 

本市は日本のものづくり産業を支える地域であり、インフラ※の老朽化対策と合わせ

て、災害に強く早期回復ができる都市づくりを目指します。 

 

目標２ 被害を最小限に抑制するため市民や事業者などと行政が一体となった防災

力の強化 

ハード対策で守りきれない災害は必ず発生します。災害が発生した場合にその被害を

最小限に抑制するため、ハード対策とともに、災害リスクの周知といった市民や事業者

などと行政が一体となった防災体制の構築などのソフト対策を進めます。また、土地利

用※の規制・誘導により、市民や事業者などの安全の確保を図ります。 
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2－1－3 将来の土地利用フレーム※ 

将来の市街化区域※の面積を検討するため、人口と産業の２つの視点から必要な面積規模を算出します。 

(１) 将来人口の考え方 

本市の人口は、2020（令和２）年時点の 384,654人から 2025（令和７）年に 385,347人でピークを迎

えることが推計されています。 

 

岡崎市将来推計人口報告書における人口推計（総人口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岡崎市将来推計人口報告書（令和６年） 

 

(２) 将来産業規模の考え方 

将来産業規模は、「将来の市内総生産」から算出し、過去の実績と愛知県における本市の産業の役割

や今後の施策・事業などを鑑みて設定します。市内総生産は 2014（平成 26）年時点の１兆 2,654億 6,100

万円（実績値）から、目標年度の 2030（令和 12）年までに１兆 5,876億 3,100 万円に増加することが推

計されます。 

 

市内総生産の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「愛知県市町村内総生産」を基に推計（令和６年）  
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(３) 土地利用フレーム※ 

① 住宅地 

将来人口から 2030（令和 12）年の市街化区域※の人口を推計し、現在の市街化区域※での人口配置

を検討すると、低未利用地※の活用や中心部・鉄道駅周辺での土地の高度利用※を想定した場合でも、

新たに 69ha 程度の住宅地が必要となります。 

 

② 産業地（工業地、商業地を含む） 

将来の産業規模から推計すると、2030（令和 12）年時点で、新たに 83ha 程度の産業地が必要とな

ります。 
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2－1－4 将来都市構造※ 

(１) 将来都市構造※の考え方 

将来都市構造※は、都市構造※を構成する「土地利用※（ゾーン※）」「拠点」「軸」を用いて、将来の都

市の目指すべき姿を表現するものです。 

本市の地勢、社会情勢、５つの都市像を踏まえ、次の①から⑤の考え方により、本市の将来都市像を

設定します。 

 

①  産業機能、商業機能を中心にその周囲に居住エリアが広がる都市構造※ 

本市の都市機能※は、東岡崎駅周辺を中心として東西と南北方向に伸びる都市軸に沿った市街地中

心部に、商業系や工業系用途が広がり、その周囲に住居系用途を配置した住・商・工のバランスがと

れた産業機能調和型都市構造※となっています。「都市像１ 新たな活力を創造する都市」を踏まえ、

将来的にもこの都市構造※を踏襲し、新たな産業用地を市内の適所に検討していきます。 

 

②  鉄道駅などを拠点とした集約型都市構造※ 

立地適正化計画に基づき、多様な世代の居住に対応するため、移動手段やサービス機能が充実し、

人口が集積する鉄道駅周辺や主要バス停といった公共交通の利便性の高いエリアを拠点としたコン

パクトな都市構造※を目指します。東岡崎駅、岡崎駅周辺の都市拠点では、土地の高度利用※化、高密

度化を促進し、高次都市機能※の充実を図ります。また、その他の鉄道駅を地域拠点や交通拠点とし

て位置づけ、居住誘導区域の核を形成します。 

 

③  集落エリアの生活サービス水準の維持を目指す生活拠点 

市街化調整区域※や都市計画区域※外の人口密度が低く分散して居住する地域では、地域が主体とな

って各地域に見合った拠点を形成し必要な機能を集積させるなど、地域の中心的なエリアを形成する

ことにより生活サービス水準の維持を図ります。また、集落エリア周辺の森林や農地、水辺などの保

全に取組みます。 

 

④  地域ネットワークと市民が移動しやすい都市の形成 

市内各所の拠点を連携させるため、道路ネットワークの整備や公共交通網の設定に加え、市民や来

訪者が円滑に目的地に移動できる環境の構築を検討します。 

 

⑤  様々な課題に対応でき、持続可能な社会を実現するスマートシティ※の導入 

まちづくりの中で、環境、防犯、交通、福祉、健康、防災といった様々な課題に対応できる質の高

い都市基盤※が整ったスマートシティ※の導入を検討します。 
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(２) 将来都市構造※の設定 

（１）将来都市構造※の考え方に基づいて「土地利用※（ゾーン※）」「拠点」「軸」を設定します。 

 

① 土地利用※（ゾーン※） 

「土地利用※（ゾーン※）」では、現況の土地利用※や地形を踏まえ、市街地、郊外部、山間部の土

地利用※の区分を明確化し、都市環境と自然環境が調和した都市構造※を目指します。 

 

ゾーン※名 考え方 

市街地 

ゾーン※ 

市街地では、計画的な都市基盤※整備、低未利用地※の有効活用などにより、市民の

多様なニーズを踏まえた、快適な居住環境※の創出を図ります。また、大規模な工業

団地などが集積する地区では、工業機能の高度化や集積強化、魅力ある就業環境の創

出を図ります。 

農住環境保全 

ゾーン※ 

既存集落地周辺の優良農地※が連たんする地域では、生業としての農業を維持するた

め優良農地※の保全と計画的な生産基盤の整備を進めます。加えて、無秩序な市街化

を抑制し、農住環境などの保全を図ります。また、魅力ある生活空間を創出するため、

既存集落地の生活環境※の整備や田園環境に親しむ交流環境づくりなど、農業と居住

環境※が調和した土地利用※を進めます。 

自然環境保全 

ゾーン※ 

市街地周辺の森林、農地、河川などは本市の都市構造※を支える重要な要素であり、

無秩序な市街化を抑制し、自然環境などの保全を図ります。また、既存集落地などに

おける生活環境※の充実や、自然を生かした交流空間などの市民が憩える場を創出す

るなど、自然と共生する地域づくりを進めます。 

森林環境 

ゾーン※ 

水源地域を形成する森林地域では、水源かん養※機能や特色ある農林水産資源の保全

に努めるとともに、地域資源である豊富な自然を活用した観光産業や林業の振興、交

流環境づくりによる賑わいと活気を創出するといった森林と共生する地域づくりを

進めます。 

都心※ 

ゾーン※ 

ＱＵＲＵＷＡ地区を中心とした東岡崎駅周辺から岡崎駅周辺を結ぶ区域では都心※

ゾーン※として、居住機能、商業・業務機能、文化・交流機能、行政機能などの複合

的な高次都市機能※の集約を進めるとともに土地の高度利用※を誘導します。また区

域内に点在する自然・歴史・文化といった地域資源を生かしつつ、公民連携により新

しい暮らし方や働き方、遊び方を楽しむまちを創り出し、西三河都市計画区域※の拠

点にふさわしい賑わいと交流の都心※づくりを図ります。 

職住調和 

ゾーン※ 
市街地周辺に配置し、産業機能を維持し働く場と居住の調和を図ります。 
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② 拠点 

「拠点」では、立地適正化計画と整合を図りながら、鉄道駅などの交通結節点※を中心にして都市

機能※を集約し、それら拠点が相互に連携、補完できるような効率的な都市構造※を目指します。 

 

拠点名 拠点の定義 該当する箇所 

都市拠点 

（２カ所） 

本市の中心であり、市内外の広域的な

圏域を想定した拠点 
東岡崎駅周辺、岡崎駅周辺 

準都市拠点 

（４カ所） 

都市拠点とともに、比較的広域から人

が集まる圏域を想定した拠点 

大樹寺バスターミナル周辺、欠町・洞町周辺、

戸崎町周辺、本宿駅周辺 

地域拠点 

（５カ所） 

市街化区域※内で概ね支所圏域を対象

とした公共交通機関を利用して都心※

ゾーン※にアクセスすることができる

鉄道駅周辺、主要なバス停周辺の拠点 

美合駅周辺、矢作橋駅周辺、西岡崎駅周辺、

岩津バス停周辺、中島バス停周辺 

地区拠点 

（２カ所） 

地区の日常生活圏の中心となり、地域

拠点を補完する拠点 
六ツ美市民センター周辺、額田センター周辺 

広域観光 

交流拠点 

（４カ所） 

広域交通の優位性や地域資源を活用し

た多様な広域交流の拠点 

岡崎城周辺、本宿駅西周辺、岡崎ＳＡ周辺、

くらがり渓谷周辺 

交通拠点 

（10カ所） 

日常生活に密接する鉄道駅を中心とし

た拠点 

宇頭駅、岡崎公園前駅、男川駅、藤川駅、 

名電山中駅、北野桝塚駅、大門駅、北岡崎駅、

中岡崎駅、六名駅 

生活拠点 

市街化調整区域※や都市計画区域※外で

生活する上で必要となる機能やサービ

スがある拠点 

今後、地元を主体として機能や位置を検討 

 

③ 軸 

「軸」では、自然や交通に係るものを設定し、自然に係る軸は本市を代表する水資源を位置づけ、

人と自然が共生し交流できる空間とします。交通に係る軸は市内外や市内各所を円滑に連絡する鉄道、

バス、道路を設定し、特に鉄道は公共交通の要として拠点間を連絡し、拠点形成ひいては効率的な都

市づくりに向けての重要な軸として設定します。 

 

軸名 軸の定義 該当する箇所 

親水交流軸 

自然環境の保全を図り、水辺景観を生かし

た市民の交流、自然体験、スポーツ･レク

リエーションの空間 

矢作川、乙川、男川の周辺 

公共交通軸 

（鉄道・バス） 
交通に係る各拠点を結ぶ鉄道、バス基幹軸 

名鉄名古屋本線、ＪＲ東海道本線、愛知環

状鉄道、市街地を南北に貫く基幹的バス路

線、矢作橋駅と西岡崎駅、岡崎駅と美合駅、

東岡崎駅と準都市拠点（欠町・洞町周辺）

をつなぐバス路線 

広域道路軸 

幹線道路軸 

ヒト・モノ・情報などの交流や産業を支え

る利便性と快適性を備えた主要な道路ネ

ットワーク 

高速道路、市街地の中心部で交差する国道

１号と 248 号、中心部を取り巻く環状道

路、その他周辺都市や市内各地域を連絡す

る幹線道路など 
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将来都市構造※図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第２章 全体構想 

2-15 

 

 

 

 

 

  

コラム  都心※ゾーン※ 

 

都心※ゾーン※は、東岡崎駅周辺から岡崎駅周辺にかけての本市の骨格を成す都市構造※

上重要なエリアです。ここでは、西三河地域の広域的な拠点として、自然・歴史・文化と

いった地域資源を生かして居住機能や商業・業務機能、文化・交流機能、行政機能など複

合的な高次都市機能※の集積と土地の高度利用※化を進め、便利で快適な都心※づくりを目

指します。 

また、ＱＵＲＵＷＡ戦略をはじめとする公民連携の様々な取組みをとおして、まちの活

性化を図っていきます。 

都心※ゾーン※における土地利用※のイメージ 
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２－２ 分野別都市づくり計画 

2－2－1 分野別都市づくりの体系 

分野別都市づくり計画では、将来都市像を目指した都市づくりを進めるため、７つ（土地利用※、市街

地整備※、道路・公共交通、公園・緑地、河川・上下水道・その他都市施設※、景観・自然環境、防災）

に区分した分野別都市づくりの基本方針を定めます。この基本方針に基づいて、具体的な施策・事業を

展開します。 

また、基本方針と都市づくりの目標との関係は分野毎に整理し、横断的な施策展開に努めます。 

分野 基本方針 

土
地
利
用
※ 

１ 地域の特性に応じた良質な居住環境※の形成 

２ ＱＵＲＵＷＡ地区の公民連携まちづくり※による暮らしの質とエリア価値向上 

３ 地域の特性に応じた都市機能※の導入・集積による利便性が高く魅力ある市街地の形成 

４ 多様な交流の拡大に資する観光産業交流機能の誘導 

５ 産業振興に資する産業用地の確保・誘導 

６ 土地利用混在箇所※の相互の調和による操業環境・居住環境※の確保 

７ 無秩序な市街地拡大の抑制と市街化調整区域※、都市計画区域※外の自然環境の保全 

市
街
地
整
備
※ 

１ 都市拠点などにおける都市機能※の更新や地域の特性に応じた魅力ある市街地の形成 

２ 産業用地の整備 

３ 土地区画整理事業※などの確実な推進による良好な市街地の形成 

４ 低未利用地※などの利活用の推進 

道
路
・ 

公
共
交
通 

１ 広域道路網※の整備促進、幹線道路網の強化、身近な道路の整備推進 

２ 安全で快適な歩行者、自転車通行空間の確保 

３ 鉄道やバス、次世代モビリティ※などの連携による公共交通ネットワークの構築 

４ 交通結節点※の利便性向上のための環境整備、ユニバーサルデザイン※化の推進 

５ 都市経営の観点からの管理の推進 

公
園
・
緑
地 

１ 生活に密着した公園の整備推進 

２ 風致地区※や生産緑地地区※、社寺林などの自然環境の保全 

３ 長期未整備の都市公園の計画などの見直し 

４ 公民連携も含めた適切な維持管理・利活用の推進 

河
川
・
上
下
水
道
・ 

そ
の
他
都
市
施
設
※ 

１ 治水・浸水対策の強化 

２ 河川の良好な水質の確保 

３ 自然環境に配慮した川づくり 

４ 親水性の高い水辺空間の創出と活用 

５ インフラ類型※の都市施設※の計画的な更新と適切な維持管理 

６ ハコモノ類型※の都市施設※の計画的な更新と適切な維持管理 

景
観
・ 

自
然
環
境 

１ 景観計画及び歴史的風致維持向上計画に基づく景観や歴史・文化資源の保全と活用の推進 

２ 歴史・文化資源のネットワーク化による観光振興の促進 

３ 乙川や矢作川などの水辺空間の環境や眺望の保全による良好なまちなみ景観の誘導 

４ 無秩序な開発の抑制による自然環境及び農地の保全・活用 

防
災 

１ 市街地の耐震化や不燃化の促進 

２ 防災都市基盤※の強化による災害に強い都市づくりの推進 

３ 土砂災害対策の強化 

４ 市民・事業者への情報発信や自主防災組織の支援・育成による防災活動の推進 

５ 復興事前準備の取組みの推進 

 



第２章 全体構想 

2-17 

2－2－2 土地利用※に関する方針 

(１) 基本的な考え方 

土地利用※の分野では、産業振興や良質な居住環境※の形成、秩序ある土地利用※を推進するため、次

の７つの基本方針を定めます。また、市全体の適切な土地利用※誘導を図るため、住宅地や商業地、工業

地、自然環境保全地などの用途別の土地利用※を配置します。 

基
本
方
針 

１ 地域の特性に応じた良質な居住環境※の形成 

２ ＱＵＲＵＷＡ地区の公民連携まちづくり※による暮らしの質とエリア価値向上 

３ 地域の特性に応じた都市機能※の導入・集積による利便性が高く魅力ある市街地の形成 

４ 多様な交流の拡大に資する観光産業交流機能の誘導 

５ 産業振興に資する産業用地の確保・誘導 

６ 土地利用混在箇所※の相互の調和による操業環境・居住環境※の確保 

７ 無秩序な市街地拡大の抑制と市街化調整区域※、都市計画区域※外の自然環境の保全 

 

各都市像の目標を達成するための基本方針（土地利用※） 

都市像 目標 
基本方針 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

１ 新たな活力を 
創造する都市 

１ 新たな企業用地確保とその周辺の基盤整備による西
三河都市計画区域※の拠点としての機能の強化 

  ●  ●   

２ 市内企業の産業競争力の向上     ● ●  

３ 駅や駅周辺の都市機能※強化による産業振興   ● ● ●   

２ 将来にわたって 
持続可能な都市※ 

１ コンパクト・プラス・ネットワーク※の取組みによる
持続可能な都市※構造への転換 

 ● ●    ● 

２ 公民連携まちづくり※や既存ストック※の効率的な利
活用の推進 

 ● ● ● ●   

３ 地域コミュニティ※の維持 ● ● ● ● ●  ● 

４ 自然環境と調和した都市づくり       ● 

５ 新技術導入による持続可能な都市※の実現  ●      

３ 住みやすい、 
住み続けられる 
都市 

１ 暮らしやすさと豊かさを実感できる快適な居住環境※

の創造 
● ● ●  ● ●  

２ 地域資源を生かした魅力ある生活空間づくりの推進 ● ● ● ●   ● 

４ 自然・歴史・ 
文化の趣を実感 
できる都市 

１ 地域資源を活用した観光まちづくりの推進  ●  ●    

２ 賑わい・交流を促進する環境の創造  ● ● ●    

３ 地域資源のリデザイン※による魅力ある公共空間の整備  ●  ●    

５ 安全安心に 
暮らせる都市 

１ 防災機能の強化により誰もが安全で安心に暮らせる
市街地の形成 

      ● 

２ 被害を最小限に抑制するため市民や事業者などと行
政が一体となった防災力の強化 

●      ● 
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(２) 基本方針の考え方 

＜基本方針１ 地域の特性に応じた良質な居住環境※の形成＞ 

■多様化する住宅ニーズに対応するため、立地適正化計画の居住誘導区域ではゆとりある居住環境※

を形成し、居住誘導重点区域、都市機能※誘導区域では土地の高度利用※を促進することで、都市的

利便性※の高い居住環境※の形成を誘導します。 

■地域の特性に応じたまちなみを誘導し、良質な居住環境※を保全しながら多様な魅力のある市街地

の形成に努めます。 

■魅力ある市街地や暮らしやすく安全で良質な居住環境※を形成するため、高度地区※や地区計画※な

どを活用します。 

 

＜基本方針２ ＱＵＲＵＷＡ地区の公民連携まちづくり※による暮らしの質とエリア価値向上＞ 

■歴史・文化施設などの既存ストック※を生かして、公民連携による暮らしの質の向上とエリアの価

値の向上を図るＱＵＲＵＷＡ戦略を推進し、中心部の再生、活性化を図ります。 

 

＜基本方針３ 地域の特性に応じた都市機能※の導入・集積による利便性が高く魅力ある市街地の形成＞ 

■都市拠点、準都市拠点、地域拠点、交通拠点といった各拠点の規模に応じ、医療、福祉、教育、文

化、商業、業務、観光、交流、娯楽といった多様な都市機能※を誘導し、高次都市機能※の集積や日

常生活の利便性が高く、快適で魅力ある市街地形成を図ります。 

■各拠点間の公共交通ネットワークの維持・充実を図ることにより、自動車への過度な依存を低減さ

せ、緩やかに集約型都市構造※へ誘導します。 

■西三河都市計画区域※の拠点として、歴史・文化を生かした魅力の継承・創造、地域の回遊性や賑わ

いを高めるため、多様な都市機能※の集積や土地の高密度化、高度利用※化を促進します。 

■大学や最先端の研究施設の立地を生かし、文教都市として先進的な活動を促進するため、都市機能※

の充実を図ります。 

 

＜基本方針４ 多様な交流の拡大に資する観光産業交流機能の誘導＞ 

■自然・歴史・文化といった地域資源の活用や、広域道路網※を生かした観光産業を創出し、地域の賑

わいと活力の向上につながる交流人口※の拡大を図ります。 

■交流人口※や関係人口の拡大に必要な都市機能※を誘導し、賑わいと活力の向上を図ります。 

 

＜基本方針５ 産業振興に資する産業用地の確保・誘導＞ 

■既に大規模な工業用地として土地利用※が進んでいる工業地では、必要に応じて特別用途地区※や地

区計画※を活用し、工業地としての土地利用※の維持・強化を図ります。 

■工業地では、工場や物流施設の操業環境の保全や機能更新・高度化などを促進し、他用途への転用

を防ぐとともに、他用途から工場などへの転換を促進し、ものづくり産業の振興を図ります。 

■インターチェンジ周辺や幹線道路沿道などの交通利便性が高いエリア、既に工場が集積している工

業地の周辺では、既存ストック※の活用や秩序ある土地利用※を図ることで産業のための用地を確保

し、産業の効率化や企業の誘致に努めます。 

■新たな大規模な産業用地については、インフラ※整備や災害リスクを考慮しながら確保し、産業構

造の変化に伴う新産業の立地誘導や既存産業の拡張・事業転換などの対応を図ります。 
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＜基本方針６ 土地利用混在箇所※の相互の調和による操業環境・居住環境※の確保＞ 

■土地利用混在箇所※において、相互の環境に配慮することで操業環境と居住環境※の確保を図ります。 

 

＜基本方針７ 無秩序な市街地拡大の抑制と市街化調整区域※、都市計画区域※外の自然環境の保全＞ 

■市街化調整区域※は市街化を抑制すべき区域として無秩序な開発を抑制し、都市計画区域※外も含め

て農住環境や自然環境、森林環境の保全を図ります。 

■既存集落や地域コミュニティ※の維持に向けて、地域が主体となり、土地利用※に関する条例や制度

を活用しながら、必要に応じて生活拠点を位置づけ、地域の実情に応じた土地利用※を図ります。 

■市街化調整区域※や都市計画区域※外にある農地や森林、河川などの自然環境は、市全体に恵みを

もたらす機能を有し、重要な役割を担う資源であるため、保全を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

コラム  中山間地域の活性化 

 

本市の中山間地域は、市全体の面積の約６割を占め、農地や森林、河川など豊かな自然

に恵まれており、農林水産物の生産だけでなく、水源かん養※や防災・減災、環境保全、

レジャー・保養機能など、多面的・公益的機能を有しています。これらの機能は、中山間

地域だけでなく、市全体に恵みをもたらしてくれる重要なものであり、中山間地域の持続

的発展は、本市の発展にとって必要不可欠です。 

近年、若年層の都市部への転出が進み、中山間地域の人口は全体的に減少傾向が続いて

おり、地域コミュニティ※の活力が低下しています。加えて、鳥獣害の多発などにより農

林業の不振も長引いています。このような地域の活力低下や産業の低迷は、中山間地域が

有する機能の低下にもつながります。 

こうした状況を踏まえ、中山間地域の有する資源や魅力を活かした民間投資の誘導や、

行政が支援しながらの地域住民主体による地域づくりの推進など、公民が連携して持続的

な施策に戦略的に取組み、持続可能な魅力ある地域を作り上げることを目的として、「岡

崎市中山間地域活性化計画～オクオカ イノベーションプラン 2030～」を 2022（令和４）

年３月に策定・公表しました。 

当計画では、「住み慣れた地域で暮らし続けるための

仕組みづくり～オクオカ イノベーション～」を基本理

念に掲げ、「くらし」「しごと」「交流」の仕組みづくり

を基本方針とし、実現に向けた取組みを進めています。 

「オクオカ」とは、岡崎市の中山間地域を指す愛称

です。都心※の喧噪を離れ、落ち着いた時間を過ごせる

岡崎の奥座敷、という意味が込められています。 

オクオカの対象地域は、生平学区、秦梨学区、常磐

南学区、常磐東学区、常磐学区、恵田学区、奥殿学区、

豊富学区、夏山学区、宮崎学区、形埜学区、下山学区の

12学区（市街化区域※は除く）です。 

岡崎市中山間地域活性化計画 
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(３) 用途別土地利用※の配置の方針 

将来都市構造※を踏まえ、各ゾーン※に応じた土地利用※区分を配置し、適切な土地利用※を誘導します。 

 

土地利用※区分 配置の方針 

住宅地 
主に住宅を誘導する地区として、市街化区域※内における既成市街地や低未利用地※

などに住宅地を配置します。 

商業地 
商業や業務、行政、文化、交流などといった多様な機能の集積を誘導すべき地区と

して、都市拠点に位置づけている鉄道駅周辺に商業地を配置します。 

周辺商業地 
商業施設と住宅が混在し、各々の機能が調和しながら生活利便性の高い良好な市街

地を保全すべき地区として、周辺商業地を配置します。 

工業地 
工業施設や流通業務施設、研究開発施設などを中心に誘導すべき地区として、郊外

部などに工業地を配置します。 

職住調和地 
工業施設との調和を図りながら良好な居住環境※を保全すべき地区として、工業系

用途地域※の中で住宅の立地が進んでいる地域に職住調和地を配置します。 

沿道複合地 
ロードサイド型の商業･業務施設の集積を誘導する地区として、幹線道路沿いに沿

道複合地を配置します。 

農住環境保全地 
生産の場や市街地周辺の身近な緑地といった、生物の多様性の向上を図りその保全

に努める地区として、市域西部と南部を中心に農住環境保全地を配置します。 

自然環境保全地 
水源のかん養や、森林や農地、河川などの自然環境の保全に努める地区として、市

域中央部に自然環境保全地を配置します。 

森林環境地 
森林の多面的機能※を認識しその保全・活用に努める地区として、市域東部に森林

環境地を配置します。 

広域観光交流地 
多様な交流の拡大に資する広域観光交流施設の立地や機能の充実を図る地区とし

て、広域観光交流地を配置します。 

文教・学術地 既存の教育・研究機関を中心に文教・学術地を配置します。 
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土地利用※に関する方針図 
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2－2－3 市街地整備※に関する方針 

(１) 基本的な考え方 

市街地整備※の分野では、産業振興や良質な居住環境※の形成などを図るため、次の４つの基本方針を

定めます。 

基
本
方
針 

１ 都市拠点などにおける都市機能※の更新や地域の特性に応じた魅力ある市街地の形成 

２ 産業用地の整備 

３ 土地区画整理事業※などの確実な推進による良好な市街地の形成 

４ 低未利用地※などの利活用の推進 

 

各都市像の目標を達成するための基本方針（市街地整備※） 

都市像 目標 
基本方針 

１ ２ ３ ４ 

１ 新たな活力を 
創造する都市 

１ 新たな企業用地確保とその周辺の基盤整備による西三河都市計画区
域※の拠点としての機能の強化 

● ●   

２ 市内企業の産業競争力の向上  ●   

３ 駅や駅周辺の都市機能※強化による産業振興 ●   ● 

２ 将来にわたって 
持続可能な都市※ 

１ コンパクト・プラス・ネットワーク※の取組みによる持続可能な都市※

構造への転換 
●   ● 

２ 公民連携まちづくり※や既存ストック※の効率的な利活用の推進 ●   ● 

３ 地域コミュニティ※の維持 ●  ● ● 

３ 住みやすい、 
住み続けられる 
都市 

１ 暮らしやすさと豊かさを実感できる快適な居住環境※の創造 ●  ● ● 

２ 地域資源を生かした魅力ある生活空間づくりの推進 ●   ● 

４ 自然・歴史・ 
文化の趣を実感 
できる都市 

１ 地域資源を活用した観光まちづくりの推進 ●    

５ 安全安心に 
暮らせる都市 

１ 防災機能の強化により誰もが安全で安心に暮らせる市街地の形成 ●  ● ● 
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(２) 基本方針の考え方 

＜基本方針１ 都市拠点などにおける都市機能※の更新や地域の特性に応じた魅力ある市街地の形成＞ 

■都市拠点では、魅力ある市街地の形成とまちの活性化、人口減少や高齢化への対応が必要です。広

域的な都市機能※が集積する拠点形成を促進し、人口の集積を高めることを目的に高密度な市街地

形成を図るため、市街地再開発事業※や優良建築物等整備事業※を促進します。 

■準都市拠点では、都市拠点とともに人口の集積を高める機能の導入を図るほか、比較的広域から人

が集まることによる多様な交流と賑わいを創出するため、市街地開発事業※を促進します。 

 

＜基本方針２ 産業用地の整備＞ 

■土地区画整理事業※や地区計画※などにより産業用地の確保を推進し、持続可能な産業構造の構築を

進めます。 

■既存ストック※を活用し、また、秩序ある土地利用※を図ることにより、産業の効率化、新産業の誘

致に努めます。 

 

＜基本方針３ 土地区画整理事業※などの確実な推進による良好な市街地の形成＞ 

■施行中の土地区画整理事業※は、着実に事業を進め良好な市街地環境の形成を図ります。 

■建物が密集する市街地の環境改善や新たな市街地形成にあたっては、土地区画整理事業※や地区

計画※などの活用により都市基盤※の整備に努めます。 

 

＜基本方針４ 低未利用地※などの利活用の推進＞ 

■都市基盤※が未整備な地区や低未利用地※が広がる地区では、土地区画整理事業※や地区計画※によ

り計画的な市街地整備※を図ります。 

■適切な管理が行われていない空き家は、関係団体や企業などと連携を図りながら計画的に空き家の

利活用を促進する対策を実施することで、快適な居住環境※の構築に努めます。 

■都市再生推進法人※の活動による低未利用地※の利活用を推進し、都市のスポンジ化※対策に取組み

ます。 

  



第２章 全体構想 

2-24 

 

2－2－4 道路・公共交通に関する方針 

(１) 基本的な考え方 

道路・公共交通の分野では、広域的な道路整備や公共交通ネットワークの構築などを図るため、次の

５つの基本方針を定めます。 

基
本
方
針 

１ 広域道路網※の整備促進、幹線道路網の強化、身近な道路の整備推進 

２ 安全で快適な歩行者、自転車通行空間の確保 

３ 鉄道やバス、次世代モビリティ※などの連携による公共交通ネットワークの構築 

４ 交通結節点※の利便性向上のための環境整備、ユニバーサルデザイン※化の推進 

５ 都市経営の観点からの管理の推進 

 

各都市像の目標を達成するための基本方針（道路・公共交通） 

都市像 目標 
基本方針 

１ ２ ３ ４ ５ 

１ 新たな活力を 
創造する都市 

１ 新たな企業用地確保とその周辺の基盤整備による西三河都市計
画区域※の拠点としての機能の強化 

●   ●  

２ 市内企業の産業競争力の向上 ●     

２ 将来にわたって 
持続可能な都市※ 

１ コンパクト・プラス・ネットワーク※の取組みによる持続可能な
都市※構造への転換 

● ● ● ●  

２ 公民連携まちづくり※や既存ストック※の効率的な利活用の推進  ●   ● 

３ 地域コミュニティ※の維持 ● ● ● ●  

５ 新技術導入による持続可能な都市※の実現   ●   

３ 住みやすい、 
住み続けられる 
都市 

１ 暮らしやすさと豊かさを実感できる快適な居住環境※の創造 ● ● ● ● ● 

３ 誰にもやさしい交通環境の整備 ● ● ● ●  

４ 自然・歴史・ 
文化の趣を実感 
できる都市 

２ 賑わい・交流を促進する環境の創造 ● ● ● ●  

３ 地域資源のリデザイン※による魅力ある公共空間の整備  ●  ● ● 

５ 安全安心に 
暮らせる都市 

１ 防災機能の強化により誰もが安全で安心に暮らせる市街地の形
成 

● ●   ● 
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(２) 基本方針の考え方 

＜基本方針１ 広域道路網※の整備促進、幹線道路網の強化、身近な道路の整備推進＞ 

■経済活動の効率性の向上や広域的な交流及び災害対応力の強化を図るため、関係機関へ働きかけ、

新東名高速道路の６車線化、名古屋三河道路や西三河南北道路などの新たな広域道路網※の整備・

構築を促進します。（広域的な都市構造※のイメージ図） 

■市内間、市内外の円滑で快適な移動を実現し、広域連携、地域連携を強化するため、関係機関に働

きかけながら、道路交通網の強化を促進します。 

■市内の円滑な自動車交通の実現に向けて、市街地の道路整備の進行状況や緊急性などを考慮しなが

ら、必要に応じて、計画の変更、新規路線の追加、廃止といった都市計画道路※網の見直しを進めま

す。（都市計画道路※見直し方針図） 

■防災ネットワーク※を形成し災害に強い都市づくりを進めるため、国道１号などの緊急輸送道路※の

無電柱化や未整備区間の整備、橋りょうなどの構造物の強靱化を推進かつ促進します。 

■広域交流や産業活動の活性化を図るため、東名高速道路や新東名高速道路のスマートインターチェ

ンジ※やその周辺道路の整備を推進かつ促進します。 

■市内各所に存在する渋滞箇所の解消に向け、関係機関と連携しながら円滑な交通の確保、充実を図

ります。 

■渋滞の原因となる踏切など道路混雑の課題の解消に向け、関係機関と連携し、立体交差化や周辺道

路の整備といった幅広い対策を検討します。 

■市街化区域※外では生活利便性や交流機会の向上を図るため、必要に応じて関係機関に働きかけな

がら、市内各地へ連絡する道路などの整備を促進します。 

■市民が使いやすい生活に密着した道路の整備を推進します。 

 

＜基本方針２ 安全で快適な歩行者、自転車通行空間の確保＞ 

■歩行者や自転車の通行空間の確保を検討し、通勤・通学や買い物、サイクリングなどの日常生活に

おいて、誰もが安全で安心に移動できる道路空間の整備を推進かつ促進します。 

■まちなかを車中心から人中心の空間へと転換し、人々が集い、憩い、健康的に多様な活動を繰り広

げられる場へと改変する取組みを進めるウォーカブルなまちづくりを推進します。 

■運転免許を返納した高齢者や外国人の移動手段としての自転車利用なども考慮し、安全で快適な自

転車通行空間のネットワークの整備を推進します。 

 

＜基本方針３ 鉄道やバス、次世代モビリティ※などの連携による公共交通ネットワークの構築＞ 

■鉄道、バス、タクシーといった公共交通は、市民生活や来訪者に必要不可欠なインフラ※であるた

め、立地適正化計画や地域公共交通計画に基づき、引き続き維持、活性化に取組みます。 

■ＭａａＳ※やＩＴＳ※、自動運転などの新技術を活用し、過度に自動車に頼ることなく生活できるよ

う公共交通による各拠点などへのアクセス利便性を高めます。 

■シェアサイクルや電動キックボードなどの新たな交通手段の導入により、都心※ゾーン※の回遊性向

上を目指します。 

■公共交通の利用促進などにより、社会全体で環境負荷の抑制を図るとともに、交通事業者に低公害

車の導入などを働きかけます。 

■交通空白における移動手段の確保など、地域が抱える交通課題の解決につながる地域内交通の導入

を推進します。 
■誰もが利用しやすく、安全・安心な交通環境の実現に向け、公共交通の利便性向上を推進します。 
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＜基本方針４ 交通結節点※の利便性向上のための環境整備、ユニバーサルデザイン※化の推進＞ 

■リニア中央新幹線開業を見据え、鉄道駅周辺の賑わいと居住に対応するため、主要な鉄道駅の機能

強化を促進します。 

■訪れる人が使いやすい駅とするため、適切な駐車施設の整備を誘導、促進します。 

■誰もが使いやすいユニバーサルデザイン※に配慮し、駅前広場や交通広場、自由通路などの交通結

節点※の整備や機能強化を推進します。 

 

＜基本方針５ 都市経営の観点からの管理の推進＞ 

■トンネルや横断歩道橋、橋りょうなどの道路構造物は、予防保全の観点から公共施設等総合管理計

画に基づき個別施設計画を策定し、コスト縮減や必要経費の平準化を図りながら、引き続き適切な

維持管理に取組みます。 

■公民が連携した道路の利活用を推進し、賑わいと交流に資する道路空間の確保、管理に取組みます。 
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広域的な都市構造※のイメージ図 
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都市計画道路※見直し方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）図は令和７年 12 月時点の内容です。 

（注２）都市計画道路※の見直し方針図において「計画変更候補」「廃止候補」と設定し

た区間は見直し候補路線として整理し、市全体の道路網を勘案しながら、今後

検討・調整を進めてまいります。 
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コラム  ウォーカブルなまちづくり 

 

世界の多くの都市では、まちなかを車中心から人中心への空間へと転換し、人々が集い、

憩い、多様な活動を繰り広げられる場へと改変する取組みが進められています。これらの

取組みは、人中心の豊かな生活空間を実現させるだけでなく、地域消費や投資の拡大、観

光客の増加や健康寿命の延伸、孤独・孤立の防止の他、様々な地域課題の解決や新たな価

値の創造につながります。国土交通省では、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の形成

を目指して、2019（令和元）年からウォーカブルなまちづくりの推進を地方自治体と共に

推進しています。 

本市では、「ウォーカブル推進都市」として、居心地が良く歩きたくなるまちなかづくり

に取組んでいます。例えば、道路再構築事業として、康生通りの約 300ｍの区間などで、

エリアマネジメント※を行う都市再生推進法人※を指定し、オープンカフェなどの道路空間

を利活用する民間取組みの事業化と、それに併せた道路空間再配置を含めたプロジェクト

などを「ＱＵＲＵＷＡプロジェクト」として取組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路空間活用社会実験の様子 
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2－2－5 公園・緑地に関する方針 

(１) 基本的な考え方 

公園・緑地の分野では、計画的な公園・緑地の維持管理・利活用などを図るため、次の４つの基本方

針を定めます。 

基
本
方
針 

１ 生活に密着した公園の整備推進 

２ 風致地区※や生産緑地地区※、社寺林などの自然環境の保全 

３ 長期未整備の都市公園の計画などの見直し 

４ 公民連携も含めた適切な維持管理・利活用の推進 

 

各都市像の目標を達成するための基本方針（公園・緑地） 

都市像 目標 
基本方針 

１ ２ ３ ４ 

２ 将来にわたって 
持続可能な都市※ 

１ コンパクト・プラス・ネットワーク※の取組みによる持続可能な都市※

構造への転換 
●  ●  

２ 公民連携まちづくり※や既存ストック※の効率的な利活用の推進 ●   ● 

３ 地域コミュニティ※の維持 ●  ● ● 

３ 住みやすい、 
住み続けられる 
都市 

１ 暮らしやすさと豊かさを実感できる快適な居住環境※の創造 ●  ● ● 

２ 地域資源を生かした魅力ある生活空間づくりの推進 ● ●  ● 

４ 自然・歴史・ 
文化の趣を実感 
できる都市 

１ 地域資源を活用した観光まちづくりの推進 ● ●   

５ 安全安心に 
暮らせる都市 

１ 防災機能の強化により誰もが安全で安心に暮らせる市街地の形成 ● ●   
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(２) 基本方針の考え方 

＜基本方針１ 生活に密着した公園の整備推進＞ 

■市民が住み続けられる良質な居住環境※を創造するため、市民の身近にあり安心して利用できる公

園を確保します。 

 

＜基本方針２ 風致地区※や生産緑地地区※、社寺林などの自然環境の保全＞ 

■快適で風格を感じられるまちを目指すため、これまで受け継いできた自然・歴史・文化などの身近

な自然環境を保全します。 

■自然環境が有する多様な機能を活用し持続可能で魅力ある都市づくりを進めるため、グリーンイン

フラ※の活用を具体化させ、都市農地をはじめとする市街化区域※内の緑地の保全に努めるとともに、

生産緑地地区※の追加指定を推進します。 

 

＜基本方針３ 長期未整備の都市公園の計画などの見直し＞ 

■人口減少、市の財政状況、施設の必要性を考慮した上で、公園整備計画の適切な見直しを行います。 

 

＜基本方針４ 公民連携も含めた適切な維持管理・利活用の推進＞ 

■維持管理費などの市の財政負担軽減と、市民の地域への愛着の醸成を目指し、公民連携も含めた維

持管理・利活用に取組みます。 

 

 

  

コラム  グリーンインフラ※ 

 

グリーンインフラ※とは、自然環境が有する機能を社会における様々な課題（防災・減災、環

境問題、地域振興）の解決に活用しようとする考え方です。 

そのグリーンインフラ※の一つである都市農地は、従来の「宅地化すべきもの」から都市に

「あるべきもの」として位置づけが大きく転換されています。それにより近年、生産緑地地区※

などの都市農地の保全に対する制度も変わりました。 

都市農地は、持続可能な都市※づくりや都市住民の豊かで潤いのある生活環境※の保全・創出

を図るため、農業生産機能のほか、良好な都市環境の形成、災害時の防災空間（避難場所・延

焼防止）など多様な機能を発揮することが期待されています。 

本市は、1992（平成４）年から生産緑地制度により

都市農地の保全に取組んでおり、2020（令和２）年末

現在、約 77.5haの市街化区域※内の農地が生産緑地地

区※に指定されています。2022（令和４）年で指定から

30 年を迎え、生産緑地地区※の営農義務が終了するこ

とから、買取り申出ができる期間を 10 年延長する特

定生産緑地※の指定を行いました。また、生産緑地地

区※の追加指定を推進し、生産緑地などの農地をグリ

ーンインフラ※として保全・活用を図っていきます。 市内の生産緑地地区※ 
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2－2－6 河川・上下水道・その他都市施設※に関する方針 

(１) 基本的な考え方 

河川・上下水道・その他都市施設※の分野では、計画的な河川・上下水道・その他都市施設※の整備、

維持管理などを図るため、次の６つの基本方針を定めます。 

基
本
方
針 

１ 治水・浸水対策の強化 

２ 河川の良好な水質の確保 

３ 自然環境に配慮した川づくり 

４ 親水性の高い水辺空間の創出と活用 

５ インフラ類型※の都市施設※の計画的な更新と適切な維持管理 

６ ハコモノ類型※の都市施設※の計画的な更新と適切な維持管理 

 

各都市像の目標を達成するための基本方針（河川・上下水道・その他都市施設※） 

都市像 目標 
基本方針 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

１ 新たな活力を 
創造する都市 

３ 駅や駅周辺の都市機能※強化による産業振興   ● ●   

２ 将来にわたって 
持続可能な都市※ 

１ コンパクト・プラス・ネットワーク※の取組みによる持続可
能な都市※構造への転換 

    ● ● 

２ 公民連携まちづくり※や既存ストック※の効率的な利活用
の推進 

  ● ● ● ● 

３ 地域コミュニティ※の維持    ●   

４ 自然環境と調和した都市づくり ● ● ● ●   

３ 住みやすい、 
住み続けられる 
都市 

１ 暮らしやすさと豊かさを実感できる快適な居住環境※の創
造 

● ●   ● ● 

２ 地域資源を生かした魅力ある生活空間づくりの推進  ● ● ●   

４ 自然・歴史・ 
文化の趣を実感 
できる都市 

１ 地域資源を活用した観光まちづくりの推進  ● ● ●   

２ 賑わい・交流を促進する環境の創造    ●   

５ 安全安心に 
暮らせる都市 

１ 防災機能の強化により誰もが安全で安心に暮らせる市街地
の形成 

●  ●  ● ● 
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(２) 基本方針の考え方 

＜基本方針１ 治水・浸水対策の強化＞ 

■河川や下水道の整備などのハード対策や、災害リスクの周知などのソフト対策、また、都市の保水

能力の向上に寄与する雨水貯留浸透施設やグリーンインフラ※の設置推進による雨水流出の抑制な

ど、大雨から“いのち”と“くらし”を守る取組みを進めます。 

 

＜基本方針２ 河川の良好な水質の確保＞ 

■下水道事業計画区域内の未普及地域における整備や下水道施設の適切な維持管理により、河川の良

好な水質を確保します。 

■河川の水質を改善するため合併処理浄化槽※の普及促進を図ります。 

 

＜基本方針３ 自然環境に配慮した川づくり＞ 

■自然環境の一体的な保全を実現するため、周辺の森林や農地を保全する川づくりを推進します。 

 

＜基本方針４ 親水性の高い水辺空間の創出と活用＞ 

■賑わいのある水辺空間を創出するため、その活用を見据えた整備を推進します。 

 

＜基本方針５ インフラ類型※の都市施設※の計画的な更新と適切な維持管理＞ 

■上下水道施設やごみ処理施設などの都市施設※は、市民の豊かな暮らしを支える重要なインフラ※で

あり、地域の生活環境※を支える役割を果たすため、新技術の活用も検討し、持続的な機能確保と

計画的な改修・更新を推進しながら、適切な維持管理に取組みます。また、個別施設計画に基づき

コスト縮減や必要経費の平準化を図ります。 

 

＜基本方針６ ハコモノ類型※の都市施設※の計画的な更新と適切な維持管理＞ 

■学校や市役所庁舎などの建築物に関わる都市施設※は、住民の行政サービス、地域活動及び防災の

拠点として地域社会の基盤を支える役割を果たすため、新技術の活用も検討し、持続的な機能確保

と計画的な改修・更新を推進しながら、適切な維持管理及びサービス水準の維持・向上を図るため

の保有量の最適化に取組みます。また、個別施設計画に基づきコスト縮減や必要経費の平準化を図

ります。 
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2－2－7 景観・自然環境に関する方針 

(１) 基本的な考え方 

景観・自然環境の分野では、景観形成と自然環境の保全などを図るため、次の４つの基本方針を定め

ます。 

基
本
方
針 

１ 景観計画及び歴史的風致維持向上計画に基づく景観や歴史・文化資源の保全と活用の推進 

２ 歴史・文化資源のネットワーク化による観光振興の促進 

３ 乙川や矢作川などの水辺空間の環境や眺望の保全による良好なまちなみ景観の誘導 

４ 無秩序な開発の抑制による自然環境及び農地の保全・活用 

 

各都市像の目標を達成するための基本方針（景観・自然環境） 

都市像 目標 
基本方針 

１ ２ ３ ４ 

１ 新たな活力を 
創造する都市 

３ 駅や駅周辺の都市機能※強化による産業振興 ● ● ●  

２ 将来にわたって 
持続可能な都市※ 

２ 公民連携まちづくり※や既存ストック※の効率的な利活用の推進 ● ● ●  

３ 地域コミュニティ※の維持 ● ● ● ● 

４ 自然環境と調和した都市づくり ● ● ● ● 

３ 住みやすい、 
住み続けられる 
都市 

２ 地域資源を生かした魅力ある生活空間づくりの推進 ● ● ● ● 

４ 自然・歴史・ 
文化の趣を実感 
できる都市 

１ 地域資源を活用した観光まちづくりの推進 ● ● ●  

２ 賑わい・交流を促進する環境の創造 ● ● ●  

３ 地域資源のリデザイン※による魅力ある公共空間の整備 ● ●   

５ 安全安心に 
暮らせる都市 

１ 防災機能の強化により誰もが安全で安心に暮らせる市街地の形成    ● 

２ 被害を最小限に抑制するため市民や事業者などと行政が一体となっ
た防災力の強化 

   ● 
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(２) 基本方針の考え方 

＜基本方針１ 景観計画及び歴史的風致維持向上計画に基づく景観や歴史・文化資源の保全と活用の推進＞ 

■景観計画や歴史的風致維持向上計画に基づき、ビスタラインなど市民共有の財産として守られてき

た地域固有の歴史的風致の維持向上や良好な景観形成により、魅力の高い市街地を形成します。 

 

＜基本方針２ 歴史・文化資源のネットワーク化による観光振興の促進＞ 

■点在する多彩な歴史・文化資源のネットワーク化を図り、市民や来訪者の回遊性を向上させ、地域

の活性化、エリアの価値の向上につなげます。 

 

＜基本方針３ 乙川や矢作川などの水辺空間の環境や眺望の保全による良好なまちなみ景観の誘導＞ 

■本市を特徴づける資源である水辺空間は、眺望も含めたその環境を保全し、良好な景観を誘導しま

す。 

 

＜基本方針４ 無秩序な開発の抑制による自然環境及び農地の保全・活用＞ 

■本市の市街地周辺から山間部にかけての地域に分布する森林は、水源かん養※や土砂災害防止、保

健・レクリエーション、生物多様性保全などの多面的機能※を有しているため、無秩序な開発を抑

制し、持続可能な森林づくりを行います。 

■本市のまちなかや中山間地域に分布する農地は、米や野菜などの食料を安定的に供給する基盤であ

るとともに、国土の保全、雨水の一時的な貯留による洪水や土砂災害の防止、水源かん養※、都市景

観の向上、生物多様性の保全、文化の伝承といった多面的機能※を有しているため、無秩序な開発

を抑制し、農地を保全します。 

■本市の豊かな農業環境を生かし、周辺環境や景観に配慮しつつ、市民自らが農に触れる機会や生産

者と交流する機会を提供する場の創出に取組みます。 

■既存集落や地域コミュニティ※の維持、産業振興などを目的とした農地や森林の転用については、

基本的には多面的な機能を有する自然環境の保全を優先しますが、事業の必要性を判断した上で、

土地利用※などの分野との取組みと調整を図ります。 
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2－2－8 防災に関する方針 

(１) 基本的な考え方 

防災の分野では、市民の安全で安心な居住環境※の確保などを図るため、次の５つの基本方針を定め

ます。 

基
本
方
針 

１ 市街地の耐震化や不燃化の促進 

２ 防災都市基盤※の強化による災害に強い都市づくりの推進 

３ 土砂災害対策の強化 

４ 市民・事業者への情報発信や自主防災組織の支援・育成による防災活動の推進 

５ 復興事前準備の取組みの推進 

 

各都市像の目標を達成するための基本方針（防災） 

都市像 目標 
基本方針 

１ ２ ３ ４ ５ 

２ 将来にわたって 
持続可能な都市※ 

３ 地域コミュニティ※の維持    ● ● 

５ 安全安心に 
暮らせる都市 

１ 防災機能の強化により誰もが安全で安心に暮らせる市街地の形
成 

● ● ● ● ● 

２ 被害を最小限に抑制するため市民や事業者などと行政が一体と
なった防災力の強化 

● ● ● ● ● 

 

  
コラム  防災都市づくりの推進 

 

阪神・淡路大震災、東日本大震災の被害や復興まちづくりの状況を踏まえると、いつ

起こるかわからない大規模な災害に備え、「防災・減災」を意識した都市づくりを進める

ことが必要です。 

本市では、南海トラフ地震などの大規模地震時に想

定される建物倒壊や火災延焼などの災害危険の評価

を行い、その結果の公表や、延焼危険性の高い町内会

でのワークショップなどをとおして、市街地の防災上

の課題と対応策について検討を行ってきました。 

こうした取組みを踏まえ、地震災害に対する市街地

の防災性を高めるための取組みを整理した岡崎市防

災都市づくり計画を 2019（平成 31）年３月に策定・

公表しました。当計画では、自助・共助・公助の役割

分担のもとでハード・ソフト対策を組合せた「地震に

よる被害を最小化できる都市」「発災時に生命・身体

を守る活動を支える都市」「被災後に生活の維持・早

期回復ができる都市」の３つの都市づくりビジョンを

設定し、実現に向けた取組みを進めています。 
岡崎市防災都市づくり計画 
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(２) 基本方針の考え方 

＜基本方針１ 市街地の耐震化や不燃化の促進＞ 

■火災や大規模地震に備え、市街地の被害を最小限に抑えるために、建物の耐震化や不燃化を進め、

防災都市づくり計画に基づき、防災・減災に関する空間づくりに取組みます。 

■大規模盛土造成地では、造成宅地防災区域の指定を検討するため、地震に対する安全性の確認や確

保を目的とした変動予測調査を推進します。 

 

＜基本方針２ 防災都市基盤※の強化による災害に強い都市づくりの推進＞ 

■災害発生時に被害を最小限に抑えるため、延焼遮断や避難路、避難地として機能する道路や公園な

ど既存の都市基盤※の強化を推進します。 

■避難や救助、物資輸送などの応急活動に必要な緊急輸送道路※の無電柱化などの整備促進や、防災

拠点の耐震化などを進めます。 

■災害時の住民などの円滑かつ安全な避難を図るため、避難施設や支援物資の提供に関し、民間事業

者との協定締結などを推進します。 
 

＜基本方針３ 土砂災害対策の強化＞ 

■土砂流出を防止する機能を有する森林の保全に努めるとともに、砂防指定地※や急傾斜地崩壊危険

区域※における災害防止施設の整備を促進します。 

■山間部の土砂災害が危惧される地域では、治山・砂防事業などのハード対策を促進します。 

■森林や農地は、水源かん養※や土砂災害防止などの防災・減災の機能を有しているため、無秩序な

開発を抑制し、自然環境を保全します。 

 

＜基本方針４ 市民・事業者への情報発信や自主防災組織の支援・育成による防災活動の推進＞ 

■市民や事業者などと行政が協力し被害を最小限に抑えるため、防災体制の強化やソフト対策により

市民の防災意識の向上を図ります。 

 

＜基本方針５ 復興事前準備の取組みの推進＞ 

■災害発生前から防災に関する計画づくりやハード・ソフト対策を推進するとともに、市民や事業者

などとともにまちの防災性を向上させる取組みを促し、災害に強く、早急な復旧・復興ができる都

市を目指します。 
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コラム  防災と連携した流域治水のまちづくり 

 

国土交通省では、防災・減災、国土強靱化のための緊急対策を集中的に講じることとして、

水害や集中豪雨などに対応した総合的な土砂・火山災害対策の推進、地域における総合的な

防災・減災対策、老朽化対策などに対する集中的支援を実施しています。 

しかし、近年、水害の頻発化や激甚化が顕著になっており、堤防強化やダム整備といった

ハード面だけでは計画を上回る豪雨に対応しきれないため、土地利用※の在り方や避難体制

の強化も含めて被害を軽減する「流域治水」を掲げ、防災とまちづくりの連携を検討してい

ます。 

具体的には、防災部局が持つ洪水の浸水想

定区域※や土砂災害警戒区域※、ハザードの

時系列情報や頻度情報などを整理し、関係部

署間で共有します。その上で、災害情報と人

口分布、医療施設、避難施設などの関係を評

価し、都市構造※上の位置づけや必要性、災

害リスクを勘案した中で具体的な防災対策

（例えば中心部では建築物の浸水対策を講

じるが、河川近傍では住宅の移転を促すな

ど）について、住民と合意形成を図りつつ流

域治水の方針について検討を進めています。 

本市では、2006（平成 18）年から 2013（平

成 25）年にかけて、浸水頻度の高い地区の８

小学校に流域貯留浸透施設の設置を実施し

ました。2016（平成 28）年からは総合雨水対

策計画の策定を行い、市民・事業者・行政が

力を合わせて総合的な雨水対策に取組んで

います。 

資料：国土交通省 HP「流域治水の施策のイメージ」 

岡崎市防災都市づくり計画 

岡崎市総合雨水対策計画 
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コラム  盛土等の適正な管理 

 

2021（令和３）年７月に静岡県熱海市で大雨に伴い盛土が崩落し、大規模な土石流が発生

したことにより、甚大な人的・物的被害が生じました。この大規模土砂災害を受けて、盛土

等による災害から国民の生命・身体を守るため、2023（令和５）年５月に「盛土規制法（宅

地造成及び特定盛土等規制法）」が施行されました。 

法改正により、土地の用途（宅地・農

地・森林）に関わらず、全国一律の基準で

危険な盛土等が包括的に規制されること

となりました。また、盛土等を安全に保

つ責務や実効性のある罰則に関する内容

も盛り込まれています。 

本市では、2025（令和７）年４月に市内

全域を宅地造成等工事規制区域または特

定盛土等規制区域に指定し、盛土規制法

による規制が始まりました。 
資料：国土交通省「盛土規制法パンフレット」 

コラム  立地適正化計画における防災・減災のまちづくりの推進 

 

近年、全国各地で土砂災害や洪水などの災害が発生し、生命や財産、社会経済に大きな被

害をもたらしていることから、自然災害への対応や防災・減災を考慮したまちづくりを進め

ていくため、2020（令和２）年に「都市再生特別措置法」が改正され、立地適正化計画にお

いて居住誘導区域の防災・減災対策を「防災指針※」として位置づけることが規定されました。 

居住誘導区域から土砂災害リスクのある区域は除外していますが、災害リスク分析の結

果、水害リスクが確認されました。居住誘導区域には、長い歴史をかけて作り上げられてき

た既成市街地の多くが含まれ、水害リスクを完全に取り除くことは、ハード対策に要する時

間や費用の面から現実的ではありません。 

そこで、防災・減災のまちづくりの将来

像を「市民・事業者による取組【自助・共

助】と行政による取組【公助】の相乗効果

がつくりだす防災・減災のまち」と掲げ、

災害から生命・身体を守る避難行動につ

ながるソフト対策を基本としながら、災

害リスクの軽減を図るハード対策を組み

合わせ、本市の防災性を高めることを方

針とし、取組項目と実施スケジュールを

定めています。 

水害（洪水・雨水出水）に対する方針 
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３-１ 地域別構想の目的 

 ３-２ 地域区分 

 ３-３ 地域別構想 

    中央地域 

    岡崎地域 

    大平地域 

    東部地域 

    岩津地域 

    矢作地域 

    六ツ美地域 

    額田地域 
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第３章 地域別構想 

３－１ 地域別構想の目的 

地域別構想は、全体構想に示された分野別都市づくり計画の基本方針を受け、地域の課題を踏まえた

上で、地域毎の将来像、まちづくりの目標、それらを実現するための施策・事業を定めます。 

 

３－２ 地域区分 

3－2－1 地域区分の考え方 

現在の市域は、明治時代からの数次にわたる市町村合併により形成されています。本庁・支所区域は

概ね合併前の行政区域に該当し、それぞれひとつのまとまりある地域を形成しています。このような歴

史的な背景から、この８つの区域に準じて地域区分を設定します。なお額田地域は都市計画区域※外も

含まれますが、施策・事業を定めるのは都市計画区域※内とします。 

 

3－2－2 地域区分の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中央地域 

東部地域 

岩津地域 

矢作地域 

六ツ美地域 

額田地域 
大平地域 

岡崎地域 



第３章 地域別構想 

3-2 

３－３ 地域別構想 

地域の現状の指標とまちづくり構想図（土地利用※のゾーニングと施策・事業を示すもの）における

用語は、以下の通りです。 

 

＜用語の解説＞ 
 

地域の指標（地域の現状）の解説 

平均高齢化率 ・地域の全人口に対する老年人口（65歳以上人口）の割合。 

面的整備率 
・地域の面積に対する、土地区画整理事業※施行地区面積、開発許可区域

面積（市街化調整区域※は除く）の割合。 

道路率 ・市街化区域※面積に対する都市計画基礎調査による道路用地の割合。 

都市公園整備水準 ・人口１人当たりの身近な都市公園（街区・近隣・地区公園）面積。 

汚水集合処理普及率 ・地域の人口に対する公共下水道と農業集落排水事業の処理人口の割合。 

低未利用地※率 ・市街化区域※面積に対する低未利用地※などの面積の割合。 

 

まちづくり構想図の区分の解説 

専用住宅地 ・住宅を中心にした土地利用※で、良好な居住環境※を形成する地区。 

一般住宅地 ・一定規模以下の店舗などの立地を許容しながら住宅を誘導する地区。 

沿道複合地 ・ロードサイド型の商業・業務施設の立地を誘導する地区。 

周辺商業地 ・商業施設と住宅の調和に配慮し、良好な市街地環境を保全する地区。 

商業地 ・商業、業務、行政、文化、交流といった多様な機能の集積を誘導する地区。 

職住調和地 ・工業施設と住宅の調和に配慮し良好な居住環境※を保全する地区。 

工業地 ・工業施設や流通業務施設、研究開発施設などを中心に誘導する地区。 

工業地 

（産業立地誘導地区） 

・岡崎市土地利用基本計画に基づき定める地区で、工業系産業施設や文化

教育などの施設を誘導する地区。 

工業地 

（市街化調整区域※） 

・岡崎市工業用地整備方針に基づき定める地区で、主に市街化区域※への

編入などの整備手法により、既存ストック※を活用しながら一定規模以

上の工業用地整備を図る地区。 

大規模集落地 

（市街化調整区域※） 
・市街化調整区域※で大規模な集落を形成しその生活環境※を保全する地区。 

森林保全地 

（市街化調整区域※） 
・森林を保全し自然環境を維持する地区。 

農業保全地 

（市街化調整区域※） 
・田畑を保全し自然環境を維持する地区。 

その他 

（市街化調整区域※） 

・森林、農地、公園・緑地以外の用途でまとまった土地利用※がされてい

る地区。 

文教・学術地 ・大学、高校、研究所で教育・研究機能の維持・充実を図る地区。 

主な公園・緑地 ・大規模な公園や緑地、事業予定の街区公園。 
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まちづくり構想図の道路分類の解説 

主要幹線道路 

・広域的な連携を促進し、本市の幹線道路軸を形成する道路であ

り、東西方向の軸として国道１号、南北方向の軸として国道 248

号、環状道路として都市計画道路名古屋岡崎線、衣浦岡崎線とい

った道路。 

都市幹線道路 
・主要幹線道路を補完し、周辺都市との連携を強化する道路と市

街地形成の骨格となる道路。 

地区幹線道路 
・市内各地域間を連絡し、生活拠点から市街地への日常交通の利

便性向上と広域間を結ぶ幹線道路への円滑な誘導を図る道路。 

その他＜国道・県道・市道＞ ・それ以外の主要な国道、県道、市道（計画を含む）。 

（注１）市街化区域※は、都市計画マスタープラン策定時点（令和８年３月時点）での境界を示しています。 

（注２）道路は、都市計画マスタープラン策定時点（令和８年３月時点）で供用されているものを実線で、計画され

ているものを破線で示しています。 

 

＜地域別構想の構成について＞ 

各地域の地域別構想は、（１）地域の現況、（２）地域の将来像、まちづくりの課題と目標、（３）ま

ちづくり方針と主な施策・事業を示したまちづくり構想図から構成します。 

（１）地域の現況 

国勢調査や都市計画基礎調査などの各種統計データ、市平均との比較、市民意識調査から地域

の現況をまとめます。 

各データの出典は以下の通りです。 

人口・面積割合 ・国勢調査（令和２年）、都市計画課資料（令和５年） 

人口推移 ・国勢調査（令和２年） 

市

平

均

と

の

比

較 

①平均高齢化率 ・国勢調査（令和２年） 

②面的整備率 ・都市計画基礎調査（令和６年）、都市計画課資料（令和６年） 

③道路率 ・都市計画基礎調査（令和５年） 

④都市公園整備率 ・公園緑地課資料（令和６年） 

⑤汚水集合処理整備率 ・下水道工事課資料（令和６年） 

⑥低未利用地※率 ・都市計画基礎調査（令和５年） 

⑦鉄道利用率 

・地域公共交通計画（令和４年） 
⑧バス利用率 

⑨自家用車利用率 

⑩自転車利用率 

市民意向 ・市民意識調査（令和６年） 
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（２）地域の将来像、まちづくりの課題と目標 

地域の現況を踏まえた上で、全体構想の５つの都市づくりの主要課題に基づいて、地域の将来

像やまちづくりの課題、目標を定めます。 

 

（３）まちづくり方針と主な施策・事業を示したまちづくり構想図 

地域の将来像に向けてまちづくりの課題を解決し、目標を達成するために地域で実施する施

策・事業を全体構想の分野別都市づくりの体系に整理し、代表的な施策・事業をまちづくり構想

図に図示します。 

（注）まちづくりの方針の １ とある施策の番号は、各地域の最後に示すまちづくり構想図に掲載する施策番号と

対応しています。 
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中央地域 

地域の西側は市街化区域※に、東側は市街化調整区域※に指定されており、市街化

区域※には中心市街地が形成され、市街化調整区域※には森林が広がるといった多

様性に富んだ地域です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020 年人口：115,472 人（市域全体の 29.8％） 

面   積：  5,542 ha（市域全体の 14.3％） 
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14.3%

29.8%

3.1%

15.4%

10.7%

8.1%

11.4%

5.5%

9.6%

12.7%

5.1%

15.1%

4.5%

11.4%

41.3%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

面積割合

人口割合

中央 岡崎 大平 東部 岩津 矢作 六ツ美 額田

住みやすい理由 住みにくい理由

買い物や飲食の便利さ 366 16

自然環境 191 3

都市インフラの整備 165 39

医療・福祉 84 20

人間関係 75 8

教育・文化スポーツ 61 3

行政施設・行政サービス 48 15

子育て環境 45 9

地域産業の活発さ 42 17

防災の対策・体制 15 5

90.0% 10.0%住みやすさ

良い 悪い

（件）

  

（１）地域の現況 
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115,472

100,000

104,000

108,000

112,000

116,000

2005
(H17)

2010
(H22)

2015
(H27)

2020
(R2)

（人）

人口・面積割合 人口推移 

市平均との比較 

市民意向 

（市平均値を 1.0 とした相対評価、 
括弧内は各指標の地域の実績値） 

現況のまとめ 

❶地域の西側の東岡崎駅周辺を都市拠点に位置づけ、

都市機能※の集積を高め、回遊性と賑わいあるまちづ

くりを進めています。（現況） 

❷東側の市街化調整区域※は森林や農地が分布してお

り、自然環境、集落環境の維持などが求められていま

す。（現況） 

❸東岡崎駅周辺地区整備事業（第２期整備）が進められ

ています。（現況） 

❹ＱＵＲＵＷＡ地区で居心地が良く歩きたくなるウォ

ーカブルなまちづくりに取組み、暮らしの質とエリ

アの価値の向上を図るＱＵＲＵＷＡ戦略による公民

連携まちづくり※を進めています。（現況） 

❺乙川周辺には岡崎城、岡崎城公園があり、地域内には

八丁蔵通りや瀧山寺などの主要な観光資源が点在し

ています。（現況） 

❻矢作川や乙川などの浸水想定区域※や東側には土砂

災害のリスクがある区域があります。（現況） 

❼鉄道やバスなどの公共交通の利用率は、市平均か、や

や上回るものの、幹線道路で主要渋滞箇所があり、交

通の利便性に課題があります。（現況、比較、意向） 

❽人口は増加傾向にあり、高齢化率は、市平均と同水準

です。（比較） 

❾面的整備率が高く、道路や公園、下水道などの基盤整

備率が高い状況です。（比較） 

❿住みやすさが８地域の中で最も高い割合となってい

ます。（意向） 

 

（現況）：地域の現況 （比較）：市平均との比較 

（意向）：アンケート 
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（２）まちづくりの課題と目標 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの課題 まちづくりの目標 

主要課題１ 広域的なネットワークの変化への対応 目標１ 

多様な都市機能※が集積した西三河

都市計画区域※の拠点形成 

・商業や文化、交流など多様な都市機能※の集積強化 

（現況のまとめ❶❸） 

主要課題２ コンパクトでスマートな都市づくりへの対応 目標２ 

公民連携による既存ストック※の利

活用と交通利便性を生かした都市

拠点の形成 

・公共交通の利便性向上（現況のまとめ❼） 

・暮らしの質とエリアの価値の向上（現況のまとめ❶❹） 

・無秩序な市街化の抑制（現況のまとめ❷） 

・自然環境の保全と活用（現況のまとめ❷❹❻） 

主要課題３ 住み続けられる居住環境※の質の向上への対応 目標３ 

都市拠点の利便性を生かした居住

機能の強化と地域の特徴を生かし

た居住環境※の維持・形成 

・都市拠点にふさわしい高密度な市街地の形成 

（現況のまとめ❶❸） 

・幅広い世代によるまちなか居住の促進と良質な居住環境※

の維持（現況のまとめ❶❽❾❿） 

・道路などの基盤施設※の充実（現況のまとめ❼） 

主要課題４ 自然・歴史・文化を生かした都市の活性化、

観光振興への対応 

目標４ 

自然・歴史・文化を生かした活力と

風格ある都心※の形成と地域資源を

生かした交流機能の強化 

・回遊性のある拠点空間の形成（現況のまとめ❶❹❺） 

・岡崎城や乙川周辺などにおける良好な景観の形成と岡崎城

への眺望の確保（現況のまとめ❹❺） 

・点在する地域資源の活用（現況のまとめ❷❺） 

主要課題５ 大規模自然災害などに備えた安全で安心な都

市づくりへの対応 

目標５ 

市民などとともに水害や土砂災害

の危険性を踏まえたハード・ソフト

対策の推進による自然災害への対

応 

・災害に備えたハード・ソフト対策による被害を最小限に抑

える取組み（現況のまとめ❻） 

・密集市街地の改善（現況のまとめ❶） 

・治水対策の促進（現況のまとめ❷❻） 

 

  

＜中央地域の将来像＞ 

地域の西側の中心市街地では本市の顔にふさわしい都市機能※の集積を進め、東側で

は豊かな自然環境を保全しつつも住み続けられる居住環境※を維持するまちづくりを

目指します。 
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（３）まちづくりの方針 

土地利用※に関する方針と主な施策 

 １ 地域の特性に応じた良質な居住環境※の形成 目標２ 目標３ 

 良質な居住環境※の形成  

・商業地と周辺商業地の周辺には一般住宅地や専用住宅地などの住宅地を配置し、良質な

居住環境※の形成に努めます。 

・工業系用途地域※で大規模な土地利用※の転換が生じる際は、用途地域※の変更や地区計

画※を活用し新たな市街地像に沿った土地利用※に規制・誘導します。 

 都市型住宅の立地誘導・・・１  

・景観に配慮しながら建物の共同化などにより土地の高度利用※を進め、快適で利便性の

高い都市型住宅の立地を誘導します。 

 都市拠点における土地の高度利用※化・高密度化・・・２  

・空き地や低未利用地※の一体化により、土地の高度利用※化を促進します。また市街地環

境の整備や改善、良好な市街地住宅の供給に資するため、市街地再開発事業※や優良建

築物等整備事業※を促進します。 

２ ＱＵＲＵＷＡ地区の公民連携まちづくり※による暮らしの質とエリアの価値向上 

 目標１ 目標２ 目標３ 目標４ 

 ＱＵＲＵＷＡ戦略の推進  

・ＱＵＲＵＷＡ戦略による公民連携まちづくり※を推進することにより、居心地が良く歩

きたくなるウォーカブルなまちづくりに取組み、暮らしの質の向上とエリアの価値の向

上を図ります。 

・河川、公園、道路といった公共空間では、周辺エリアへの波及を意識し公民連携による

維持管理・利活用を図ります。 

・商業空間の連続性を確保してまちなか居住を推進するため、低層部には商業や交流など

の賑わい施設を、中高層部には集合住宅を誘導する立体的な用途に係る規制・誘導方策

を検討します。 

・市内企業が、スタートアップ企業や自然科学研究機構などの市内の最先端の研究施設を

はじめとする多様な組織と連携し、企業の新たな価値の創出に向けたオープンイノベー

ション※戦略に取り組めるよう、都市拠点にコワーキングスペースなどの働く場などに

係る施設や高次都市機能※の立地・誘導を図ります。 

・乙川周辺などの回遊性の高い通りでは、賑わいと交流に資するよう建物低層部の利活用

や意匠・形態の制限を検討し、魅力あるまちなみを誘導します。 

３ 地域の特性に応じた都市機能※の導入・集積による利便性の高い市街地の形成 

 目標１ 目標２ 目標３ 

 準都市拠点の形成・・・３  

・準都市拠点の欠町・洞町周辺では、都市拠点を補完する都市機能※の集積や、東側に広が

る中山間地域も含めた広域的な地域住民の交流や生活を支える機能の維持・集積を図り

ます。 
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 大規模商業施設周辺における適正な規制・誘導  

・大規模商業施設が立地している工業系用途地域※では、用途地域※の見直しや地区計画※

の活用などにより、地区の実情に即した土地利用※や建築活動の適正な規制・誘導を図

ります。 

 沿道サービス施設の立地誘導  

・主たる幹線道路の沿道は、沿道複合地として商業や業務などに係る沿道サービス施設の

立地を誘導します。 

 都市計画道路岡崎駅平戸橋線沿道の土地の有効活用  

・中心市街地から岡崎駅周辺地区への賑わいの連続性を確保するため、都市計画道路岡崎

駅平戸橋線沿道の低未利用地※の有効活用や、建物の共同化などによる土地の高度利用※

を誘導します。 

 教育・研究機能の維持・充実  

・文教・学術地では教育、研究機能の維持・充実に努めます。 

４ 多様な交流の拡大に資する観光産業交流機能の誘導 目標１ 目標４ 

 賑わいと交流を創出する施設などの誘導  

・交流人口※の増加のため、賑わいと交流を創出する施設や都市型ホテルなどの観光産業

交流機能の立地を誘導します。 

５ 産業振興に質する産業用地の確保・誘導 目標１ 目標３ 

 良好な操業環境の保全  

・地域の西側の大規模工業施設が立地している地区は工業地として位置づけ、特別用途地

区※や地区計画※などの活用により住宅地と区分しながら、良好な操業環境の保全を図り

ます。 

６ 無秩序な市街地拡大の抑制と市街化調整区域※の自然環境の保全 目標２ 

 無秩序な市街化の抑制  

・市街地の拡散を防止するため、無秩序な市街化を抑制します。 

 市街化調整区域※の自然環境の保全・活用  

・生物多様性の保全を図り市民が身近に自然を感じられるように、市街化調整区域※の森

林や農地などの保全・活用を推進します。 

 集落環境の維持  

・地域の東側では森林や農地、河川といった自然環境を保全し、大規模集落地などでは生

活環境※の維持に努めます。 
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市街地整備※に関する方針と主な施策 

 １ 都市拠点などにおける都市機能※の更新や地域の特性に応じた魅力ある市街地の形成 

目標１ 目標２ 目標４ 

 ＱＵＲＵＷＡ地区における市街地整備※などの推進  

・東岡崎駅周辺では交通結節点※としての利便性や機能性の向上を図るため、南北自由通

路や駅前広場などの整備を進めるとともに、周辺道路の混雑緩和と合わせて本市の玄関

口にふさわしい市街地づくりを検討します。 

・東岡崎駅周辺の建物は小規模で老朽化が進んでいるものも多いため、本市の玄関口にふ

さわしい都市機能※の集積を目指して、市街地再開発事業※や優良建築物等整備事業※に

より、土地の高度利用※を誘導します。 

・交通結節点※整備に合わせて、市街地再開発事業※などを活用した駅ビルの再生などを促

進し、賑わいと交流に資する駅機能の強化に努めます。 

・駅を利用する歩行者などが安全で円滑に移動できるよう、東岡崎駅周辺や中岡崎駅周辺

におけるバリアフリー※化などの歩行者空間の整備を推進します。 

・低未利用な公共資産について、周辺市街地の状況に応じて、公民連携事業などを活用し

回遊性を高める土地利用※を検討します。 

・商業機能の向上を図るため、康生地区などの商店街などでリノベーション※まちづくり

の促進などにより、空き店舗の減少に取組みます。また、低未利用地※が存在する街区で

は、都市利便増進協定※や立地誘導促進施設協定※などの活用により、再整備に向けて関

係権利者などを支援し、賑わいと交流のある空間づくりを図ります。 

 景観の保全などに配慮した土地の有効利用・高度利用※  

・中心市街地などの商業地においては、商業・業務機能の充実を図るため、景観の保全な

どに配慮しながら土地の有効利用や高度利用※を誘導します。 

・中心市街地においては、地域の個性を活かしたまちの魅力や価値を高めるため、形態意

匠を中心とした景観規制を伴う地区の指定検討を進めるなど、良好な景観の保全や創出

を図ります。 

２ 低未利用地※などの利活用の推進 目標２ 

 空き家・空き地の活用  

・居住環境※の維持・向上のため、多く発生している空き家・空き地の利活用を推進します。 

 

道路・公共交通に関する方針と主な施策 

 １ 広域道路網※の整備促進、幹線道路網の強化、身近な道路の整備推進 

目標１ 目標２ 目標３ 

 国道１号における快適空間づくり  

・必要な道路幅員の確保による歩行者、自転車通行空間の充実を図るため、都市計画道路

国道１号線（国道１号）の未整備区間の整備を促進し、関連する都市計画道路伝馬新線

の整備を推進します。 
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 都市計画道路※などの整備  

・地域内や地域間の円滑な交通を確保するため、都市計画道路岡崎環状線などの未整備路

線について整備を推進します。 

・地域内の円滑な交通を確保するため、都市計画道路南大須鴨田線の未整備箇所の整備を

促進します。 

・八帖交差点や光ケ丘交差点など地域の主要渋滞箇所の改善に向け、関係機関と連携し対

策を検討します。 

・中山間地域の暮らしを支える県道南大須鴨田線や東大見岡崎線、長沢東蔵前線などの整

備を促進します。 

・地域内に存在する法指定踏切の解消に向け、関係機関と連携して対応を検討します。 

・橋りょうなどの道路構造物は、定期的な点検と計画的な補修・補強を実施し予防保全を

図ります。 

２ 安全で快適な歩行者、自転車通行空間の確保 目標３ 

 中心市街地の歩行者空間の充実  

・まちなかを人中心の空間へと転換し、多様な活動を可能とするウォーカブルなまちづくり

を推進します。 

 中心市街地の回遊性、滞留性の向上・・・４  

・乙川や岡崎城、八丁味噌の蔵並みなどの地域資源を中心市街地の活性化に活用するため、

岡崎城下二十七曲りの整備や岡崎城から八丁蔵通りにおける案内板・サインなどの整備

により回遊性、滞留性の向上に努めます。 

・康生地区から東岡崎駅周辺地区における買い物や通院など、市民生活の利便性向上や来訪

者の回遊性向上のため、電動キックボードやグリーンスローモビリティ※などの新たな交

通手段を導入し、多様なモビリティの連携によりウォーカブルなまちづくりを進めます。 

 歩行者や自転車の通行空間の確保  

・歩行者や自転車利用者が安全で快適に移動できるよう身近な道路の整備を進めます。 

・通学路交通安全プログラムに基づき、通学路の交通安全対策を推進します。 

・自転車ネットワーク計画に基づき、自転車利用や沿道の状況などに配慮しながら、自転

車通行空間を整備し、ネットワーク化に努めます。 

・自転車ネットワークの構築に合わせて、都心※ゾーン※内の回遊性向上のため、シェアサ

イクル※システムを推進します。 

・賑わい、交流、憩いを演出するため、公開空地※などを確保し宅地と道路との一体的な歩

行者空間整備を誘導します。 

３ 鉄道やバスなどの連携による公共交通ネットワークの構築 目標２ 目標３ 

 都心※と他地域との連携強化  

・都心※と中山間地域間のバス交通の連携強化を図るため、交通結節機能※の強化や東西と

南北のバス基幹軸などの維持・確保を図ります。 

・桜まつりなど多くの来訪者により交通集中が予測される際は、パークアンドライド※や

予約駐車場の活用といったソフト対策を活用しながら、渋滞緩和を図ります。 
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 バス交通の円滑化  

・幹線バスネットワークの再編に合わせ、バスなどの公共車両が優先的に通行できるよう

に支援するシステムであるＰＴＰＳ※の基幹バス軸への適用やバス優先レーンの導入な

どを検討します。 

 地域内交通の充実  

・中山間地域では生活の足としての交通を確保するため、地域での主体的な取組みを基礎

とした移動手段の確保と利便性の向上に努めます。 

４ 交通結節点※の利便性向上のための環境整備、ユニバーサルデザイン※化の推進 

 目標２ 目標３ 

 交通拠点の環境改善  

・中岡崎駅においては、エレベーターやバリアフリー※トイレの設置、視覚障がい者用誘導

ブロックの施設などのバリアフリー※化を推進し、駅環境の改善を図ります。 

 交通結節点※の環境改善  

・公共交通をより多くの人がより便利に使えるよう、パークアンドライド※やサイクルア

ンドライド※などの乗り継ぎ利便性の向上を図るとともに、快適な待合空間の整備など

バス停環境の改善を検討します。 

・駐車場整備計画に基づき、駐車場の供給量や配置の適正化・集約化などの駐車場の質的

整備と、まちづくりと連携した駐車場の質の向上を図ります。 

 

公園・緑地に関する方針と主な施策 

 １ 生活に密着した公園の整備推進 目標３ 目標４ 

 岡崎城公園の整備  

・歴史的景観を維持し保全するため、岡崎城公園の再整備に取組みます。 

２ 生産緑地地区※などの自然環境の保全 目標３ 目標５ 

 生産緑地地区※の保全・活用  

・都市農業※の保全やグリーンインフラ※の観点から、生産緑地地区※の保全と活用を推進す

るとともに、追加指定を推進します。 

 

河川・上下水道・その他都市施設※に関する方針と主な施策 

 １ 治水・浸水対策の強化 目標３ 目標５ 

 八帖雨水ポンプ場の更新・増強  

・市街地内の雨水排水能力を高めるために、八帖雨水ポンプ場を更新・増強します。 

 河川改修などの促進  

・矢作川の河川整備流量を安全に流下させるために、河道掘削や樹木伐開などを行い必要

な河道断面を確保する取組みを促進します。  

・洪水による災害の発生の防止や被害の軽減のため、乙川流域圏（乙川や伊賀川など）の

河川改修を促進します。 

・河川情報の収集と情報伝達体制、警戒避難体制の充実を図ります。 
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２ 親水性の高い水辺空間の創出と活用 目標１ 目標２ 目標３ 目標４ 

 乙川河川緑地の活用  

・乙川は中心市街地の貴重な公共空間であり、交流機能や居住環境※の向上のため、乙川河

川緑地の活用を図ります。 

３ 施設の適切な維持管理と計画的な更新 目標３ 

 上下水道施設の計画的な更新  

・耐用年数を超過し、道路の陥没事故などのリスクが高くなる施設を増やさないよう計画

的な更新に取組みます。 

 その他都市施設※の計画的な更新  

・学校をはじめとしたその他都市施設※は、市民生活に必要不可欠であるため、施設の長寿

命化や適切な時期における更新を推進します。 

 

景観・自然環境に関する方針と主な施策 

 １ 景観計画及び歴史的風致維持向上計画に基づく景観や歴史・文化資源の保全と活用の推進 

 目標２ 目標３ 目標４ 

 景観の保全と創出  

・古くから守られてきた本市らしい優れた景観と新たに整備された景観を、市民共有の財

産として次代に引き継いでいくため、乙川、岡崎城、中央緑道、籠田公園、八丁味噌の

蔵並み周辺における景観の保全と創出に取組みます。 

 眺望景観の保全・・・５  

・岩津地域の大樹寺から岡崎城が眺望できるため、景観法や岡崎市水と緑・歴史と文化の

まちづくり条例などの活用により、岡崎城への眺望を保全します。 

２ 歴史・文化資源のネットワーク化による観光振興の促進 目標２ 目標４ 

 歴史・文化資源のネットワーク  

・中心市街地を東西に走る東海道岡崎城下二十七曲りは、旧東海道岡崎宿を今に伝える歴

史・文化資源であり、沿道の社寺やその他集客施設を連絡する散策路として保全します。 

３ 乙川や矢作川などの水辺空間の環境や眺望の保全による良好なまちなみ景観の誘導 

目標２ 目標３ 目標４ 

 乙川河川景観の保全  

・乙川は市街地における広大なオープンスペース※の視点場として、また、そこに架かる殿

橋、明神橋は岡崎城への眺望ラインの起点として位置づけられていることから、これら

視点場からの良好な都市景観を保全するため、建物などの規制・誘導方策を検討します。 

４ 無秩序な開発の抑制による自然環境の保全・活用 目標２ 目標３ 目標４ 目標５ 

 市街地近郊の緑の保全・活用  

・生物多様性の保全を図り市民が身近に自然を感じられるように、市街地近郊の緑地や森

林などを保全・活用します。 
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防災に関する方針と主な施策 

 １ 防災都市基盤※の強化による災害に強い都市づくりの推進 目標３ 目標５ 

 公共施設の耐震化  

・橋りょうやため池などの公共施設の耐震化を推進します。 

 防災機能を有する道路や広場などの整備  

・災害時の地域住民の安全を確保するため、避難路である道路や避難地、火災延焼防止機

能を有する広場などの整備を図ります。 

 無電柱化の推進  

・災害に強い都市を目指して、国道１号や国道 248 号などの緊急輸送道路※や、県道岡崎

幸田線などの主要な道路の無電柱化を促進します。 

 密集市街地の改善  

・密集市街地では地域住民との連携を図り、古くからのまちなみに配慮しながら、安全で

安心な居住環境※の確保に努めます。 

２ 土砂災害対策の強化 目標５ 

 土砂災害の防止  

・森林の保全や災害防止施設の整備を促進し、土砂災害の防止に努めます。 

３ 復興事前準備の取組みの推進 目標５ 

 地籍調査※の推進  

・被災後の早期回復などのため地籍調査※を推進します。 

 災害に備える体制の検討  

・市民や事業者などとともにまちの防災性を向上させる取組みを促し、災害に強く早急な

復旧・復興ができる体制を検討します。 

・地震時の延焼危険性や避難・消防活動の困難性が高い地区を中心に、地区計画※などによ

り災害に強いまちづくりを進めるとともに、復興まちづくりの実施方針や手法などを定

める事前復興まちづくり計画を策定します。 

・災害リスクの避けられない地域においては、避難施設や支援物資の提供に関し、民間事

業者との協定締結などを推進し、地域の防災力向上を図ります。 
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１、２、４ 

３ 

５ 

まちづくり構想図(中央地域) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（注）区分、分類の解説については 3-2、3-3 参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No 施策・事業 

１ 都市型住宅の立地誘導 

２ 都市拠点における土地の高度利用※化・高密度化 

３ 準都市拠点の形成 

４ 中心市街地の回遊性、滞留性の向上 

５ 眺望景観の保全 
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岡崎地域 

地域の大半が市街化区域※に指定されており、岡崎駅周辺は都心※ゾーン※の一部

を形成し、地域の南側の市街化調整区域※には農地と集落が調和した田園地帯が広

がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020 年人口： 59,747 人（市域全体の 15.4％） 

面   積：  1,194 ha（市域全体の 3.1％） 
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14.3%
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11.4%

41.3%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

面積割合

人口割合

中央 岡崎 大平 東部 岩津 矢作 六ツ美 額田

住みやすい理由 住みにくい理由

買い物や飲食の便利さ 427 20

都市インフラの整備 190 48

自然環境 187 3

医療・福祉 102 18

人間関係 84 13

子育て環境 67 16

教育・文化スポーツ 57 7

行政施設・行政サービス 54 22

地域産業の活発さ 48 13

防災の対策・体制 24 9

88.8% 11.2%住みやすさ

良い 悪い

（件）

 

（１）地域の現況 

 

  

人口推移 

市平均との比較 

市民意向 

現況のまとめ 

❶都心※ゾーン※として、東岡崎駅周辺と連続した市街

地が形成されています。（現況） 

❷岡崎駅周辺を都市拠点、戸崎町周辺を準都市拠点に

位置づけ、生活利便性を支える機能の維持・集積を図

っています。（現況） 

❸岡崎駅東土地区画整理事業、岡崎駅南土地区画整理

事業、岡崎駅針崎若松土地区画整理事業が進められ

ています。（現況） 

❹土地区画整理事業※の区域内に、病院などの都市機

能※増進施設が立地しています。（現況） 

❺地域内に主要な観光資源である南公園があり、文化

財が点在しています。（現況） 

❻市街化区域※内に自然地が多く存在し、南側の市街化

調整区域※には農地が広がっています。（現況） 

❼矢作川や乙川などの浸水想定区域※があります。 

（現況） 

❽鉄道やバスなどの公共交通の利用率は市平均より高

いものの、幹線道路で主要渋滞箇所があり、交通の利

便性に課題があります。（現況、比較、意向） 

❾人口は増加傾向にあり、高齢化率は市平均以下とな

っています。（比較） 

❿面的整備率が高く、道路や公園、下水道などの基盤整

備率が高い状況です。（比較） 

 

（現況）：地域の現況 （比較）：市平均との比較 

（意向）：アンケート 

（市平均値を 1.0 とした相対評価、 
括弧内は各指標の地域の実績値） 

人口・面積割合 

53,407

55,809

57,333

59,747

52,000

54,000

56,000

58,000

60,000

2005
(H17)
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(H22)
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(H27)
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(R2)

（人）
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（２）まちづくりの課題と目標 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの課題 まちづくりの目標 

主要課題１ 広域的なネットワークの変化への対応 目標１ 

岡崎駅やシビックコア地区周辺の

都市機能※強化による賑わいと回遊

性の高い市の玄関口の形成 

・駅や駅周辺の都市機能※強化（現況のまとめ❶❷） 

主要課題２ コンパクトでスマートな都市づくりへの対応 目標２ 

岡崎駅周辺の利便性の向上や市街

地に残る自然環境の保全・活用によ

る魅力ある空間の形成 

・公共交通の利便性向上（現況のまとめ❽） 

・市街化区域※内の自然地の保全・活用（現況のまとめ❻） 

・無秩序な市街化の抑制（現況のまとめ❻） 

主要課題３ 住み続けられる居住環境※の質の向上への対応 目標３ 

都市拠点の都市機能※と居住機能の

強化と交通利便性の向上による住

みやすい居住環境※の形成 

・商業や医療、文化、交流などの多様な都市機能※の集積強化 

（現況のまとめ❶❷❸❹） 

・都心※ゾーン※として高密度な市街地の形成 

（現況のまとめ❶❷） 

・東岡崎駅周辺につながる都心※ゾーン※の形成の強化 

（現況のまとめ❶❷） 

・道路などの基盤施設※の充実（現況のまとめ❸❽） 

・低未利用地※などにおける計画的な土地利用※の誘導 

（現況のまとめ❸❿） 

主要課題４ 自然・歴史・文化を生かした都市の活性化、

観光振興への対応 

目標４ 

南公園や文化財などの地域資源の

魅力向上による地域内外からの交

流機会の創出 

・地域の賑わいと活力の向上（現況のまとめ❷❺） 

主要課題５ 大規模自然災害などに備えた安全で安心な都

市づくりへの対応 

目標５ 

市民などとともに水害などの危険

性を踏まえたハード・ソフト対策の

推進による自然災害への対応 

・災害に備えたハード・ソフト対策による被害を最小限に抑

える取組み（現況のまとめ❼） 

・治水対策の促進（現況のまとめ❼） 

  

＜岡崎地域の将来像＞ 

岡崎駅周辺では商業、文化、交流機能の強化、充実を進め、地域の南側では都市と農

業との調和を図るまちづくりを目指します。 
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（３）まちづくりの方針 

土地利用※に関する方針と主な施策 

 １ 地域の特性に応じた良質な居住環境※の形成 目標２ 目標３ 

 良質な居住環境※の形成  

・岡崎駅周辺には一般住宅地を、地域の東側には専用住宅地を配置し、良質な居住環境※の

形成に努めます。  

・工業系用途地域※で大規模な土地利用※の転換が生じる際は、用途地域※の変更や地区計

画※を活用し新たな市街地像に沿った土地利用※に規制・誘導します。 

 都市型住宅の立地誘導  

・シビックコア地区のまちなみと調和しつつ、建物の共同化などにより土地の高度利用※

を進め、快適で利便性の高い都市型住宅の立地を誘導します。 

２ 地域の特性に応じた都市機能※の導入・集積による利便性の高い市街地の形成 

 目標１ 目標２ 目標３ 

 都市拠点を形成する岡崎駅周辺での土地の高度利用※・・・１  

・都心※ゾーン※の南側の玄関口にふさわしい市街地の形成を目指して、岡崎駅東土地区画

整理事業で生み出された宅地の有効利用、高度利用※を促進します。 

・商業空間の連続性を確保し、まちなか居住を推進するため、低層部には商業や交流など

の賑わい施設を、中高層部には集合住宅を誘導する立体的な用途に係る規制・誘導方策

を検討します。 

 準都市拠点における都市機能※の維持・・・２  

・準都市拠点の戸崎町周辺では既存の大型商業施設を中心とした都市機能※を維持し、中

心市街地から岡崎駅周辺への賑わいの連続性を確保します。 

 大規模商業施設周辺における適正な規制・誘導  

・工場跡地に大規模商業施設が既に立地している地域などでは、用途地域※の見直しや地

区計画※の活用などにより、地区の実情に即した土地利用※や建築活動の適正な規制・誘

導を図ります。 

 沿道サービス施設の立地誘導  

・国道 248号や都市計画道路衣浦岡崎線など主たる幹線道路の沿道を沿道複合地として、

商業や業務などに係る沿道サービス施設の立地を誘導します。 

 都市計画道路岡崎駅平戸橋線沿道の土地の有効活用  

・中心市街地から岡崎駅周辺地区への賑わいの連続性を確保するため、都市計画道路岡崎

駅平戸橋線沿道における低未利用地※の有効活用や、建物の共同化などによる土地の高

度利用※を誘導します。 

 教育機能の維持・充実  

・文教・学術地では教育機能の維持・充実に努めます。 
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３ 土地利用混在箇所※の相互の調和による操業環境・居住環境※の確保 目標３ 

 操業・居住環境※の調和  

・地域の北側に職住調和地を配置し、工業地と住宅地の相互の調和により、良好な操業環

境、居住環境※を確保します。 

４ 無秩序な市街地拡大の抑制と市街化調整区域※の自然環境の保全 目標２ 

 無秩序な市街化の抑制  

・市街地の拡散を防止するため、無秩序な市街化を抑制します。 

 市街化調整区域※の自然環境の保全・活用  

・生物多様性の保全を図り市民が身近に自然を感じられるように、市街化調整区域※の農

地などの保全・活用を推進します。 

 集落環境の維持  

・農地など田園環境を保全し、点在する集落地では生活環境※の維持に努めます。 

 

市街地整備※に関する方針と主な施策 

 １ 都市拠点などにおける都市機能※の更新や地域の特性に応じた魅力ある市街地の形成 

目標１ 目標２ 

 商業地における土地の有効利用・高度利用※  

・岡崎駅周辺に存在する小さな敷地や低未利用地※を共同化し、高度利用※化することによ

り、人が暮らし賑わう空間形成を図るため、優良建築物等整備事業※により土地の高度

利用※を促進します。 

２ 土地区画整理事業※の確実な推進による良好な市街地の形成 目標２ 目標３ 目標５ 

 岡崎駅南土地区画整理事業の促進・・・３  

・安全で快適な市街地整備※や低未利用地※の有効活用を図るため、住宅地の他に、医療施

設や商業施設など日常生活に必要な施設誘導も含めた岡崎駅南土地区画整理事業を促

進します。 

 岡崎駅針崎若松土地区画整理事業の推進・・・４  

・密集市街地の解消や安全で安心な交通機能の確保に向けて、岡崎駅針崎若松土地区画整

理事業を推進します。 

 岡崎駅東土地区画整理事業の推進・・・５  

・安全で快適な市街地環境の形成のため、岡崎駅東土地区画整理事業を推進します。 

３ 低未利用地※などの利活用の推進 目標２ 

 空き家・空き地の活用  

・居住環境※の維持・向上のため、多く発生している空き家・空き地の利活用を推進しま

す。 
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道路・公共交通に関する方針と主な施策 

 １ 広域道路網※の整備促進、幹線道路網の強化、身近な道路の整備推進 

 目標１ 目標２ 目標３ 

 都市計画道路※などの整備  

・岡崎駅を挟んだ東西市街地の一体化や岡崎駅周辺へのアクセス強化を図るため、都市計

画道路若松線や柱町線の整備を推進します。 

・都市拠点周辺における南北軸のアクセス強化を図るため、都市計画道路福岡線の整備を

促進します。 

・地域内や地域間の円滑な交通を確保するため、都市計画道路野場福岡線の整備を促進し、

羽根若松線の整備を推進かつ促進します。 

・都市計画道路岡崎刈谷線などの主要渋滞箇所の改善に向け、関係機関と連携し対策を検

討します。 

・地域内に存在する法指定踏切の解消に向け、関係機関と連携して対応を検討します。 

・橋りょうなどの道路構造物は、定期的な点検と計画的な補修・補強を実施することで予

防保全を図ります。 

２ 安全で快適な歩行者、自転車通行空間の確保 目標３ 

 歩行者や自転車の通行空間の確保  

・歩行者や自転車利用者が安全で快適に移動できるよう身近な道路の整備を進めます。 

・通学路交通安全プログラムに基づき、通学路の交通安全対策を推進します。 

・自転車ネットワーク計画に基づき、自転車利用や沿道の状況などに配慮しながら、自転

車通行空間を整備し、ネットワーク化に努めます。 

・自転車ネットワークの構築に合わせて、都心※ゾーン※内の回遊性向上のため、シェアサ

イクル※システムを推進します。 

・賑わい、交流、憩いを演出するため、公開空地※などを確保し宅地と道路との一体的な歩

行者空間整備を誘導します。 

３ 鉄道やバスなどの連携による公共交通ネットワークの構築 目標２ 目標３ 

 都心※ゾーン※のバス交通の連携強化  

・都心※ゾーン※のバス交通の連携強化を図るため、南北の基幹軸の維持・確保を図ります。 

４ 交通結節点※の利便性向上のための環境整備、ユニバーサルデザイン※化の推進 

 目標２ 目標３ 

 交通結節点※の環境改善・・・６  

・公共交通をより多くの人がより便利に使えるよう、パークアンドライド※やサイクルア

ンドライド※などの乗り継ぎ利便性の向上を図るとともに、快適な待合空間の整備など

バス停環境の改善を検討します。 

 駐車場整備地区の検討  

・岡崎駅周辺では駐車施設整備を総合的に推進するため、駐車施設整備に関する基本計画

の策定を進め、駐車場整備地区の設定を検討します。 
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公園・緑地に関する方針と主な施策 

 １ 生活に密着した公園の整備推進 目標３ 目標４ 

 南公園の再整備・・・７  

・家族レクリエーション型の公園として魅力向上を図るため、老朽化した施設の計画的な

改修や、市民ニーズに合わせた施設整備による、来園者に対する日常的な利用の拡大や

利用促進、安全で安心して利用できる公園づくりを推進します。 

 土地区画整理事業※内の公園の整備  

・岡崎駅南土地区画整理事業内の公園の整備を推進します。 

２ 生産緑地地区※などの自然環境の保全 目標３ 目標５ 

 生産緑地地区※の保全・活用  

・都市農業※の保全やグリーンインフラ※の観点から、生産緑地地区※の保全と活用を図ると

ともに、追加指定を推進します。 

３ 公民連携も含めた適切な維持管理・利活用の推進 目標１ 目標２ 目標３  

 駅前広場などでの緑化推進  

・岡崎駅では駅前広場が有するオープンスペース※としての機能も重視し、緑化の推進に

努めます。 

 

河川・上下水道・その他都市施設※に関する方針と主な施策 

 １ 治水・浸水対策の強化 目標３ 目標５ 

 雨水管渠の整備  

・浸水被害の解消・軽減を図るため、福岡地区の排水施設の整備を推進します。 

 河川改修などの促進  

・矢作川の河川整備流量を安全に流下させるために、河道掘削や樹木伐開を行い必要な河

道断面を確保する取組みを促進します。 

・洪水による災害の発生の防止、被害の軽減のため、矢作川下流域圏（砂川など）の河川

改修を促進します。 

・河川情報の収集と情報伝達体制、警戒避難体制の充実を図ります。 

２ 施設の適切な維持管理と計画的な更新 目標３ 

 上下水道施設の計画的な更新  

・耐用年数を超過し、道路の陥没事故などのリスクが高くなる施設を増やさないよう計画

的な更新に取組みます。 

 その他都市施設※の計画的な更新  

・学校をはじめとしたその他都市施設※は、市民生活に必要不可欠であるため、施設の長

寿命化や適切な時期における更新を推進します。 
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景観・自然環境に関する方針と主な施策 

 １ 無秩序な開発の抑制による自然環境の保全・活用 目標２ 目標３ 目標４ 目標５ 

 市街地近郊の緑の保全・活用・・・８  

・生物多様性の保全を図り市民が身近に自然を感じられるように、市街地近郊の森林や農

地を保全・活用します。 

 

防災に関する方針と主な施策 

 １ 防災都市基盤※の強化による災害に強い都市づくりの推進 目標３ 目標５ 

 公共施設の耐震化  

・橋りょうなどの公共施設の耐震化を推進します。 

 防災機能を有する道路や広場などの整備  

・災害時の地域住民の安全を確保するため、避難路である道路や避難地、火災延焼防止機

能を有する広場などの整備を図ります。 

 無電柱化の推進  

・災害に強い都市を目指して、国道 248 号などの緊急輸送道路※や都市計画道路福岡線な

どの主要な道路の無電柱化を促進します。 

２ 復興事前準備の取組みの推進 目標５ 

 地籍調査※の推進  

・被災後の早期回復などのため、地籍調査※を推進します。 

 災害に備える体制の検討  

・市民や事業者などとともにまちの防災性を向上させる取組みを促し、災害に強く早急な

復旧・復興ができる体制を検討します。 

・地震時の延焼危険性や避難・消防活動の困難性が高い地区を中心に、地区計画※などによ

り災害に強いまちづくりを進めるとともに、復興まちづくりの実施方針や手法などを定

める事前復興まちづくり計画を策定します。 

・災害リスクの避けられない地域においては、避難施設や支援物資の提供に関し、民間事

業者との協定締結などを推進し、地域の防災力向上を図ります。 
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まちづくり構想図(岡崎地域)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（注）区分、分類の解説については 3-2、3-3 参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No 施策・事業 

１ 都市拠点を形成する岡崎駅周辺での土地の高度利用※ 

２ 準都市拠点における都市機能※の維持 

３ 岡崎駅南土地区画整理事業の促進 

４ 岡崎駅針崎若松土地区画整理事業の推進 

５ 岡崎駅東土地区画整理事業の推進 

６ 交通結節点※の環境改善 

７ 南公園の再整備 

８ 市街地近郊の緑の保全・活用 

７ 

８ 

１ 

４ 

３ 

２ 

６ 

５ 
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大平地域 

東名高速道路の西側には市街化区域※があり、川筋には田園地帯が形成され、地

域の東側の市街化調整区域※には森林が広がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020 年人口： 31,220 人（市域全体の 8.1％） 

面   積：  4,160 ha（市域全体の 10.7％） 
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住みやすい理由 住みにくい理由

買い物や飲食の便利さ 109 7

自然環境 76 1

都市インフラの整備 48 21

医療・福祉 32 6

人間関係 31 6

子育て環境 16 9

地域産業の活発さ 16 1

教育・文化スポーツ 13 4

行政施設・行政サービス 12 7

防災の対策・体制 7 5

84.5% 15.5%住みやすさ

良い 悪い

（件）

 

（１）地域の現況 

   

   

14.3%

29.8%

3.1%

15.4%

10.7%

8.1%

11.4%

5.5%

9.6%

12.7%

5.1%

15.1%

4.5%

11.4%

41.3%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

面積割合

人口割合

中央 岡崎 大平 東部 岩津 矢作 六ツ美 額田

29,791

30,960 30,867 31,220

26,000

28,000

30,000

32,000

2005
(H17)

2010
(H22)

2015
(H27)

2020
(R2)

（人）

人口・面積割合 人口推移 

市平均との比較 

市民意向 

（市平均値を 1.0 とした相対評価、 
括弧内は各指標の地域の実績値） 

現況のまとめ 

❶美合駅周辺、岡崎インターチェンジ周辺に工業系、住

居系の市街地が形成されています。（現況） 

❷地域の東側には森林や農地が分布しており、自然環

境や集落環境の維持などが求められています。 

（現況） 

❸美合駅周辺を地域拠点に位置づけ、生活利便性を支

える機能の維持・集積を図っています。（現況） 

❹地域には岡崎市民病院や岡崎中央総合公園、岡崎市

美術博物館、おかざき世界子ども美術博物館など公

共施設が立地しています。（現況） 

❺幹線道路で主要渋滞箇所があり、交通の利便性に課

題があります。（現況、意向） 

❻バス利用率は市平均とほぼ同水準で、鉄道利用率は

市平均を下回っているものの、美合駅の利用者は東

岡崎駅に次いで多い状況です。（現況、比較） 

❼人口は 2010年以降横ばいに推移し、高齢化率は市平

均とほぼ同水準です。（比較） 

❽面的整備率は市平均を大きく下回っています。 

（比較） 

❾道路や公園、下水道の整備率は市平均をやや下回っ

ています。（比較） 

❿乙川の浸水想定区域※や地域の東側には土砂災害の

リスクがあります。（現況、意向） 

 

（現況）：地域の現況 （比較）：市平均との比較 

（意向）：アンケート 
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（２）まちづくりの課題と目標 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの課題 まちづくりの目標 

主要課題１ 広域的なネットワークの変化への対応 目標１ 

広域交通ネットワークを生かした

産業と交流の更なる振興 

・岡崎インターチェンジや国道１号を生かした産業、交流の

強化（現況のまとめ❶） 

主要課題２ コンパクトでスマートな都市づくりへの対応 目標２ 

美合駅周辺の生活利便性の向上と

豊かな自然環境の保全・活用による

都市と自然の調和 

・交通結節機能※の強化（現況のまとめ❸❺❻） 

・公共交通の利便性向上（現況のまとめ❺❻） 

・無秩序な市街化の抑制（現況のまとめ❷） 

・自然環境の保全と活用（現況のまとめ❷） 

主要課題３ 住み続けられる居住環境※の質の向上への対応 目標３ 

美合駅を中心とした利便性の高い

居住環境※の形成 

・美合駅周辺における商業など都市機能※の強化 

（現況のまとめ❸） 

・駅周辺の交通利便性を生かした居住の促進 

（現況のまとめ❶❸❻❼） 

・道路などの基盤施設※の充実（現況のまとめ❺❽❾） 

主要課題４ 自然・歴史・文化を生かした都市の活性化、

観光振興への対応 

目標４ 

岡崎中央総合公園や点在する文化

施設などの地域資源を生かした観

光の振興 

・地域の賑わいと活力の向上（現況のまとめ❹） 

主要課題５ 大規模自然災害などに備えた安全で安心な都

市づくりへの対応 

目標５ 

市民などとともに水害や土砂災害

の危険性を踏まえたハード・ソフト

対策の推進による自然災害への対

応 

・災害に備えたハード・ソフト対策による被害を最小限に抑

える取組み（現況のまとめ❿） 

 

  

＜大平地域の将来像＞ 

地域の西側では美合駅を中心に都市機能※の集積や良好な居住環境※づくりを進め、

東側では豊かな自然を保全するまちづくりを目指します。 
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（３）まちづくりの方針 

土地利用※に関する方針と主な施策 

 １ 地域の特性に応じた良質な居住環境※の形成 目標２ 目標３ 

 良質な居住環境※の形成  

・地域拠点の周辺には一般住宅地を、地域の南側には専用住宅地を配置し、良質な居住環

境※の形成に努めます。 

・工業系用途地域※で大規模な土地利用※の転換が生じる際は、用途地域※の変更や地区計

画※を活用し、新たな市街地像に沿った土地利用※に規制・誘導します。 

 都市型住宅の立地誘導・・・１  

・美合駅周辺の市街地では土地の高度利用※により、快適で利便性の高い都市型住宅の立

地を誘導します。 

 住居系市街地の形成  

・市街化調整区域※の市街化が見込まれる地区については、適正な土地利用※を図り居住環

境※の向上を図ります。 

２ 地域の特性に応じた都市機能※の導入・集積による利便性の高い市街地の形成 

 目標１ 目標２ 目標３ 

 準都市拠点・地域拠点の形成・・・２  

・準都市拠点の欠町・洞町周辺では都市拠点を補完する都市機能※の集積や、東側に広がる中

山間地域も含めた広域的な地域住民の交流や生活を支える機能の維持・集積を図ります。 

・地域拠点の美合駅周辺では商業地を配置し、商業施設や医療施設などの地域住民の日常

生活に必要な機能の集積を誘導し、多世代が集える空間づくりを進めます。 

 国道１号沿道での適正な土地利用※の誘導  

・国道１号沿道の工業系用途地域※では、地域の実情を踏まえ、商業や住宅などに係る沿道

サービス型への土地利用※の誘導を図ります。 

 沿道サービス施設の立地誘導  

・国道１号など主たる幹線道路の沿道を沿道複合地として、商業や業務などに係る沿道サ

ービス施設の立地の誘導を図ります。 

 教育機能の維持・充実  

・文教・学術地では教育機能の維持・充実に努めます。 

３ 産業振興に資する産業用地の確保・誘導 目標１ 目標３ 

 産業用地の検討  

・幹線道路沿道で市街化調整区域※の市街化が見込まれる地区は、産業用地としての検討

を進めます。 

 良好な操業環境の保全  

・地域の西側の大規模工業施設が立地している地区は工業地として位置づけ、住宅地と区

分しながら良好な操業環境の保全を図ります。 
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４ 土地利用混在箇所※の相互の調和による操業環境・居住環境※の確保 目標３ 

 操業環境・居住環境※の調和  

・岡崎インターチェンジの西側に職住調和地を配置し、工業地と住宅地の相互の調和によ

り、良好な操業環境、居住環境※を確保します。 

５ 無秩序な市街地拡大の抑制と市街化調整区域※の自然環境の保全 目標２ 

 無秩序な市街化の抑制  

・市街地の拡散を防止するため、無秩序な市街化を抑制します。 

 市街化調整区域※の自然環境の保全・活用  

・生物多様性の保全を図り市民が身近に自然を感じられるように、市街化調整区域※の森

林や農地などの保全・活用を推進します。 

 集落環境の維持  

・森林や農地、河川といった自然環境を保全し、大規模集落地などでは生活環境※の維持に

努めます。 

 

市街地整備※に関する方針と主な施策 

 １ 産業用地の整備 目標１ 

 産業用地の拡充  

・必要に応じて地区計画※などを活用し、既存の工業地などの拡充や、幹線道路沿道で産業

用地の確保に努めます。 

 

道路・公共交通に関する方針と主な施策 

 １ 広域道路網※の整備促進、幹線道路網の強化、身近な道路の整備推進 

目標１ 目標２ 目標３ 

 美合駅周辺の道路の強化  

・自動車や公共交通などの利便性の向上のため、美合駅周辺の道路の強化に努めます。 

 都市計画道路※などの整備  

・地域内や地域間の円滑な交通を確保するため、都市計画道路丸山線の整備を促進します。

また、都市計画道路美合小美線の整備を検討します。 

・地域の主要渋滞箇所の改善に向け、関係機関と連携し対策を検討します。 

・中山間地域の暮らしを支える県道岡崎設楽線、南大須鴨田線、生平幸田線の整備を促進

し、市道保母生平線の整備を推進します。 

・橋りょうなどの道路構造物は、定期的な点検と計画的な補修・補強を実施し予防保全を

図ります。 

２ 安全で快適な歩行者、自転車通行空間の確保 目標３ 

 歩行者や自転車の通行空間の確保  

・歩行者や自転車利用者が安全で快適に移動できるよう、県道岡崎設楽線の歩道設置を促

進し、身近な道路の整備を進めます。 

・通学路交通安全プログラムに基づき、通学路の交通安全対策を推進します。 
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３ 鉄道やバスなどの連携による公共交通ネットワークの構築 目標２ 目標３ 

 地域内交通の充実  

・中山間地域では生活の足としての交通を確保するため、地域での主体的な取組みを基礎

とした移動手段の確保と利便性の向上に努めます。 

４ 交通結節点※の利便性向上のための環境整備、ユニバーサルデザイン※化の推進 

 目標２ 目標３ 

 美合駅周辺整備（駅前広場の整備）・・・３  

・美合駅では公共交通をより多くの人がより便利に使えるよう、パークアンドライド※やサ

イクルアンドライド※などの乗り継ぎがしやすい快適な駅前広場の整備を検討します。 

 

公園・緑地に関する方針と主な施策 

 １ 生活に密接した公園の整備推進 目標３ 目標４ 

 岡崎中央総合公園の改修・・・４  

・岡崎中央総合公園の老朽化した施設の改修など公園施設の充実を図り、安全で安心して

利用できる公園づくりを推進します。 

２ 生産緑地地区※などの自然環境の保全 目標３ 目標５ 

 生産緑地地区※の保全・活用  

・都市農業※の保全やグリーンインフラ※の観点から、生産緑地地区※の保全と活用を推進す

るとともに、追加指定を推進します。 

３ 適切な維持管理・活用の推進 目標２ 

 墓園の機能拡充検討  

・墓地の計画的な供給を図るため、墓園の整備を推進します。 

 

河川・上下水道・その他都市施設※に関する方針と主な施策 

 １ 治水・浸水対策の強化 目標３ 目標５ 

 雨水幹線の整備  

・浸水被害の解消・軽減を図るため、大平北幹線の整備を推進します。 

 河川改修などの促進  

・洪水による災害の発生の防止、被害の軽減のため、乙川流域圏（乙川など）の河川改修

を促進します。 

・河川情報の収集と情報伝達体制、警戒避難体制の充実を図ります。 

２ 自然環境に配慮した川づくり 目標２ 目標４ 目標５ 

 乙川の改修（遊水地の整備促進など）・・・５  

・乙川と山綱川合流点の下流左岸に計画されている乙川遊水地の早期整備を促進します。 

・乙川の改修にあたっては、動植物の良好な生息環境、生育環境に配慮した整備を促進し

ます。 
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３ 施設の適切な維持管理と計画的な更新 目標３ 

 上下水道施設の計画的な更新  

・耐用年数を超過し、道路の陥没事故などのリスクが高くなる施設を増やさないよう計画

的な更新に取組みます。 

 その他都市施設※の計画的な更新  

・病院や学校をはじめとしたその他都市施設※は、市民生活に必要不可欠であるため、施設

の長寿命化や適切な時期における更新を推進します。 

 

景観・自然環境に関する方針と主な施策 

 １ 乙川などの水辺空間の環境や眺望の保全による良好なまちなみ景観の誘導 

目標２ 目標３ 目標４ 

 良好な水辺環境の保全  

・乙川上流でのごみの不法投棄の監視を強化し、良好な水辺環境の保全に努めます。 

２ 無秩序な開発の抑制による自然環境の保全・活用 目標２ 目標３ 目標４ 目標５ 

 市街地近郊の緑の保全・活用  

・生物多様性の保全を図り市民が身近に自然を感じられるように、市街地近郊の緑地や森

林などを保全・活用します。 

 自然生態系の保護  

・乙川上流は国指定の天然記念物「岡崎ゲンジボタル」発生地であり、魅力的で豊かな自

然とのふれあいの場の形成に向け、ホタルなどの自然生態系の保護に努めます。 

 

防災に関する方針と主な施策 

 １ 防災都市基盤※の強化による災害に強い都市づくりの推進 目標３ 目標５ 

 公共施設の耐震化  

・橋りょうやため池などの公共施設の耐震化を推進します。 

 防災機能を有する道路や広場などの整備  

・災害時の地域住民の安全を確保するため、避難路である道路や避難地、火災延焼防止機

能を有する広場などの整備を図ります。 

 無電柱化の推進  

・災害に強い都市を目指して、国道１号や市道大平田口１号線などの緊急輸送道路※にお

ける無電柱化を整備促進します。 

 防災活動拠点の整備  

・地区防災活動拠点である岡崎中央総合公園と災害拠点病院である岡崎市民病院の機能の

向上を図ります。また、地域電力を活用し、大規模災害時でも必要な電力を確保できる

よう取組みます。 
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２ 土砂災害対策の強化 目標５ 

 土砂災害の防止  

・森林の保全や災害防止施設の整備を促進し、土砂災害の防止に努めます。 

３ 復興事前準備の取組みの推進 目標５ 

 災害に備える体制の検討  

・市民や事業者などとともにまちの防災性を向上させる取組みを促し、災害に強く早急な

復旧・復興ができる体制を検討します。 

・災害リスクの避けられない地域においては、避難施設や支援物資の提供に関し、民間事

業者との協定締結などを推進し、地域の防災力向上を図ります。 
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まちづくり構想図(大平地域)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）区分、分類の解説については 3-2、3-3 参照 

 

 

 

  

No 策・事業 

１ 都市型住宅の立地誘導 

２ 準都市拠点・地域拠点の形成 

３ 美合駅周辺整備（駅前広場の整備） 

４ 岡崎中央総合公園の改修 

５ 乙川の改修（遊水地の整備促進など） 

２ 

４ 

３ 

２ 

５ 

１ 
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東部地域 

国道１号、鉄道沿いには市街化区域※が指定されており、その南北の市街化調整

区域※には森林が広がり、川筋には集落、農地が分布しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020 年人口： 21,128 人（市域全体の 5.5％） 

面   積：  4,415 ha（市域全体の 11.4％） 
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14.3%

29.8%

3.1%

15.4%

10.7%

8.1%

11.4%

5.5%

9.6%

12.7%

5.1%

15.1%

4.5%

11.4%

41.3%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

面積割合

人口割合

中央 岡崎 大平 東部 岩津 矢作 六ツ美 額田

住みやすい理由 住みにくい理由

自然環境 67 0

買い物や飲食の便利さ 53 15

人間関係 33 0

都市インフラの整備 16 13

医療・福祉 15 5

地域産業の活発さ 12 3

行政施設・行政サービス 8 6

子育て環境 5 2

教育・文化スポーツ 5 2

防災の対策・体制 4 4

84.4% 15.6%住みやすさ

良い 悪い

（件）

 

（１）地域の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人口・面積割合 人口推移 

現況のまとめ 

❶地区内の３つの駅を中心に市街地が形成されていま

す。（現況） 

❷本宿駅周辺に広域観光交流拠点を位置づけ、広域交

通の利便性を生かしたまちづくりを進めています。

（現況） 

❸市街地の北側と南側には、森林や農地などの豊かな

自然環境があります。（現況、意向） 

❹本宿駅を準都市拠点に位置づけ、生活利便性を支え

る機能の維持・集積を図っています。（現況） 

❺旧本宿村役場などの地域資源が点在しています。 

（現況） 

❻地域全体で土砂災害のリスクがあります。（現況） 

❼人口は減少傾向にあり、高齢化率は市平均以上とな

っています。（比較） 

❽面的整備率が市平均を下回っています。（比較） 

❾公園、下水道の整備率は市平均以下となっています。

（比較） 

❿鉄道利用率は市平均以上となっていますが、バス利

用率は市平均を大きく下回っています。（比較） 

⓫国道 473 号バイパス、岡崎東インターチェンジの開

通により、広域的交通機能が高まりました。（現況） 

 

（現況）：地域の現況 （比較）：市平均との比較 

（意向）：アンケート 

市平均との比較 

市民意向 

（市平均値を 1.0 とした相対評価、 
括弧内は各指標の地域の実績値） 

22,394
22,149

21,247 21,128

18,000

20,000

22,000

24,000

2005
(H17)

2010
(H22)

2015
(H27)

2020
(R2)

（人）



第３章 地域別構想（東部地域） 

3-39 

 

（２）まちづくりの課題と目標 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの課題 まちづくりの目標 

主要課題１ 広域的なネットワークの変化への対応 目標１ 

広域交通網へのアクセス利便性に

優れた本宿駅周辺に、広域観光交流

施設の立地による多様な交流と賑

わいの創造 

・本宿駅周辺の交通利便性を生かした拠点づくり 

（現況のまとめ❶❷⓫） 

主要課題２ コンパクトでスマートな都市づくりへの対応 目標２ 

本宿駅周辺の生活利便性の向上と、

豊かな自然環境の保全・活用による

都市と自然の調和 

・交通結節機能※の充実（現況のまとめ❶❿） 

・無秩序な市街化の抑制（現況のまとめ❸） 

・自然環境の保全と活用（現況のまとめ❸） 

主要課題３ 住み続けられる居住環境※の質の向上への対応 目標３ 

鉄道、幹線道路を軸とした利便性が

高く住み続けられる居住環境※の

形成 

・本宿駅周辺の国道１号などの広域交通網を生かした拠点づ

くり（現況のまとめ❶❷❹） 

・道路などの基盤施設※の充実（現況のまとめ❾） 

・新たな居住環境※の整備（現況のまとめ❷❼❽） 

主要課題４ 自然・歴史・文化を生かした都市の活性化、

観光振興への対応 

目標４ 

広域観光交流拠点により高まる回

遊性を生かし、旧東海道藤川宿や法

蔵寺、山中城址などの地域資源を活

用した広域的な観光振興による地

域の活力の向上 

・旧東海道の面影が残る藤川宿などの歴史的なまちなみ景観

の形成や旧東海道の松並木の保全（現況のまとめ❺） 

・額田地域を含めた賑わい、交流の促進（現況まとめ❷❿⓫） 

主要課題５ 大規模自然災害などに備えた安全で安心な都

市づくりへの対応 

目標５ 

市民などとともに土砂災害などの

危険性を踏まえたハード・ソフト対

策の推進による自然災害への対応 

・災害に備えたハード・ソフト対策による被害を最小限に抑え

る取組み（現況のまとめ❻） 

 

  

＜東部地域の将来像＞ 

国道１号沿いの市街化区域※では恵まれた交通条件や旧東海道藤川宿などの歴史・文

化資源を生かしながら、本市の東の玄関口づくりを進め、地域の北側と南側では自然

環境を保全するまちづくりを目指します。 
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（３）まちづくりの方針 

土地利用※に関する方針と主な施策 

 １ 地域の特性に応じた良質な居住環境※の形成 目標２ 目標３ 

 良質な居住環境※の形成  

・東西に連なる市街地には専用住宅地と一般住宅地を配置し、良質な居住環境※の形成に

努めます。 

 住居系市街地の形成  

・市街化調整区域※の市街化が見込まれる地区については、適正な土地利用※により居住環

境※の向上を図ります。 

２ 地域の特性に応じた都市機能※の導入・集積による利便性の高い市街地の形成 

 目標１ 目標２ 目標３ 

 広域観光交流拠点と連携した準都市拠点の形成・・・１  

・広域観光交流拠点と隣接する本宿駅周辺には周辺商業地を配置し、広域観光交流拠点の

ゲートウェイ（玄関口）として、また、地域住民の生活利便性の確保と向上のため、玄

関口にふさわしい都市機能※と商業施設や医療施設などの日常生活に必要な機能の集積

を図ります。 

 国道１号沿道での適正な土地利用※の誘導  

・国道１号沿道の工業系用途地域※では地域の実情を踏まえて、ロードサイド型商業など

沿道サービス型への土地利用※を誘導します。 

 沿道サービス施設の立地誘導  

・国道１号沿道を沿道複合地として、商業や業務などに係る沿道サービス施設の立地を誘

導します。 

 教育機能の維持・充実  

・文教・学術地では教育機能の維持・充実に努めます。 

３ 多様な交流の拡大に資する観光産業交流機能の誘導 目標１ 目標４ 

 広域観光交流拠点の形成・・・２  

・岡崎東インターチェンジ開通により広域交通機能が飛躍的に高まった本宿駅周辺では、

地区計画※を活用し、魅力ある広域観光交流拠点の形成を推進します。 

４ 産業振興に資する産業用地の確保・誘導 目標１ 目標３ 

 良好な操業環境の保全  

・国道１号に接して大規模工業施設が立地する地区は工業地として位置づけ、住宅地と区

分しながら良好な操業環境の保全を図ります。 

 工業地の確保  

・必要に応じて地区計画※などを活用し、インターチェンジ周辺、幹線道路沿道で工業用地

の確保に努めます。 
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５ 無秩序な市街地拡大の抑制と市街化調整区域※の自然環境の保全 目標２ 

 無秩序な市街化の抑制  

・市街地の拡散を防止するため、無秩序な市街化を抑制します。 

 市街化調整区域※の自然環境の保全・活用  

・生物多様性の保全を図り市民が身近に自然を感じられるように、市街化調整区域※の森

林や農地などの保全・活用を推進します。 

 集落環境の維持  

・地域の東側では森林や農地などの自然環境を保全し、大規模集落地では生活環境※の維

持に努めます。 

 

市街地整備※に関する方針と主な施策 

 １ 土地区画整理事業※の確実な推進による良好な市街地の形成 目標２ 目標３ 目標５ 

 岡崎本宿駅西土地区画整理事業の促進・・・３  

・日常生活に必要な機能の集積を図るため、岡崎本宿駅西土地区画整理事業を促進します。 

２ 低未利用地※などの利活用の推進 目標２ 

 良好な住宅地の形成・・・４  

・計画的な市街地形成のため、一団の低未利用地※の土地利用※を検討します。 

 

道路・公共交通に関する方針と主な施策 

 １ 広域道路網※の整備促進、幹線道路網の強化、身近な道路の整備推進 

 目標１ 目標２ 目標３ 

 都市計画道路※などの整備  

・地域内や地域間の円滑な交通を確保するため、都市計画道路本宿樫山線（国道 473号）

の４車線化、美合線、県道生平幸田線の整備を促進します。 

・地域内や地域間の円滑な交通を確保するため、都市計画道路美合線、蒲郡本宿線（国道

473号）の道路計画の策定を促進します。 

・生活利便性や交流機能の向上のため、市道池金本宿線などの整備を推進します。 

・橋りょうなどの道路構造物は、定期的な点検と計画的な補修・補強を実施することで予

防保全を図ります。 

 交通結節点※の強化  

・岡崎本宿駅西土地区画整理事業に合わせ、駅と市街地をつなぐ交通広場の整備と、本宿

駅の機能の強化を推進します。 

２ 安全で快適な歩行者、自転車通行空間の確保 目標３ 

 歩行者や自転車の通行空間の確保  

・歩行者や自転車利用者が安全で快適に移動できるよう都市計画道路桑谷線の歩道設置を

促進し、身近な道路の整備を進めます。 

・通学路交通安全プログラムに基づき、通学路の交通安全対策を推進します。 
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３ 鉄道やバスなどの連携による公共交通ネットワークの構築 目標２ 目標３ 

 準都市拠点におけるバス交通の連携強化  

・準都市拠点と支所などを結ぶバス路線の維持・確保を図ります。 

 

公園・緑地に関する方針と主な施策 

 １ 生産緑地地区※などの自然環境の保全 目標３ 目標５ 

 生産緑地地区※の保全・活用  

・都市農業※の保全やグリーンインフラ※の観点から、生産緑地地区※の保全と活用を図ると

ともに、追加指定を推進します。 

 

河川・上下水道・その他都市施設※に関する方針と主な施策 

 １ 治水・浸水対策の強化 目標３ 目標５ 

 河川改修などの促進  

・洪水による災害の発生の防止、被害の軽減のため、河川改修を促進します。 

・河川情報の収集と情報伝達体制、警戒避難体制の充実を図ります。 

２ 施設の適切な維持管理と計画的な更新 目標３ 

 上下水道施設の計画的な更新  

・耐用年数を超過し、道路の陥没事故などのリスクが高くなる施設を増やさないよう計画

的な更新に取組みます。 

 その他都市施設※の計画的な更新  

・学校をはじめとしたその他都市施設※は、市民生活に必要不可欠であるため、施設の長寿

命化や適切な時期における更新を推進します。 

 

景観・自然環境に関する方針と主な施策 

 １ 景観計画及び歴史的風致維持向上計画に基づく景観や歴史・文化資源の保全と活用の推進  

目標２ 目標３ 目標４ 

 旧東海道藤川宿の歴史的まちなみ景観の形成  

・旧東海道藤川宿の歴史的なまちなみの魅力の向上を図るため、地区計画※や建築協定※な

どを活用し、統一感のあるまちなみ景観の誘導を図るとともに、歴史的景観に配慮した

整備を検討します。 

・旧東海道の面影のある道路景観を形成するため、松並木の保全、補植に取組みます。 

２ 無秩序な開発の抑制による自然環境の保全・活用 目標２ 目標３ 目標４ 目標５ 

 市街地近郊の緑の保全・活用  

・生物多様性の保全を図り市民が身近に自然を感じられるように、県の天然記念物に指定

された「藤川の松並木」などの市街地近郊の緑地や森林などを保全・活用します。 

 北山湿地の保全・・・５  

・生物多様性の保全に努めるため、北山湿地を保全します。 
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防災に関する方針と主な施策 

 １ 防災都市基盤※の強化による災害に強い都市づくりの推進 目標３ 目標５ 

 公共施設の耐震化  

・橋りょうやため池などの公共施設の耐震化を推進します。 

 防災機能を有する道路や広場などの整備  

・災害時の地域住民の安全を確保するため、避難路である道路や避難地、火災延焼防止機

能を有する広場などの整備を図ります。 

２ 土砂災害対策の強化 目標５ 

 土砂災害の防止  

・森林の保全や災害防止施設の整備を促進し、土砂災害の防止に努めます。 

３ 復興事前準備の取組みの推進 目標５ 

 災害に備える体制の検討  

・市民や事業者などとともにまちの防災性を向上させる取組みを促し、災害に強く早急な

復旧・復興ができる体制を検討します。 

・災害リスクの避けられない地域においては、避難施設や支援物資の提供に関し、民間事

業者との協定締結などを推進し、地域の防災力向上を図ります。 
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まちづくり構想図 (東部地域)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）区分、分類の解説については 3-2、3-3 参照 

 

 

  

No 施策・事業 

１ 広域観光交流拠点と連携した準都市拠点の形成 

２ 広域観光交流拠点の形成 

３ 岡崎本宿駅西土地区画整理事業の促進 

４ 良好な住宅地の形成 

５ 北山湿地の保全 

 

３ 

４ 

２ 

５

１ 
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岩津地域 

地域の西側の矢作川左岸平野部では、国道 248 号沿道に市街化区域※が指定され、

東側ではその大半が市街化調整区域※の森林で占められており、一部団地開発によ

る島状の市街化区域※が点在しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020 年人口： 49,266 人（市域全体の 12.7％） 

面   積：  3,710 ha（市域全体の 9.6％） 
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住みやすい理由 住みにくい理由

買い物や飲食の便利さ 155 18

自然環境 125 3

都市インフラの整備 50 32

人間関係 48 6

医療・福祉 38 17

教育・文化スポーツ 24 6

子育て環境 22 11

地域産業の活発さ 22 10

行政施設・行政サービス 19 15

防災の対策・体制 14 5

83.0% 17.0%住みやすさ

良い 悪い

（件）

14.3%

29.8%

3.1%

15.4%

10.7%

8.1%

11.4%

5.5%

9.6%

12.7%

5.1%

15.1%

4.5%

11.4%

41.3%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

面積割合

人口割合

中央 岡崎 大平 東部 岩津 矢作 六ツ美 額田

 

（１）地域の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人口推移 人口・面積割合 

現況のまとめ 

❶地域の西側の矢作川左岸平野部に市街地が形成さ

れ、東側は豊かな森林や農地などがあり、集落環境の

維持などが求められています。（現況） 

❷国道 248 号や地域周辺に豊田東インターチェンジな

どがあり交通利便性が高い地域です。（現況） 

❸幹線道路で主要渋滞箇所があり、交通利便性の課題

があります。（現況、意向） 

❹岩津バス停周辺を地域拠点に位置づけ、生活利便性

を支える機能の維持・集積を図っています。（現況） 

❺地域内に岡崎城への眺望といった景観資源や歴史・

文化資源が点在しています。（現況） 

❻矢作川の浸水想定区域※や地域の東側には土砂災害

へのリスクがあります。（現況） 

❼人口は増加傾向にあり、高齢化率は市平均とほぼ同

水準にあります。（比較） 

❽鉄道利用率は市平均より低いものの、バス利用率は

市平均より高くなっています。（比較） 

 

（現況）：地域の現況 （比較）：市平均との比較 

（意向）：アンケート 

市平均との比較 

市民意向 

（市平均値を 1.0 とした相対評価、 
括弧内は各指標の地域の実績値） 

46,085

47,932
48,655 49,266

42,000

44,000

46,000

48,000

50,000

2005
(H17)

2010
(H22)

2015
(H27)

2020
(R2)

（人）
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（２）まちづくりの課題と目標 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの課題 まちづくりの目標 

主要課題１ 広域的なネットワークの変化への対応 目標１ 

広域的な交通利便性を生かした産

業振興による活力の向上 

・広域交通の利便性の活用（現況のまとめ❷） 

主要課題２ コンパクトでスマートな都市づくりへの対応 目標２ 

市街地と自然が調和した公共交通

による利便性の高い都市環境の形

成 

・公共交通の利便性向上（現況のまとめ❽） 

・無秩序な市街化の抑制（現況のまとめ❶） 

・自然環境の保全と活用（現況のまとめ❶） 

主要課題３ 住み続けられる居住環境※の質の向上への対応 目標３ 

都市機能※の強化と都市基盤※整備

による利便性の高い居住環境※の形

成 

・地域拠点の生活利便施設の維持、交流機能の強化 

（現況のまとめ❹❼） 

・道路などの基盤施設※の充実（現況のまとめ❸） 

主要課題４ 自然・歴史・文化を生かした都市の活性化、

観光振興への対応 

目標４ 

地域の東側の農業地や大樹寺、岡崎

ＳＡなどの地域資源を生かした広

域的な交流機会の創出 

・既存ストック※を活用した交流機能の強化 

（現況のまとめ❹） 

・大樹寺一帯の良好な景観の保全と岡崎城への眺望の確保 

（現況のまとめ❺） 

主要課題５ 大規模自然災害などに備えた安全で安心な都

市づくりへの対応 

目標５ 

市民などとともに水害や土砂災害

の危険性を踏まえたハード・ソフト

対策の推進による自然災害への対

応 

・災害に備えたハード・ソフト対策による被害を最小限に抑

える取組み（現況のまとめ❻） 

 

  

＜岩津地域の将来像＞ 

地域の西側では鉄道駅や支所周辺を中心に良好な居住環境※づくりを進め、東側では

自然環境を保全するまちづくりを目指します。 
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（３）まちづくりの方針 

土地利用※に関する方針と主な施策 

 １ 地域の特性に応じた良質な居住環境※の形成 目標２ 目標３ 

 良質な居住環境※の形成  

・東名高速道路の西側を中心に専用住宅地と一般住宅地を配置し、良質な居住環境※の形

成に努めます。 

・工業系用途地域※で大規模な土地利用※の転換が生じる際は、用途地域※の変更や地区計

画※を活用し新たな市街地像に沿った土地利用※に規制・誘導します。 

２ 地域の特性に応じた都市機能※の導入・集積による利便性の高い市街地の形成 

 目標１ 目標２ 目標３ 

 準都市拠点・地域拠点の形成・・・１  

・準都市拠点の大樹寺バスターミナル周辺では、地域住民や中山間地域の生活利便性を確

保するため、商業、医療、福祉施設などの都市機能※の維持、集積を図ります。 

・地域拠点の岩津バス停周辺では周辺商業地や沿道複合地などを配置し、商業施設や医療施

設などの都市機能※の誘導や多様な主体の活躍に資する地域活動施設の整備を図ります。 

 沿道サービス施設の立地誘導  

・国道 248号など主たる幹線道路沿道は沿道複合地として、商業や業務などに係る沿道サ

ービス施設の立地を誘導します。 

 教育機能の維持・充実  

・文教・学術地では教育機能の維持・充実に努めます。 

３ 産業振興に資する産業用地の確保・誘導 目標１ 目標３ 

 工業地の確保  

・必要に応じて地区計画※などを活用し、既存の工業地などの拡充や、インターチェンジ周

辺、幹線道路沿道で工業用地の確保に努めます。 

４ 土地利用混在箇所※の相互の調和による操業環境・居住環境※の確保 目標３ 

 操業・居住環境※の調和  

・地域の南側に職住調和地を配置し、工業地と住宅地の相互の調和により、良好な操業環

境、居住環境※を確保します。 

５ 無秩序な市街地拡大の抑制と市街化調整区域※の自然環境の保全 目標２ 

 無秩序な市街化の抑制  

・市街地の拡散を防止するため、無秩序な市街化を抑制します。 

 市街化調整区域※の自然環境の保全・活用  

・生物多様性の保全を図り市民が身近に自然を感じられるように、市街化調整区域※の森

林や農地などの保全・活用を推進します。 
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 集落環境の維持  

・地域の北側では森林や農地などの自然環境を保全し、大規模集落地などでは生活環境※

の維持に努めます。 

・市街化調整区域※で既に相当な市街化が進んでいる地区では、良好な居住環境※の形成の

ため、幹線道路の整備に合わせて地区計画※などの活用により計画的な基盤施設※の整備

を検討します。 

 

市街地整備※に関する方針と主な施策 

 １ 産業用地の整備 目標１ 

 工業用地の整備推進・・・２  

・企業の工業団地需要に応えるため、阿知和地区工業団地造成事業を推進します。 

 

道路・公共交通に関する方針と主な施策 

 １ 広域道路網※の整備促進、幹線道路網の強化、身近な道路の整備推進  

目標１ 目標２ 目標３ 

 都市計画道路※などの整備  

・地域間の円滑な交通を図るため、都市計画道路岡崎駅平戸橋線の整備を促進し、都市計

画道路岡崎豊田線の整備を検討します。 

・地域内の円滑な交通を図るため、県道長沢東蔵前線の整備を促進し、市道上平徳林線の

整備を推進します。 

・地域の主要渋滞箇所の改善に向け、関係機関と連携し対策を検討します。 

・橋りょうなどの道路構造物は、定期的な点検と計画的な補修・補強を実施し予防保全を

図ります。 

 スマートインターチェンジ※の整備・検討・・・３  

・広域交通機能の更なる向上のため、東名高速道路から阿知和地区工業団地に直結するス

マートインターチェンジ※と各アクセス道路をはじめとする周辺道路の整備を推進しま

す。 

・広域交通機能の更なる向上と中山間地域の地域振興のため、新東名高速道路岡崎ＳＡへ

のスマートインターチェンジ※の整備について関係機関と協議を推進します。 

２ 安全で快適な歩行者、自転車通行空間の確保 目標３ 

 歩行者や自転車の通行空間の確保  

・歩行者や自転車利用者が安全・快適に移動できるよう都市計画道路岡崎駅平戸橋線、県

道岡崎足助線の歩道設置を促進し、身近な道路の整備を進めます。 

・通学路交通安全プログラムに基づき、通学路の交通安全対策を推進します。 

３ 鉄道やバスなどの連携による公共交通ネットワークの構築 目標２ 目標３ 

 都心※と地域間のバス交通の連携強化  

・都心※と地域間のバス交通の連携強化を図るため、南北の基幹軸の維持・確保を図りま

す。 
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 地域内交通の充実  

・交通不便地域では生活の足としての交通を確保するため、地域での主体的な取組みを基

礎とした移動手段の確保と利便性の向上に努めます。 

４ 交通結節点※の利便性向上のための環境整備、ユニバーサルデザイン※化の推進 

 目標２ 目標３ 

 交通拠点の強化・・４  

・交通拠点の大門駅は、愛知環状鉄道の複線化を視野に入れ、駅舎のバリアフリー※化と駅

前広場の機能充実を検討します。 

 交通結節点※の環境改善  

・大樹寺バスターミナルでは、待合空間の整備などバス停環境の改善を検討します。 

 

公園・緑地に関する方針と主な施策 

 １ 風致地区※、生産緑地地区※、社寺林などの自然環境の保全 目標３ 目標４ 目標５ 

 村積山自然公園の保全・・・５  

・自然を生かした憩いの場を確保するため、村積山自然公園を保全します。 

 生産緑地地区※の保全・活用  

・都市農業※の保全やグリーンインフラ※の観点から、生産緑地地区※の保全と活用を図ると

ともに、追加指定を推進します。 

 身近な地域資源の保全  

・自然・歴史・文化などの身近な地域資源を保全します。 

 

河川・上下水道・その他都市施設※に関する方針と主な施策 

 １ 治水・浸水対策の強化 目標３ 目標５ 

 河川改修などの促進  

・矢作川の河川整備流量を安全に流下させるために、河道掘削や樹木伐開を行い必要な河

道断面を確保する取組みを促進します。 

・洪水による災害の発生の防止、被害の軽減のため、矢作川中流域圏（青木川など）の河

川改修を促進します。 

・河川情報の収集と情報伝達体制、警戒避難体制の充実を図ります。 

２ 自然環境に配慮した川づくり 目標２ 目標４ 目標５ 

 自然生態系の保護  

・矢作川の青木川合流地点から巴川合流地点ではホタルなどの自然生態系の保護に努めます。 

３ 施設の適切な維持管理と計画的な更新 目標３ 

 上下水道施設の計画的な更新  

・耐用年数を超過し、道路の陥没事故などのリスクが高くなる施設を増やさないよう計画

的な更新に取組みます。 
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 その他都市施設※の計画的な更新  

・学校をはじめとしたその他都市施設※は、市民生活に必要不可欠であるため、施設の長寿

命化や適切な時期における更新を推進します。 

 

景観・自然環境に関する方針と主な施策 

 １ 景観計画及び歴史的風致維持向上計画に基づく景観や歴史・文化資源の保全と活用の推進 

 目標２ 目標３ 目標４ 

 岡崎城への眺望の保全・・・６  

・景観計画及び歴史的風致維持向上計画に基づき大樹寺周辺の景観の保全とともに大樹寺

から岡崎城への眺望を保全します。 

 地域資源を生かした快適な市街地の形成  

・大樹寺など市街地に多く分布する寺社を活用し、身近に地域の歴史が感じられるような

快適に暮らせる市街地の形成に努めます。 

 歴史文化資源の保全  

・地域の歴史が感じられる歴史・文化資源を保全します。 

２ 矢作川などの水辺空間の環境や眺望の保全による良好なまちなみ景観の誘導 

目標２ 目標３ 目標４ 

 景観資産と自然環境の保全  

・中山間地域の交流を促進するため、市の天然記念物「奥山田のしだれ桜」や水辺のホタ

ルを保全・活用します。 

３ 無秩序な開発の抑制による自然環境の保全・活用 目標２ 目標３ 目標４ 目標５ 

 市街地近郊の緑の保全・活用  

・生物多様性の保全を図り市民が身近に自然を感じられるように、市街地近郊の森林など

を保全・活用します。 

 おかざき自然体験の森の整備  

・自然とのふれあいの場を確保するため、おかざき自然体験の森の整備を推進します。 

 おかざきの食と農の生産・交流・ＰＲエリア（食＝農＝アグリパーク）構想の推進  

・農に触れる機会や生産者と交流する拠点エリアとして、生産者・消費者・事業者・関係

団体などが連携・協働しながら、本市の農業の持続性を確保するとともに、農業の多面

的機能※を発揮させ、農の持つ魅力を放ち続ける、おかざきの食と農の生産・交流・ＰＲ

エリア（食＝農＝アグリパーク）構想を推進します。 
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防災に関する方針と主な施策 

 １ 防災都市基盤※の強化による災害に強い都市づくりの推進 目標３ 目標５ 

 公共施設の耐震化  

・橋りょうやため池などの公共施設の耐震化を推進します。 

 防災機能を有する道路や広場などの整備  

・災害時の地域住民の安全を確保するため、避難路である道路や避難地、火災延焼防止機

能を有する広場などの整備を図ります。 

 無電柱化の推進  

・災害に強い都市を目指して、国道 248号などの緊急輸送道路※の無電柱化を促進します。 

２ 土砂災害対策の強化 目標５ 

 土砂災害の防止  

・森林の保全や災害防止施設の整備を促進し、土砂災害の防止に努めます。 

３ 復興事前準備の取組みの推進 目標５ 

 災害に備える体制の検討  

・市民や事業者などとともにまちの防災性を向上させる取組みを促し、災害に強く早急な

復旧・復興ができる体制を検討します。 

・地震時の延焼危険性や避難・消防活動の困難性が高い地区を中心に、地区計画※などによ

り災害に強いまちづくりを進めるとともに、復興まちづくりの実施方針や手法などを定

める事前復興まちづくり計画を策定します。 

・災害リスクの避けられない地域においては、避難施設や支援物資の提供に関し、民間事

業者との協定締結などを推進し、地域の防災力向上を図ります。 
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まちづくり構想図(岩津地域)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）区分、分類の解説については 3-2、3-3 参照 

 

  
No 施策・事業 

１ 準都市拠点・地域拠点の形成 

２ 工業用地の整備推進 

３ スマートインターチェンジ※の整備・検討 

４ 交通拠点の強化 

５ 村積山自然公園の保全 

６ 岡崎城への眺望の保全 

 

５ 

６ 

１ 

３ 

２ 

４ １ 
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矢作地域 

矢作川右岸に広がる平野部にあり、鉄道駅周辺や幹線道路沿いに市街化区域※が

指定されており、主に地域の南側の市街化調整区域※には農地と集落が分布してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020 年人口： 58,473 人（市域全体の 15.1％） 

面   積：  1,962 ha（市域全体の 5.1％） 
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住みやすい理由 住みにくい理由

買い物や飲食の便利さ 208 29

自然環境 102 5

都市インフラの整備 75 51

人間関係 66 7

医療・福祉 51 21

行政施設・行政サービス 37 19

地域産業の活発さ 36 11

教育・文化スポーツ 32 2

子育て環境 28 16

防災の対策・体制 10 10

81.9% 18.1%住みやすさ

良い 悪い

（件）

14.3%

29.8%

3.1%

15.4%

10.7%

8.1%

11.4%

5.5%

9.6%

12.7%

5.1%

15.1%

4.5%

11.4%

41.3%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

面積割合

人口割合

中央 岡崎 大平 東部 岩津 矢作 六ツ美 額田

 

（１）地域の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人口推移 

現況のまとめ 

❶矢作川右岸の平野部に市街地が形成され、南側は豊

かな農地があります。（現況） 

❷国道１号、都市計画道路名古屋岡崎線周辺に産業が

集積しています。（現況） 

❸矢作橋駅、西岡崎駅周辺を地域拠点に位置づけ、生活

利便性を支える機能の維持・集積を図っています。

（現況） 

❹幹線道路で主要渋滞箇所があり、交通の利便性に課

題があります。（現況、意向） 

❺大規模工場の産業観光※といった観光資源や、北野廃

寺跡の歴史資源などの地域資源が点在しています。

（現況） 

❻矢作川などの浸水想定区域※や地震災害に対する危

険性の高い地域があります。（現況、意向） 

❼人口は増加しているものの、増加幅は縮小していま

す。また、高齢化率は市平均以下となっています。 

（比較） 

❽面的整備率が市平均を下回っています。（比較） 

❾都市公園整備水準が市平均を下回っています。（比

較） 

❿鉄道利用率は高いものの、バス利用率が市平均を下

回っています。（比較） 

 

（現況）：地域の現況 （比較）：市平均との比較 

（意向）：アンケート、説明会からの市民意向 

市平均との比較 

市民意向 

（市平均値を 1.0 とした相対評価、 
括弧内は各指標の地域の実績値） 

人口・面積割合 

54,699

56,904
57,505

58,473

50,000

53,000

56,000

59,000

2005
(H17)

2010
(H22)

2015
(H27)

2020
(R2)

（人）
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（２）まちづくりの課題と目標 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの課題 まちづくりの目標 

主要課題１ 広域的なネットワークの変化への対応 目標１ 

主要幹線道路周辺の工業集積を生

かした産業の更なる振興 

・国道１号や都市計画道路名古屋岡崎線を生かした産業の強

化（現況のまとめ❷） 

主要課題２ コンパクトでスマートな都市づくりへの対応 目標２ 

市街地と農地が調和した、利便性

の高い環境の創出 

・矢作橋駅や西岡崎駅の交通結節機能※の活用 

（現況のまとめ❸） 

・南北方向の幹線道路などの充実（現況のまとめ❹） 

・公共交通の利便性強化（現況のまとめ❿） 

・無秩序な市街化の抑制（現況のまとめ❶） 

・自然環境の保全と活用（現況のまとめ❶） 

主要課題３ 住み続けられる居住環境※の質の向上への対応 目標３ 

矢作橋駅、西岡崎駅を中心とした

利便性の高い居住環境※の形成 

・道路などの基盤施設※の充実（現況のまとめ❹） 

・矢作橋駅、西岡崎駅周辺における生活利便性の向上 

（現況のまとめ❸❹❼） 

・身近な憩いの空間の確保（現況のまとめ❾） 

・良質な居住環境※の形成（現況のまとめ❽） 

主要課題４ 自然・歴史・文化を生かした都市の活性化、

観光振興への対応 

目標４ 

地域資源を活用した魅力ある空間

の創出 ・産業観光※や史跡北野廃寺跡などの地域資源の活用 

（現況のまとめ❺） 

主要課題５ 大規模自然災害などに備えた安全で安心な都

市づくりへの対応 

目標５ 

市民などとともに水害などの危険

性を踏まえたハード・ソフト対策

の推進による自然災害への対応 

・災害に備えたハード・ソフト対策による被害を最小限に抑

える取組み（現況のまとめ❻） 

・治水対策の促進（現況のまとめ❻） 

・地震災害に対する取組みの推進（現況のまとめ❻） 

 

  

＜矢作地域の将来像＞ 

鉄道駅周辺をはじめとした市街地では良好な居住環境※づくりを進め、地域の南側で

は農地を保全するまちづくりを目指します。 
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（３）まちづくりの方針 

土地利用※に関する方針と主な施策 

 １ 地域の特性に応じた良質な居住環境※の形成 目標２ 目標３ 

 良質な居住環境※の形成  

・地域の中央と南側には主に一般住宅地を配置し、良質な居住環境※の形成に努めます。 

・工業系用途地域※で大規模な土地利用※の転換が生じる際は、用途地域※の変更や地区計

画※を活用し新たな市街地像に沿った土地利用※に規制・誘導します。 

２ 地域の特性に応じた都市機能※の導入・集積による利便性の高い市街地の形成 

 目標１ 目標２ 目標３ 

 地域拠点の形成・・・１  

・地域拠点の矢作橋駅周辺や西岡崎駅周辺に周辺商業地を配置し、地域の玄関口にふさわ

しい拠点を形成するため、商業施設や医療施設などの地域住民の日常生活に必要な機能

の集積を図ります。 

 沿道サービス施設の立地誘導  

・都市計画道路日名橋線や豊田西尾線などの主たる幹線道路の沿道では沿道複合地とし

て、商業や業務などに係る沿道サービス施設の立地を誘導します。 

 教育機能の維持・充実  

・文教・学術地では教育機能の維持・充実に努めます。 

３ 産業振興に資する新たな産業用地の確保・誘導 目標１ 目標３ 

 産業用地の検討・・・２  

・必要に応じて地区計画※などを活用し、既存の工業地などの拡充や幹線道路沿道で工業

用地の確保に努めます。 

 良好な操業環境の保全  

・地域の北側や南側の大規模工業施設が立地している地区は工業地として位置づけ、住宅

地と区分しながら良好な操業環境の保全を図ります。 

４ 無秩序な市街地拡大の抑制と市街化調整区域※の自然環境の保全 目標２ 

 無秩序な市街化の抑制  

・市街地の拡散を防止するため、無秩序な市街化を抑制します。 

 市街化調整区域※の自然環境の保全・活用  

・生物多様性の保全を図り市民が身近に自然を感じられるように、市街化調整区域※の農

地などの保全・活用を推進します。 

 集落環境の維持  

・農地などの田園環境を保全し、大規模集落地では生活環境※の維持に努めます。 
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市街地整備※に関する方針と主な施策 

 １ 低未利用地※などの利活用の推進 目標２ 

 低未利用地※の有効活用  

・計画的な市街地形成のため、一団の低未利用地※の土地利用※を検討します。 

 

道路・公共交通に関する方針と主な施策 

 １ 広域道路網※の整備促進、幹線道路網の強化、身近な道路の整備推進 

 目標１ 目標２ 目標３ 

 都市計画道路※などの整備・・・３  

・地域内や地域間の円滑な交通を確保するため、都市計画道路豊田西尾線や豊田安城線の

整備を促進します。 

・地域内の円滑な交通を確保するため、市道小針線、大和新堀線の整備を推進します。 

・地域の主要渋滞箇所の改善に向け、関係機関と連携し対策を検討します。 

・快適な歩行者空間や安全な道路交通を確保するため、矢作川右岸南北道路整備事業を推

進します。 

・地域内に存在する法指定踏切の解消に向け、関係機関と連携して対応を検討します。 

・橋りょうなどの道路構造物は、定期的な点検と計画的な補修・補強を実施し予防保全を

図ります。 

２ 安全で快適な歩行者、自転車通行空間の確保 目標３ 

 歩行者や自転車の通行空間の確保  

・歩行者や自転車利用者が安全で快適に移動できるよう身近な道路の整備を進めます。 

・通学路交通安全プログラムに基づき、通学路の交通安全対策を推進します。 

３ 鉄道やバスなどの連携による公共交通ネットワークの構築 目標２ 目標３ 

 地域拠点間におけるバス交通などの連携強化・・・４  

・拠点間におけるバス路線の適正化を検討するとともに、地域での主体的な取組みを基礎

とした移動手段の確保と利便性の向上に努めます。 

４ 交通結節点※の利便性向上のための環境整備、ユニバーサルデザイン※化の推進 

 目標２ 目標３ 

 矢作橋駅周辺整備  

・矢作橋駅では公共交通をより多くの人がより便利に使えるよう、パークアンドライド※

やサイクルアンドライド※などの乗り継ぎ利便性の向上を図るとともに、快適な待合空

間の整備などバス停環境の改善を検討します。 

・地域拠点での乗り継ぎ利便性の向上を図るため、駅前広場の整備に取組みます。 
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公園・緑地に関する方針と主な施策 

 １ 生活に密接した公園の整備推進 目標３ 目標４ 

 矢作公園の改修  

・矢作公園の老朽化した施設の計画的な改修や、市民ニーズに合わせた施設整備を進め、安

全で安心して利用できる公園づくりを進めます。 

２ 生産緑地地区※や社寺林などの自然環境の保全 目標３ 目標４ 目標５ 

 生産緑地地区※の保全・活用  

・都市農業※の保全やグリーンインフラ※の観点から、生産緑地地区※の保全と活用を図ると

ともに、追加指定を推進します。 

 身近な地域資源の保全  

・自然・歴史・文化などの身近な地域資源を保全します。 

 

河川・上下水道・その他都市施設※に関する方針と主な施策 

 １ 治水・浸水対策の強化 目標３ 目標５ 

 河川改修などの促進  

・矢作川の河川整備流量を安全に流下させるために、河道掘削や樹木伐開を行い必要な河

道断面を確保する取組みを促進します。 

・洪水による災害の発生の防止、被害の軽減のため、矢作川下流域圏（鹿乗川など）の河

川改修を促進します。 

・河川情報の収集と情報伝達体制、警戒避難体制の充実を図ります。 

２ 施設の適切な維持管理と計画的な更新 目標３ 

 上下水道施設の計画的な更新  

・耐用年数を超過し、道路の陥没事故などのリスクが高くなる施設を増やさないよう計画

的な更新に取組みます。 

 その他都市施設※の計画的な更新  

・学校をはじめとしたその他都市施設※は、市民生活に必要不可欠であるため、施設の長寿

命化や適切な時期における更新を推進します。 

 

景観・自然環境に関する方針と主な施策 

 １ 景観計画及び歴史的風致維持向上計画に基づく景観や歴史・文化資源の保全と活用の推進 

 目標３ 目標４ 

 史跡北野廃寺跡の整備  

・地域の貴重な歴史遺産の保存と活用を図るため、史跡北野廃寺跡の第二次整備に取組み

ます。 
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防災に関する方針と主な施策 

 １ 防災都市基盤※の強化による災害に強い都市づくりの推進 目標３ 目標５ 

 公共施設の耐震化  

・橋りょうなどの公共施設の耐震化を推進します。 

 防災機能を有する道路や広場などの整備  

・災害時の地域住民の安全を確保するため、避難路である道路や避難地、火災延焼防止機

能を有する広場などの整備を図ります。 

２ 復興事前準備の取組みの推進 目標５ 

 地籍調査※の推進  

・被災後の早期回復などのため、地籍調査※を推進します。 

 災害に備える体制の検討  

・市民や事業者などとともにまちの防災性を向上させる取組みを促し、災害に強く早急な

復旧・復興ができる体制を検討します。 

・地震時の延焼危険性や避難・消防活動の困難性が高い地区や、浸水被害が想定される地

区を中心に、地区計画※などにより災害に強いまちづくりを進めるとともに、復興まち

づくりの実施方針や手法などを定める事前復興まちづくり計画を策定します。 

・災害リスクの避けられない地域においては、地域の防災力向上を図るため、避難施設や

支援物資の提供に関し、民間事業者との協定締結などを推進します。 
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まちづくり構想図(矢作地域)   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

（注）区分、分類の解説については 3-2、3-3 参照 

  

No 施策・事業 

１ 地域拠点の形成 

２ 産業用地の検討 

３ 都市計画道路※などの整備 

４ 地域拠点間におけるバス交通などの連携強化 

１、４ 

３ 

２ 
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六ツ美地域 

矢作川左岸に広がる平野部で、地域の北側と南側には市街化区域※が指定されて

おり、中央の市街化調整区域※には農地が広がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020 年人口： 43,943 人（市域全体の 11.4％） 

面   積：  1,739 ha（市域全体の 4.5％） 
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住みやすい理由 住みにくい理由

買い物や飲食の便利さ 166 15

自然環境 80 0

人間関係 55 10

医療・福祉 54 16

都市インフラの整備 46 50

地域産業の活発さ 29 13

行政施設・行政サービス 20 18

教育・文化スポーツ 18 4

子育て環境 16 12

防災の対策・体制 8 9

79.2% 20.8%住みやすさ

良い 悪い

（件）

14.3%

29.8%

3.1%

15.4%

10.7%

8.1%

11.4%

5.5%

9.6%

12.7%

5.1%

15.1%

4.5%

11.4%

41.3%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

面積割合

人口割合

中央 岡崎 大平 東部 岩津 矢作 六ツ美 額田

 

（１）地域の現況 
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38,000
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46,000
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(R2)

（人）

人口・面積割合 人口推移 

現況のまとめ 

❶地域の北側と南側には市街化区域※があり、中央の市

街化調整区域※には農地が広がっています。（現況） 

❷地域の中央に大規模工業施設が集積しています。 

（現況） 

❸中島バス停周辺を地域拠点に位置づけ、生活利便性

を支える機能の維持・集積を図り、六ツ美市民センタ

ー周辺を地区拠点に位置づけ、生活環境※の維持を図

っています。（現況） 

❹悠紀の里や御田扇祭りに関係する神社などの歴史・

文化資源が点在しています。（現況） 

❺人口は増加傾向にあるものの、増加幅は縮小してい

ます。また、高齢化率は市平均以下となっています。

（比較） 

❻面的整備率、都市公園整備水準が市平均を下回って

います。（比較） 

❼鉄道やバスなどの公共交通の利用率は市平均とほぼ

同水準にあります。（比較） 

❽矢作川などの浸水想定区域※があります。 

（現況、意向） 

❾国道 23号名豊道路の全線開通により、広域的交通機

能が高まりました。（現況） 

（現況）：地域の現況 （比較）：市平均との比較 

（意向）：アンケート 

市平均との比較 

市民意向 

（市平均値を 1.0 とした相対評価、 
括弧内は各指標の地域の実績値） 
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（２）まちづくりの課題と目標 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの課題 まちづくりの目標 

主要課題１ 広域的なネットワークの変化への対応 目標１ 

工業集積を生かした産業の振興 ・大規模工業施設の集積を生かした産業の振興 

（現況のまとめ❷） 

主要課題２ コンパクトでスマートな都市づくりへの対応 目標２ 

地域拠点、地区拠点を中心とした生

活利便性の集積と維持 

・地域拠点の生活利便施設の集積と地区拠点の生活環境※の維持 

（現況のまとめ❸） 

・公共交通の利便性の向上（現況のまとめ❼） 

・無秩序な市街化の抑制（現況のまとめ❶） 

・自然環境の保全と活用（現況のまとめ❶） 

主要課題３ 住み続けられる居住環境※の質の向上への対応 目標３ 

市街地や集落地などの特徴を生か

した居住環境※の形成・維持 

・道路などの基盤施設※の充実（現況のまとめ❻） 

主要課題４ 自然・歴史・文化を生かした都市の活性化、

観光振興への対応 

目標４ 

地域資源を生かした魅力ある空間

の創出 ・悠紀の里などの地域資源の保全・活用（現況のまとめ❹） 

・広域交通網を活かした交流の強化（現況のまとめ❾） 

主要課題５ 大規模自然災害などに備えた安全で安心な都

市づくりへの対応 

目標５ 

市民などとともに水害などの危険

性を踏まえたハード・ソフト対策の

推進による自然災害への対応 

・災害に備えたハード・ソフト対策による被害を最小限に抑え

る取組み（現況のまとめ❽） 

・治水対策の促進（現況のまとめ❽） 

 

  

＜六ツ美地域の将来像＞ 

地域の北側と南側では良好な居住環境※づくりを進め、中央では優良な農地を保全す

るまちづくりを目指します。 
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（３）まちづくりの方針 

土地利用※に関する方針と主な施策 

 １ 地域の特性に応じた良質な居住環境※の形成 目標２ 目標３ 

 良質な居住環境※の形成  

・地域の北側と南側には専用住宅地と一般住宅地を配置し、良質な居住環境※の形成に努

めます。 

２ 地域の特性に応じた都市機能※の導入・集積による利便性の高い市街地の形成 

 目標１ 目標２ 目標３ 

 地域拠点の形成・・・１  

・地域拠点の中島バス停周辺に周辺商業地を配置し、地域住民の日常生活を支える機能の

維持・集積を図ります。 

 地区拠点の機能維持・・・２  

・六ツ美市民センター周辺では地区拠点にふさわしい公共施設を中心とした地域交流機能

の維持・向上に努めます。 

 沿道サービス施設等の立地誘導  

・都市計画道路衣浦岡崎線や岡崎西尾線など主要な幹線道路の沿道は沿道複合地として、 

商業や業務などに係る沿道サービス施設の立地を誘導します。 

・特に地域拠点内の都市計画道路衣浦岡崎線沿道では、地域の実情を踏まえ、生活利便施

設の充実を図ります。 

３ 多様な交流の拡大に資する観光産業交流機能の誘導 目標４ 

 広域的な都市機能※の立地誘導  

・地域拠点内の都市計画道路衣浦岡崎線沿道では、生活利便施設の誘導に加え、国道 23号

名豊道路の全線開通により飛躍的に高まった広域交通利便性と公共交通による中心市

街地との連携軸を活かし、交流人口※の拡大に必要な都市機能※の誘導を図ります。 

４ 産業振興に資する産業用地の確保・誘導 目標１ 目標３ 

 産業用地の検討  

・既存の工業地に隣接し市街化調整区域※の市街化が見込まれる地区や、インターチェン

ジ周辺、幹線道路沿道の地区は、産業用地としての検討を進めます。 

 良好な操業環境の保全・活用  

・地域の中央の大規模工業施設が立地している地区は、工業地として位置づけ、住宅地と

区分しながら良好な操業環境の保全を図ります。 

５ 無秩序な市街地拡大の抑制と市街化調整区域※の自然環境の保全 目標２ 

 無秩序な市街化の抑制  

・市街地の拡散を防止するため、無秩序な市街化を抑制します。 

 市街化調整区域※の自然環境の保全・活用  

・生物多様性の保全を図り市民が身近に自然を感じられるように、市街化調整区域※の農

地などの保全・活用を推進します。 
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 集落環境の維持  

・農地などの田園環境を保全し、大規模集落地などでは生活環境※の維持に努めます。 

 

市街地整備※に関する方針と主な施策 

 １ 地域の特性に応じた魅力ある市街地の形成 目標１ 目標２ 目標３ 目標４ 

 周辺商業地の形成・・・３  

・生活利便性の向上に資する地区については、都市機能※の維持・集積を図るため、既存市

街地に必要な生活利便施設の立地を誘導します。 

・飛躍的に高まった広域交通網を活かし、多様な交流の拡大に資する交流機能の立地を誘

導します。 

２ 低未利用地※などの利活用の推進 目標２ 

 低未利用地※の有効活用  

・計画的な市街地形成のため、一団の低未利用地※の土地利用※を検討します。 

 

道路・公共交通に関する方針と主な施策 

 １ 広域道路網※の整備促進、幹線道路網の強化、身近な道路の整備推進  

目標１ 目標２ 目標３ 

 都市計画道路※などの整備・・・４  

・地域内や地域間の円滑な交通を確保するため、都市計画道路若松線や市道中島岡崎天白

線などの整備を推進します。 

・地域の主要渋滞箇所の改善に向け、関係機関と連携し対策を検討します。 

・橋りょうなどの道路構造物は、定期的な点検と計画的な補修・補強を実施し予防保全を

図ります。 

２ 安全で快適な歩行者、自転車通行空間の確保 目標３ 

 歩行者や自転車の通行空間の確保  

・歩行者や自転車利用者が安全で快適に移動できるよう身近な道路の整備を進めます。 

・通学路交通安全プログラムに基づき、通学路の交通安全対策を推進します。 

３ 鉄道やバスなどの連携による公共交通ネットワークの構築 目標２ 目標３ 目標５ 

 バス交通などの連携強化  

・岡崎駅と地域拠点を結ぶバス路線の維持・確保を図るとともに、地域での主体的な取組

みを基礎とした移動手段の確保と利便性の向上に努めます。 

 

公園・緑地に関する方針と主な施策 

 １ 生産緑地地区※や社寺林などの自然環境の保全 目標３ 目標４ 目標５ 

 生産緑地地区※の保全・活用  

・都市農業※の保全やグリーンインフラ※の観点から、生産緑地地区※の保全と活用を推進す

るとともに、追加指定を推進します。 



第３章 地域別構想（六ツ美地域） 

3-72 

 身近な地域資源の保全  

・自然・歴史・文化などの身近な地域資源を保全します。 

 

河川・上下水道・その他都市施設※に関する方針と主な施策 

 １ 治水・浸水対策の強化 目標３ 目標５ 

 河川改修などの促進  

・矢作川の河川整備流量を安全に流下させるために、河道掘削や樹木伐開を行い必要な河

道断面を確保する取組みを促進します。 

・洪水による災害の発生の防止、被害の軽減のため、矢作川下流域圏（安藤川など）の河

川改修を促進します。 

・河川情報の収集と情報伝達体制、警戒避難体制の充実を図ります。 

２ 施設の適切な維持管理と計画的な更新 目標３ 

 上下水道施設の計画的な更新  

・耐用年数を超過し、道路の陥没事故などのリスクが高くなる施設を増やさないよう計画

的な更新に取組みます。 

 その他都市施設※の計画的な更新  

・学校をはじめとしたその他都市施設※は、市民生活に必要不可欠であるため、施設の長寿

命化や適切な時期における更新を推進します。 

 

景観・自然環境に関する方針と主な施策 

 １ 景観計画及び歴史的風致維持向上計画に基づく景観や歴史・文化資源の保全と活用の推進 

 目標３ 目標４ 

 悠紀斎田の保全・・・５  

・歴史・文化資源の大嘗祭悠紀斎田を保全します。 

 

防災に関する方針と主な施策 

 １ 防災都市基盤※の強化による災害に強い都市づくりの推進 目標３ 目標５ 

 公共施設の耐震化  

・橋りょうなどの公共施設の耐震化を推進します。 

 防災機能を有する道路や広場などの整備  

・災害時の地域住民の安全を確保するため、避難路である道路や避難地、火災延焼防止機

能を有する広場などの整備を図ります。 

２ 復興事前準備の取組みの推進 目標５ 

 災害に備える体制の検討  

・市民や事業者などとともにまちの防災性を向上させる取組みを促し、災害に強く早急な

復旧・復興ができる体制を検討します。 

・災害リスクの避けられない地域においては、避難施設や支援物資の提供に関し、民間事

業者との協定締結などを推進し、地域の防災力向上を図ります。  
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まちづくり構想図 (六ツ美地域) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）区分、分類の解説については 3-2、3-3 参照 

 

  

２ 

１ 

３ 

５ 

４ 

No 施策・事業 

１ 地域拠点の形成 

２ 地区拠点の機能維持 

３ 周辺商業地の形成 

４ 都市計画道路※などの整備 

５ 悠紀斎田の保全 
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額田地域 

地域の大半が森林で形成されており、川筋に沿って集落、農地が点在しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020 年人口：   7,857 人（市域全体の 2.0％） 

面   積：  15,986 ha（市域全体の 41.3％） 
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住みやすい理由 住みにくい理由

自然環境 72 0

人間関係 37 2

買い物や飲食の便利さ 22 18

医療・福祉 14 5

地域産業の活発さ 10 4

教育・文化スポーツ 9 2

都市インフラの整備 6 19

行政施設・行政サービス 6 5

子育て環境 4 6

防災の対策・体制 1 5

75.0% 25.0%住みやすさ

良い 悪い

（件）

14.3%

29.8%

3.1%

15.4%

10.7%

8.1%

11.4%

5.5%

9.6%

12.7%

5.1%

15.1%

4.5%

11.4%

41.3%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

面積割合

人口割合

中央 岡崎 大平 東部 岩津 矢作 六ツ美 額田

 

（１）地域の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人口・面積割合 人口推移 

現況のまとめ 

❶地域全体に森林が広がっています。（現況・意向） 

❷岡崎東インターチェンジがあり、広域交通の利便性

が高い地域です。（現況） 

❸くらがり渓谷や鳥川ホタルの里などの自然を生かし

た観光資源があります。（現況） 

❹額田センター周辺を地区拠点に位置づけ、生活利便

性の維持を図っています。（現況） 

❺地域全体に土砂災害のリスクがあります。（現況） 

❻人口は減少傾向にあり、高齢化率は市平均を上回っ

ています。（比較） 

❼鉄道やバスなどの公共交通の利用率は市平均を下回

っており、自家用車の利用率は市平均を上回ってい

ます。（比較、意向） 

❽ホタル学校やこども自然遊びの森「わんＰａｒｋ」な

どの自然環境について学べる施設があります。 

（現況） 

 

（現況）：地域の現況 （比較）：市平均との比較 

（意向）：アンケート 

市平均との比較 

市民意向 

（市平均値を 1.0 とした相対評価、 
括弧内は各指標の地域の実績値） 

9,497
9,026

8,421
7,857

6,000

8,000

10,000

12,000

2005
(H17)

2010
(H22)

2015
(H27)

2020
(R2)

（人）
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（２）まちづくりの課題と目標 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの課題 まちづくりの目標 

主要課題１ 広域的なネットワークの変化への対応 目標１ 

広域的な交通利便性を生かした地

域振興 

・広域交通の利便性の活用（現況のまとめ❷） 

主要課題２ コンパクトでスマートな都市づくりへの対応 目標２ 

自然環境を生かした活力の創造と

交通ネットワークの維持・活用 

・道路網を活用した地域間の連携の維持（現況のまとめ❼） 

・無秩序な市街化の抑制（現況のまとめ❶） 

・自然環境の保全と活用（現況のまとめ❶） 

主要課題３ 住み続けられる居住環境※の質の向上への対応 目標３ 

額田センター周辺を中心とした生

活基盤の整った地区拠点の形成 

・道路などの基盤施設※の充実（現況のまとめ❹❻） 

・集落環境の維持・保全（現況のまとめ❹❻） 

主要課題４ 自然・歴史・文化を生かした都市の活性化、

観光振興への対応 

目標４ 

広域交通の利便性と魅力ある地域

資源の保全・活用 ・自然・歴史・文化といった地域資源の保全・活用 

（現況のまとめ❸） 

・交流機能の充実（現況のまとめ❷） 

主要課題５ 大規模自然災害などに備えた安全で安心な都

市づくりへの対応 

目標５ 

市民などとともに土砂災害などの

危険性を踏まえたハード・ソフト対

策の推進による自然災害への対応 

・災害に備えたハード・ソフト対策による被害を最小限に抑

える取組み（現況のまとめ❺） 

 

  

＜額田地域の将来像＞ 

豊かな自然環境の保全・活用と地域の特徴を生かしたまちづくりを目指します。 
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（３）地域のまちづくりの方針 

土地利用※に関する方針と主な施策 

 １ 地域の特性に応じた良質な居住環境※の形成 目標２ 目標３ 

 面的な整備による良質な市街地の形成・・・１  

・既存の集落地を中心とした住宅地で、地域の協力のもと面的な整備も視野に入れた良質

な市街地の形成を検討します。 

２ 地域の特性に応じた都市機能※の導入・集積による利便性の高い市街地の形成 

 目標１ 目標２ 目標３ 

 地域交流機能の維持・保全・・・２  

・額田センター周辺では地区拠点にふさわしい公共施設を中心にした地域交流機能の維

持・保全に努めます。 

３ 多様な交流の拡大に資する観光産業交流機能の誘導 目標１ 目標３ 

 観光・交流を促進する土地利用※の検討  

・東部地域の広域観光交流拠点を起点に増加する来訪者の地域内での観光・交流を促進す

る土地利用※を検討します。 

４ 産業振興に資する産業用地の確保・誘導 目標１ 目標３ 

 産業用地の検討・・・３  

・必要に応じて地区計画※などを活用し、既存の工業地などの拡充や、岡崎東インターチェ

ンジや国道 473号などの幹線道路沿道で工業用地の確保に努めます。 

５ 無秩序な市街地拡大の抑制と市街化調整区域※、都市計画区域※外の自然環境の保全  

目標２ 

 無秩序な市街化の抑制  

・市街地の拡散を防止するため、無秩序な市街化を抑制します。 

 市街化調整区域※の自然環境の保全・活用  

・生物多様性の保全を図り市民が身近に自然を感じられるように、市街化調整区域※の森林

や農地などの保全・活用を推進します。 

 集落環境の維持  

・集落地などでは生活環境※の維持に努めます。 

 

道路・公共交通に関する方針と主な施策 

 １ 広域道路網※の整備促進、幹線道路網の強化、身近な道路の整備推進 

 目標１ 目標２ 目標３ 

 地域を支える道路網の整備  

・地域内や地域間の円滑な交通を確保するため、都市計画道路本宿樫山線（国道 473号）

の４車線化整備を促進します。 



第３章 地域別構想（額田地域） 

3-79 

・橋りょうやトンネルなどの道路構造物は、定期的な点検と計画的な補修・補強を実施し

予防保全を図ります。 

 生活道路の整備  

・既存の集落内では、生活環境※の向上のため生活道路の整備に努めます。 

２ 安全で快適な歩行者、自転車通行空間の確保 目標３ 

 歩行者や自転車の通行空間の確保  

・歩行者や自転車利用者が安全・快適に移動できるよう、県道切山夏山線の歩道設置を促

進し、身近な道路の整備を進めます。 

・通学路交通安全プログラムに基づき、通学路の交通安全対策を推進します。 

３ 鉄道やバスなどの連携による公共交通ネットワークの構築 目標２ 目標３ 

 バス交通などの連携強化  

・本宿駅と地区拠点を結ぶバス路線の維持・確保を図るとともに、中山間地域では生活の

足としての交通を確保するため、地域での主体的な取組みを基礎とした移動手段の確保

と利便性の向上に努めます。 

 

公園・緑地に関する方針と主な施策 

 １ 社寺林などの自然環境の保全 目標３ 目標４ 目標５ 

 身近な地域資源の保全  

・自然・歴史・文化などの身近な地域資源を保全します。 

 身近な広場空間の確保  

・子どもたちが安全に遊ぶことができるような身近な広場空間の維持・保全に努めます。 

 

河川・上下水道・その他都市施設※に関する方針と主な施策 

 １ 治水・浸水対策の強化 目標３ 目標５ 

 情報伝達体制などの充実  

・河川情報の収集と情報伝達体制、警戒避難体制の充実を図ります。 

２ 施設の適切な維持管理と計画的な更新 目標３ 

 上下水道施設の計画的な更新  

・耐用年数を超過し、道路の陥没事故などのリスクが高くなる施設を増やさないよう計画

的な更新に取組みます。 

 その他都市施設※の計画的な更新  

・学校をはじめとしたその他都市施設※は、市民生活に必要不可欠であるため、施設の長寿

命化や適切な時期における更新を推進します。 
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景観・自然環境に関する方針と主な施策 

 １ 無秩序な開発の抑制による自然環境の保全・活用 目標２ 目標３ 目標４ 目標５ 

 自然生態系の保護  

・男川流域ではホタル学校を活動拠点として、ホタルなどの自然生態系の保護に努めます。 

 森林などの保全・活用  

・水源のかん養や多様な生物の増殖などを図り、市民が自然に触れ合える場として森林を

保全・活用します。 

・地域内外の幅広い関係者との新たな連携や関係産業の技術の活用などにより、新たな事

業・価値の創出や地域経済の活性化を図る取組みを推進します。 

 

防災に関する方針と主な施策 

 １ 防災都市基盤※の強化による災害に強い都市づくりの推進 目標３ 目標５ 

 公共施設の耐震化  

・橋りょうやため池などの公共施設の耐震化を推進します。 

 防災機能を有する道路や広場などの整備  

・災害時の地域住民の安全を確保するため、避難路である道路や避難地、火災延焼防止機

能を有する広場などの整備を図ります。 

２ 土砂災害対策の強化 目標５ 

 土砂災害の防止  

・森林の保全や災害防止施設の整備を促進し、土砂災害の防止に努めます。 

３ 復興事前準備の取組みの推進 目標５ 

 災害に備える体制の検討  

・市民や事業者などとともにまちの防災性を向上させる取組みを促し、災害に強く早急な

復旧・復興ができる体制を検討します。 

・災害リスクの避けられない地域においては、避難施設や支援物資の提供に関し、民間事

業者との協定締結などを推進し、地域の防災力向上を図ります。 
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まちづくり構想図(額田地域) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）区分、分類の解説については 3-2、3-3 参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 主な施策・事業 

１ 面的な整備による良好な市街地の形成 

２ 地域交流機能の維持・保全 

３ 産業用地の検討 

３ 

２ 

１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

第４章 計画の実現に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４-１ 市民や行政などの役割と取組み 

 ４-２ 都市計画マスタープランの進行管理 

 ４-３ 計画実現に向けての基本的な姿勢 
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第４章 計画の実現に向けて 

４－１ 市民や行政などの役割と取組み 

都市像・都市づくりの目標の実現に向けて、市民などと行政の役割と取組みを整理します。 

 

 

 

 

 

 

  

主 体 役割と取組み 

市

民

な

ど 

一般市民 

町内会 

・まちづくりの担い手として、お互いの交流や絆を大切に協働に対

する企画・提案の実施やまちづくり活動の推進。 

事業者 
・自らの知識と経験、ネットワークを活用したまちづくりの実現。 

・企業活動における社会貢献活動の実施。 

まちづくり団体 

都市再生推進法人※ 

ＮＰＯ法人※ 

・まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを活用したまちづくり

のコーディネートとまちづくり活動の推進。 

・行政の補完的機能を担いうる団体としての公民連携によるまちづ

くりの推進。 

・協定締結など、行政との連携による地域の課題解決に向けたまち

づくり活動の実施。 

行 政 

・市民などへの適切な情報提供と知識の共有による、市民参画の環

境づくりの推進。 

・市民活動団体の情報提供などによる、市民主導による協働のまち

づくりの推進及び支援。 

・都市計画情報や市民に役立つ情報のデジタル化やオープンデータ

化の推進。 

・市民などの公民連携の担い手と対等な立場での行動。 

・財政状況を踏まえ、国などの補助制度を有効に活用した公共事業

の推進。 

・公的不動産（ＰＲＥ）を活用したコンパクトなまちづくりの推進。 

・行政間での緊密な調整と適切な連携のもとでの施策の推進。 
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コラム  住民参加の都市計画「都市計画提案制度」 

 

暮らしやすいまちづくりを実現させる制度として都市計画に対する市民の関心が高ま

る中、地域住民が主体となったまちづくりが幅広い分野で展開されています。「都市計画

提案制度」は、このような地域のまちづくりに対する取組みを積極的に取り込み、市民

主導で都市計画に参加できる仕組みです。 

本市では、都市計画への市民参画を促し、市民主体のまちづくりを推進するために、

本市が定める都市計画に関する都市計画提案制度の手続要領を制定し、より活用しやす

い制度としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画提案制度の概要 
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４－２ 都市計画マスタープランの進行管理 

本マスタープランでは、計画評価指標（数値目標）を設定することで、適切にその進行管理を行いま

す。また本マスタープランの目標年度までの間には、社会経済情勢などの環境の変化が予想されるため、

適宜見直しを検討します。 

 

4－2－1 計画の評価・見直しの考え方 

(１) 数値目標を活用した評価 

本マスタープランでは、土地利用※や都市施設※、市街地開発事業※など様々な個別の施策を位置づ

けています。それらの施策を総合的に評価し、個別の結果とともに、各施策を実行することにより何

が達成できるかを定め、その達成を管理するために計画評価指標を設定します。 

 

(２) 社会経済情勢の変化などに対応した見直し 

今後の都市づくりを取り巻く社会経済情勢の変化や、個々の施策に係る環境の変化により、実情に

即さない場合もあり得るため、本マスタープランが現実と乖離していないかを概ね５年毎に計画評価

指標により検証します。また、必要に応じて適宜計画の見直しを検討します。 
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4－2－2 計画評価指標の設定 

計画評価指標は、計画の進行管理を具体的に評価できるように設定します。 

 

(１) 計画評価指標の設定の考え方 

① 指標設定の方針 

・全体構想における都市像毎に進行管理を行えるよう指標を設定します。 

・都市像の実現に対応するよう指標を設定します。 

・容易に進行管理が行えるよう、経年的なデータが入手できるものを設定します。 

 

② 指標設定の背景 

都市像毎に以下のような背景から指標を設定します。 

 

都市像 目標 指標設定とその理由 

【都市像１】 

新たな活力を

創造する都市 

目標１ 新たな企業用地確保とその周辺の

基盤整備による西三河都市計画区

域※の拠点としての機能の強化 

・幹線道路やインターチェンジなど交通アクセス整備や

工業団地造成などによる産業振興に向けた環境づくり

の成果として、「製造品出荷額等」などの増加が見込ま

れることから、これを計画評価指標とします。 

・乙川リバーフロント地区整備や、岡崎駅やシビックコ

ア地区周辺の都市機能※の強化による都市拠点の再生

の成果として、「商業系土地利用※（商業・業務系の土地

利用※）」の増加が見込まれることから、これを計画評価

指標とします。 

 

（点検指標） 

・東岡崎駅・岡崎駅の１日平均乗客数 

 

目標２ 市内企業の産業競争力の向上 

目標３ 駅や駅周辺の都市機能※強化によ

る産業振興 

【都市像２】 

将来にわたっ

て持続可能な

都市※ 

目標１ コンパクト・プラス・ネットワー

ク※の取組みによる持続可能な都

市※構造への転換 

・市全体では人口減少が進む中でも、各地域の拠点を中

心にまちづくりを進め、都市機能※や居住を誘導する成

果として、「拠点の人口」の維持・増加が見込まれるこ

とから、これを計画評価指標とします。 

・まちの賑わいや交流の活性化、地域コミュニティ※の維

持・再生などの成果として、「市民意識調査による都市

の魅力に対する市民満足度」の向上が見込まれること

から、これを計画評価指標とします。 

・コンパクト・プラス・ネットワーク※の取組みによる持

続可能な都市※づくりの成果として、「市街化区域※の転

入出人口」の転入超過が見込まれることから、これを計

画評価指標とします。 

 

（点検指標） 

・市域の温室効果ガス総排出量 

 

目標２ 公民連携まちづくり※や既存スト

ック※の効率的な利活用の推進 

 

目標３ 地域コミュニティ※の維持 

 

目標４ 自然環境と調和した都市づくり 

 

目標５ 新技術導入による持続可能な都市※

の実現 
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都市像 目標 指標設定とその理由 

【都市像３】 

住みやすい、

住み続けられ

る都市 

目標１ 暮らしやすさと豊かさを実感でき

る快適な居住環境※の創造 

 

・都市機能※の誘導や都市基盤※の整備により居住環境※

が向上し、定住・移住が期待できることから、「居住誘

導区域内の人口密度」「市民意識調査による居住継続意

向」「居住誘導区域内の歩いて行ける公園の人口カバー

率」を計画評価指標とします。 

 

（点検指標） 

・「地区計画※」の都市計画決定箇所数 

・公園を活用する活動日数 

 

目標２ 地域資源を生かした魅力ある生活

空間づくりの推進 

目標３ 誰にもやさしい交通環境の整備 

 

【都市像４】 

自然・歴史・文

化の趣を実感

できる都市 

目標１ 地域資源を活用した観光まちづく

りの推進 

 

・地域資源の活用や賑わい、交流の促進の結果として、

「市民意識調査による観光振興に対する市民満足度」

の向上が見込まれることから、これを計画評価指標と

します。 

 

（点検指標） 

・公共空間のイベント開催日数 

目標２ 賑わい・交流を促進する環境の創

造 

目標３ 地域資源のリデザイン※による魅

力ある公共空間の整備 

【都市像５】 

安全安心に暮

らせる都市 

目標１ 防災機能の強化により誰もが安全

で安心に暮らせる市街地の形成 

・防災機能の強化・改善などの取組みの結果として、「市

民意識調査による防災体制に対する市民満足度」の向

上が見込まれることから、これを計画評価指標としま

す。 

 

（点検指標） 

・住宅・建築物の耐震化率 

・都市浸水対策達成率（1/5規模の整備率） 

 

目標２ 被害を最小限に抑制するため市民

や事業者などと行政が一体となっ

た防災力の強化 
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(２) 目標値の設定 

以下に各指標の現況値と目標値を示します。 

都市像 計画評価指標など 策定時 中間改定時 
目標値 

(2030 年) 
資料 

【都市像１】 

新たな活力を

創造する都市 

製造品出荷額等 
製造品出荷額等 

（億円） 

20,756 

(2016 年) 

28,828 

(2022 年) 
30,270 経済構造実態調査 

商業系土地利用※ 

都市機能※誘導区域 

における 

商業系土地利用※の 

面積（ha） 

87 

(2018 年) 

100 

(2023 年) 
103 都市計画基礎調査 

東岡崎駅、 

岡崎駅の 

１日平均乗客数 

（点検指標） 

東岡崎駅、岡崎駅 

の１日平均乗客数 

（人） 

42,894 

(2017 年) 

36,340 

(2022 年) 
43,000 岡崎市統計 

【都市像２】 

将来にわたっ

て持続可能な

都市※ 

拠点の人口 
各地域の拠点の 

人口（人） 

77,082 

(2016 年) 

79,960 

(2021 年) 
81,400 国勢調査 

都市の魅力に 

対する満足度 

市民意識調査の 

回答割合（％） 

20 

(2018 年) 
― 22 岡崎市市民意識調査 

市街化区域※の 

転入出人口 

市街化区域※における 

転入者数と転出者数 

の差（人） 

＋2,989 人 

（2018 年） 

＋646 人 

（2023 年） 
転入超過 市資料 

温室効果ガス 

総排出量 

（点検指標） 

基準（H25）年度比 

（％） 

-６ 

(2019 年) 
― -50 

岡崎市地球温暖化 

対策実行計画 

（区域施策編） 
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都市像 計画評価指標など 策定時 中間改定時 
目標値 

(2030 年) 
資料 

【都市像３】 

住みやすい、 

住み続けられ

る都市 

人口密度 

居住誘導区域の 

可住地人口密度 

(人/ha) 

93.5 

(2015 年) 

96.8 

(2020 年) 
94.5 都市計画基礎調査 

居住継続意向 
市民意識調査の 

回答割合（％） 

83 

(2018 年) 

83 

(2024 年) 
84 岡崎市市民意識調査 

公園の人口 

カバー率 

居住誘導区域内の 

歩いて行ける公園の

人口カバー率（％） 

87.4 

(2019 年) 

91.4 

（2025 年） 
90 緑の基本計画 

地区計画※決定 

箇所 

（点検指標） 

市街化区域※内の 

地区計画※決定箇所数 

（箇所） 

20 

(2020 年) 

23 

(2024 年) 
24 西三河都市計画の概要 

公園を活用 

する活動日数 

（点検指標） 

都市公園における 

公園を活用する 

活動日数（日） 

22 

(2019 年) 
― 30 緑の基本計画 

【都市像４】 

自然・歴史・文

化の趣を実感

できる都市 

観光振興に 

対する満足度 

市民意識調査の 

回答割合（％） 

24 

(2018 年) 

29 

(2024 年) 
32 岡崎市市民意識調査 

交流機会の創出 

（点検指標） 

公共空間における 

イベントの開催日数

（日） 

204 

(2019 年) 

513 

(2024 年) 
― 

都市再生整備計画 

（乙川リバーフロント 

ＱＵＲＵＷＡ戦略地区） 

【都市像５】 

安全安心に暮

らせる都市 

防災体制に 

対する満足度 

市民意識調査の 

回答割合（％） 

34 

(2018 年) 

30 

(2024 年) 
47 岡崎市市民意識調査 

住宅・建築物 

の耐震化率 

（点検指標） 

住宅・建築物の 

耐震化率（％） 

91.3 

(2020 年) 

94.5 

（2025 年） 
97 耐震改修促進計画 

都市浸水対策 

達成率 

（点検指標） 

1/5 確率降雨相当 

規模の整備率（％） 

85.6 

(2020 年) 

85.8 

(2024 年) 
― 社会資本総合整備計画 
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４－３ 計画実現に向けての基本的な姿勢 

本マスタープランの都市像や都市づくりの目標を実現するためには、行政が本マスタープランを適切

に活用し、効果的に施策を展開していくことが必要です。そして市民などの主体的な都市づくりへの参

加により、魅力の高い都市づくりを進めていくことが大切です。 

こうした中、目標年度までには都市を取り巻く情勢などが変化し、新たな課題などへの対応が必要と

なることも予想されます。したがって指標や施策は定期的に評価し、必要に応じて本マスタープランを

見直すような仕組み（ＰＤＣＡサイクル）により、目指すべき都市像・都市づくりの目標の実現を図り

ます。 

 

計画実現に向けての仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

(現時点) 

2026 2027 2028 2029 2030 

          

 

Ｃｈｅｃｋ 

（施策・事業の進捗評価） 

社会情勢の変化 

（新たな土地利用※、複合

災害、新たな感染症など） 

Ｐｌａｎ 

（計画の策定・見直し） 

Ｄｏ 

（施策・事業の実施） 

Ａｃｔｉｏｎ 

（施策・事業の見直し） 

都市像、 

都市づくりの目標 

の実現 

計
画
の
中
間
見
直
し 

計
画
の
定
期
見
直
し
検
討 

施策・事業の実施や評価 施策・事業の実施や評価 

計画評価指標による進捗状況の把握（毎年） 



 

 

 

 

 

 

参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参－１ 策定体制 

 参－２ 策定経緯 

 参－３ 用語集 

 参－４ 空から見た岡崎市 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



参考資料 

参-1 

参考資料 

参－１ 策定体制 

（１）策定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）策定委員会名簿 

役職 氏名（〇：委員長） 所属等 任期 

学識経験者 

〇松本 幸正  名城大学教授 令和７年度 

宇野 勇治 愛知産業大学教授 令和７年度 

鶴田 佳子 岐阜工業高等専門学校教授 令和７年度 

川口 暢子 愛知工業大学准教授 令和７年度 

産業部門の 

団体 

北村 史子 岡崎商工会議所（女性部会長） 令和７年度 

羽根田 正志 岡崎市農業委員会会長 令和７年度 

まちづくり 

関係団体 

天野 裕 
特定非営利活動法人 岡崎まち育てセンター・りた 

事業企画マネージャー 
令和７年度 

成田 昌彦 特定非営利活動法人 21世紀を創る会・みかわ 令和７年度 

長谷川 伸介 株式会社まちづくり岡崎 事業統括マネージャー 令和７年度 

市民代表 
岩月 美穂  令和７年度 

月東 佳寿美  令和７年度 

県の職員 
青柳 克彦 愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課長 令和７年度 

佐藤 正裕 愛知県西三河建設事務所長 令和７年度 

  

調整 

説明 

意見 

説明 

意見 

市民・事業者参加 

・住民説明会 

・パネル展示 

・パブリックコメント 

岡崎市都市計画マスタープラン 

策定委員会 

庁内 

関係 

部署 

学識経験者、行政、各種団体に加え、 

市民代表を交えた市民参加による検討 

 

・ 学識経験者（委員長、副委員長） 

・ 産業部門の団体 

・ まちづくり関係団体 

・ 市民代表 

・ 県の職員 

都市計画審議会 

市議会 

意見・答申 報告・諮問 

・検討状況の報告  ・案の諮問 



参考資料 

参-2 

参－２ 策定経緯 

（１）検討経過 

 
市民・事業者参加 策定委員会 庁内作業部会 総合政策会議 

都市計画 

審議会 
市議会 

令
和
７
年
度 

４月       

５月  第１回     

６月       

７月  第２回 第１回   第１回 

８月 地元説明会    第１回  

９月 パネル展示① 第３回  第１回   

10月     第２回  

11月 パネル展示② 

パブリックコメント 

 第２回    

12月      

１月  第４回     

２月     第３回  

３月      第２回 

 

（２）市民・事業者参加の経緯 

事項 年月日 主たる内容 

住民説明会 令和７年 ８月 ・素案の説明（３会場） 

パネル展示① 

（イオン魅力発信展） 
令和７月 ９月 20日・21日 

・都市計画マスタープランの概要、全体

構想、地域別構想の概要をまとめたパ

ネル（計 10 枚） 

・20年後も暮らしやすい持続可能な「ま

ち」に関するアンケートパネル（１枚）  

パネル展示② 

（秋祭り） 
令和７月 11月 １日・２日 

パブリックコメント 令和７年 11月７日～12月８日 ・原案に対する意見募集 

 

（３）策定委員会の開催経緯 

回数 年月日 主たる内容 

第１回 令和７年５月 ９日 
・岡崎市都市計画マスタープラン改定の進め方について 

・序章～第２章前半部分 

第２回 令和７年７月 ３日 ・序章～第４章 

第３回 令和７年９月 24日 ・原案 

第４回 令和８年１月 23日 
・パブリックコメントの報告 

・案 

  



参考資料 

参-3 

 

 

（４）庁内作業部会の開催経緯 

回数 年月日 主たる内容 

第１回 令和７年 ７月 17日 素案 

第２回 令和７年 11月 11日 原案 

 

（５）総合政策会議の開催経緯 

回数 年月日 主たる内容 

第１回 令和７年 ９月 10日 素案審議 

 

（６）都市計画審議会 

回数 年月日 主たる内容 

第１回 令和７年 ８月 ６日 素案報告 

第２回 令和７年 10月 27日 原案報告 

第３回 令和８年 ２月 25日 案諮問 

 

（７）市議会報告経緯 

回数 年月日 主たる内容 

第１回 令和７年 ７月 23日 素案報告 

第２回 令和８年 ３月 26日 策定報告 

 

 

  



参考資料 

参-4 

参－３ 用語集 

あ行 イノベーション 技術革新。 

 

 
 

 インフラ 道路、鉄道、公園、上下水道、河川など、生活や経済

活動の基盤を形成する施設。インフラストラクチャー

「infra-structure」の略。 

 インフラ類型 「岡崎市公共施設等総合管理計画」における、都市施

設の分類方法の１つ。公共施設等のうち、都市活動を

支える道路・橋りょうなどの交通施設、公園、上下水

道施設、ごみ処理施設などの施設の総称。 

 エネルギーマネジメントシステム 複数の建物の空調熱源などのシステムをネットワー

クでつなぐことにより、地域（エリア）単位でエネル

ギーの管理や効率化を行うシステム。 

 エリアマネジメント 地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上さ

せるための、住民や事業主、地権者などによる主体的

な取組み。 

 オープンスペース 都市における公園・緑地・街路・河川敷・民有地の空

地部分などの建築物に覆われていない空間の総称。 

 

 
 

か行 合併処理浄化槽 し尿（トイレからでる汚水）と生活雑排水（台所・風呂

場・洗面所からでる汚水）をあわせて処理する浄化槽。 

 既存ストック 今まで整備してきた道路、公園などの都市基盤施設や

建築物。 

 基盤施設 道路、鉄道、河川、上下水道、エネルギー供給施設、

通信施設などの生活・産業基盤や学校、病院、公園な

どの公共施設 （都市基盤）。 

 急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地法に基づく、崩壊する恐れのある急傾斜地

（傾斜度 30度以上の土地）で、その崩壊により一定規

模以上の人家などに危険が生じるおそれがあり、切

土、立木竹の伐採、工作物の設置などの行為が制限さ

れる土地の区域。 

 居住環境 住生活を営む上での安全性、利便性、快適性などの総

合的な状況。 
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 緊急輸送道路 災害時に必要な救助、消防活動と緊急物資を運ぶため

に指定する道路。被災時には優先して復旧作業を行

う。 

 グリーンインフラ 自然環境が有する多様な機能を積極的に活用して、地

域の魅力や居住環境の向上、防災・減災などの多様な

効果を得ようとする考え方。 

 グリーンスローモビリティ 時速 20km 未満で公道を走ることができる電動車を活

用した小さな移動サービスで、その車両も含めた総

称。導入により、地域が抱える様々な交通課題の解決

や低炭素型交通の確立が期待される。 

 建築協定 住宅地としての環境保全などを目的として、土地所有

者などが全員合意により締結する建築物の基準（敷

地、用途、形態、設備など）に関する協定。公的主体

（特定行政庁）がこれを認可することにより、その安

定性・永続性を保証し、住民発意による良好な環境の

まちづくりを促進しようとする制度。 

 広域道路網 高速道路と一体となって広域交通を受け持つ、網の目

のように通じている道路。一般国道及び主要な県道な

どが対象路線。 

 広域ネットワーク 都市の機能の連携・分担を支える仕組み。人々の交流

や物流を支える交通やインターネットなどの高度な

情報通信のつながりにより、広域的な交流と連携、安

全な都市づくりをめざす。 

 公開空地 敷地内の空地などで、歩行者などが日常的に自由に通

行または利用できる空間。 

 高次都市機能 文化、教育、保健・医療・福祉、業務、商業、工業な

ど、多様なサービスを提供する機能の中で、広域圏を

対象としたより質の高い機能。 

 交通結節機能 交通機能が集中する箇所で、鉄道の乗継駅、道路のイ

ンターチェンジ、自動車から徒歩やその他の交通機関

に乗り換えるための停車・駐車施設、鉄道とバスなど

の乗り換えが行われる駅前広場などの機能。 

 交通結節点 交通結節機能を有し、複数あるいは異なる種類の交通

手段の接続が行われる場所。 

 高度地区 建築物の高さの最高限度または最低限度を定める都

市計画。 
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 高度利用 市街地において、建築物を高層化・共同化にすること。

建物周囲の空地（くうち）の確保や土地利用の細分化

の防止により、市街地環境の向上を図る。 

 公民連携まちづくり 地域社会の課題解決など共通の目的を実現するため、

市民や事業者などと行政が信頼と理解の下、それぞれ

の役割と責任を自覚しながら、お互いの立場の違いを

認めた上で尊重し合い、協力して行うまちづくり。 

 交流人口 その地域に観光、仕事、余暇などで訪れる人口。 

 混雑度 道路が交通を処理する能力と実際の交通量の比で、

道路の混雑の程度をある区間について平均的に示す

指標。 

 コンパクト・プラス・ネットワーク 医療・福祉・子育て支援・商業などの都市機能や居住

の誘導と公共交通ネットワークの形成を連携して取

組むまちづくりの考え方。 

 
 

さ行 サイクルアンドライド 自転車から公共交通機関に乗り換えて目的地に向か

う方法。 

 砂防指定地 砂防法に基づき、土砂災害を未然に防ぐための砂防設

備を工事したり、治水上砂防のために一定の行為を禁

止または制限したりする必要のある土地で、国土交通

大臣が指定する土地の区域。 

 産業観光 工業など産業の現場を観光資源として取り扱う考え。 

 シェアサイクル 他の人と自転車をシェア（共有）し、好きなタイミン

グ、好きな場所、好きな時間に利用するための仕組み。 

 市街化区域 都市計画法に基づく都市計画区域のうち、既に市街地

を形成している区域と概ね 10 年以内に優先的かつ計

画的に市街化を図るべき区域。 

 市街化調整区域 都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街化を抑

制すべき区域。 

 市街地開発事業 都市計画法に基づく、一定のエリア内において、公共

施設の整備と宅地の開発を総合的な計画に基づき行

う事業。（土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、

工業団地造成事業、市街地再開発事業、新都市基盤整

備事業、住宅街区整備事業の６種類） 



参考資料 

参-7 

 市街地再開発事業 都市再開発法に基づき、市街地の土地の合理的かつ健

全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的に、

建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備を

行う事業。 

 市街地整備 土地区画整理事業や市街地再開発事業などを活用し

て行う都市基盤の整備や街区の再編。 

 次世代産業 航空宇宙産業や健康長寿産業などの今後の発展が期

待される分野の産業。 

 次世代モビリティ 技術革新による新しいモビリティ（移動手段）。自動走

行、１～２人用超小型電気自動車、カーシェアリング

など。 

 自然的土地利用 田畑などの農林業的土地利用に、森林、原野、水面、

河川などを加えた土地利用。 

 持続可能な都市 将来にわたり、行政の財政状況が安定し、市民が住み

やすい環境の整った都市。 

 市民協働 自発的かつ自立した市民あるいは市民団体と行政と

が共通の目的を達成するために、適切な役割分担のも

とで協力して働く関係。  

 浸水想定区域 水防法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事が

指定する、河川の氾濫、雨水の排除ができないことに

よる出水、高潮による氾濫が起きた場合に浸水が想定

される区域。 

 水源かん養 大雨が降った時の急激な増水を抑え（洪水緩和）、しば

らく雨が降らなくても流出が途絶えないようにする

（水資源貯留）など、水源山地から河川に流れ出る水

量や時期に関わる機能。 

 スーパー・メガリージョン リニア中央新幹線が開通し、首都圏と中部圏と関西圏

の三大都市圏が一体化することによって形成される

巨大経済圏。 

 スマートインターチェンジ 高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア

などから乗り降りできるように設置されるＥＴＣを

搭載した車両に限定したインターチェンジ。 

 スマートシティ ＩＴや環境技術などの先端技術を駆使して街全体の

インフラサービスを効率的に管理・運営し、省資源化

を徹底した環境配慮型都市。 
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 生活環境 住生活を営む上での安全性、利便性、快適性などの総

合的な状況。 

 生産緑地地区 市街化区域内にある一団の農地などで、 

１ 公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市

環境の保全など良好な生活環境の確保に相当の効用

があり、公共施設などの敷地の用に供する土地として

適している。 

２ 500 平方メートル以上の規模の区域である（本市

は条例で 300平方メートルに規模を引き下げている）。 

３ 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続

が可能な条件を備えていると認められる。 

という３つの条件を備えた区域。 

 ゾーン 土地利用の内容が同じものをまとまりとした区域。 

 

 

 
 

た行 多面的機能 農業や農村、森林が有する国土の保全、水源のかん養、

自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承など、

農村で農林業の生産活動が行われることにより生ず

る食料やその他の生産物の供給機能以外の多面にわ

たる機能。 
 

 地域コミュニティ 一定範囲の地域の広がりの中の日常社会圏での住民

のつながり。町内会やまちづくり委員会など。 

 地域地区 都市計画法における土地利用の誘導、規制を定める制

度。用途地域、高度地区など 21種類ある。 

 地籍調査 国土調査法に基づき、調査地域内の毎筆の土地につい

てその所有者、地番と地目並びに境界（筆界）などを

調査し地積に関する測量を実施して、その結果を地図

及び簿冊に作成する調査。 

 地区計画 都市計画法に基づく制限の一種。地区の現状及び将来

動向を踏まえ、良好な環境の形成または保持のため合

理的な土地利用を行うことを目的とした秩序ある開

発及び建築を誘導するための詳細計画。 

 低未利用地 市街化区域内において、道路、鉄道、水面など公共空

間以外の土地で、平面駐車場や建物跡地など土地利用

がされていない土地。 
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 特定生産緑地 生産緑地指定から 30年経過が近づいた農地について、

市町村が特定生産緑地として指定することで、買取の

申し出をすることができる時期を 10 年間延長し、税

制優遇を引き続き受けることができる制度。 

 特別用途地区 都市計画法に基づく、地域地区の一種。用途地域内の

一定の地区において、その特性にふさわしい土地利用

の増進、環境の保護などを図るため建築規制の強化、

緩和を行う地区。 

 都市機能 商業、医療・福祉、子育て支援・教育文化、工業、業

務、交通など、都市の生活を支える機能。 

 都市基盤 道路、鉄道、河川、上下水道、エネルギー供給施設、

通信施設などの生活・産業基盤や学校、病院、公園な

どの公共施設（基盤施設）。 

 都市計画区域 都市計画や都市計画に関連する法令の規制を受ける

べき土地の範囲。都市計画法に基づき、自然的、社会

的条件などを勘案して一体の都市として総合的に整

備し、開発し、及び保全する必要のある区域で、県が

指定するもの。 

 都市計画道路 都市計画において定められる道路で、都市施設の一種

（自動車専用道路、幹線道路、区画道路、特殊道路の

４種類）。 

 都市構造 都市を形成する上で、骨格となる交通体系、土地利用、

自然環境などの全体的な構成。 

 都市再生推進法人 都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりを担

う法人として、市町村が指定する団体。 

 都市施設 都市計画法第 11条に基づく、道路、公園、下水道など

のことで、安全で快適な都市生活と機能的な都市活動

に欠かせない公共施設で、都市としての根幹を形成す

るもの。 

 都市的土地利用 住宅、商業、工業などの用途で利用される土地利用に、

公共や民間などの空地、道路、鉄道などを加えた土地

利用。 

 都市的利便性 日常的な買い物や通院、金融機関や行政サービスの利

用など、都市機能までの移動距離が短く、これらの活

動を身近なところで一度に済ませられる、都市の暮ら

しやすさ。 
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 都市農業 市街地とその周辺の地域において行われる農業。 

 都市のスポンジ化 空き地・空き家などが時間的・空間的にランダムに発

生する状況。 

 土砂災害警戒区域 土砂災害防止法に基づき、土砂災害が発生した場合

に、住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがあ

ると認められる区域で、土砂災害を防止するために警

戒避難体制を特に整備すべき土地の区域。通称イエロ

ーゾーン。 

 土砂災害特別警戒区域 土砂災害防止法に基づき、警戒区域のうち土砂災害が

発生した場合、建築物に損壊が生じ住民の生命または

身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められ

る土地の区域。通称レッドゾーン。 

 都市利便増進協定 都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりのル

ールを地域住民が自主的に定めるための協定制度。 

 都心 都市における商業や業務、サービスなど都市機能の中

心となる地域。 

 土地区画整理事業 土地区画整理法に基づき、公共施設の整備改善及び宅

地の利用の増進を図るため、地権者から土地の提供

（減歩）により行われる土地の区画形質の変更や公共

施設の新設または変更に関する事業。 

 土地利用 １ 土地の様々な利用状況。 

２ 効率的な都市活動の増進、自然環境の保全、特色

ある街並みの形成などを図ることを目的として、開発

行為や建築物の立地に関するルールを定めるもの。 

 土地利用混在箇所 住宅地の中に工場が立地している、または工業地の中

に住宅が立地しているような住宅、工業、商業などの

土地利用が混在しているところ。 

 土地利用フレーム 計画的にまちづくりを進めるために想定する将来の

都市の土地利用の規模。 

 

 

は行 パークアンドライド 都心ゾーンなどの道路混雑や駐車場不足に対処する

ため、郊外部などに駐車場を設置し、そこで自動車か

ら公共交通機関に乗り換えて目的地に向かう方法。 
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 ハコモノ類型 「岡崎市公共施設等総合管理計画」における、都市施

設の分類方法の１つ。公共施設等のうち、図書館、学

校、市役所庁舎などの施設の総称。 

 バリアフリー 高齢者、障がい者などが円滑に移動できるように、段

差などの障害（バリア）となるものを取り除き整備す

る考え方。具体的には、交通施設や公共の建築物、道

路、個人の住宅などにおいて、高齢者や身体障がい者

などの利用に配慮した設計・整備を行う。 

 風致地区 都市計画法に基づく地域地区の一種。都市の風致（丘

陵や樹林、水辺地などの良好な自然的環境）を維持す

るために設けられており、風致地区内においては、建

築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採などの行為につ

いて、条例により必要な規制が課せられる地区。 

 防災指針 立地適正化計画における居住誘導区域の災害リスク

を回避もしくは低減させるため、必要な防災・減災対

策を計画的に実施していくための指針。2020（令和２）

年の都市再生特別措置法の改正において新たに位置

づけられた。 

 防災ネットワーク 災害時に、緊急車両や物資の輸送のために通行が可能

な道路のネットワーク。 

 

 

や行 優良建築物等整備事業 市街地の環境改善、良好な市街地住宅の供給などに資

するため、土地の利用の共同化、高度化などに寄与す

る優良建築物などを整備する事業。 

 優良農地 一団のまとまりのある農地や農業水利施設の整備な

どを行ったことによって生産性が向上した農地など

良好な営農条件を備えた農地。 

 ユニバーサルデザイン 障がいの有無、年齢、性別、人種などにかかわらず多

様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザ

インする考え方。 

 用途地域 都市計画法に基づく地域地区の一種。土地利用にあっ

た環境を保ち、また、効率的な活動を行うことができ

るように、各地域にふさわしい建築物の用途、形態（建

蔽率、容積率、高さ）などのルールを定めて、良好な

都市環境をつくるもの（13種類の用途があり、大きく

は住居系、商業系、工業系の３つに区分される）。 

ら行 立地誘導促進施設協定 低未利用地などで地域の利便性を増進させる施設の

整備を目的として、土地所有者などの合意のもと、地

域コミュニティやまちづくり団体が交流広場やコミ

ュニティ施設などを一体的に整備や管理をする協定。  
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 リデザイン 建物、道路、公園、景観などをその地域の自然・歴史・

文化を生かすように行う再設計。 

 リノベーション 建物の性能を新築の状態よりも向上させたり、価値を

高めたりする建物の改修工事など。 

 

 

ＡＢＣ ＡＩ 人工知能。「Artificial Intelligence」の略。 

 ＢＣＰ 大規模自然災害などの緊急事態が発生した場合でも、

企業が重要な業務を継続するための計画。事業継続計

画「Business Continuity Plan」の略。 

 ＤＸ 進化したデジタル技術を浸透させることで人々の生

活をより良いものに変化させるという概念。「Digital 

Transformation」の略。 

 ＩｏＴ 物理的なモノに通信機能を搭載して、インターネッ

トに接続・連携させる技術。「Internet of Things」

の略。 

 ＩＴＳ 高度道路交通システムのことであり、人と道路と自動

車の間で情報の受発信を行い、道路交通が抱える事故

や渋滞、環境対策など、様々な課題を解決するための

システム。「Intelligent Transport Systems」の略。 

 ＭａａＳ バス、電車、タクシー、ライドシェア、シェアサイク

ルといった様々な種類の交通サービスをＩＴ技術を

活用して移動を１つのサービスとして統合する新し

い考え方。「Mobility as a Service」の略。 

 ＮＰＯ法人 まちづくりの推進を図る活動など、不特定かつ多数の

ものの利益に寄与する 20 種類の分野に該当する特定

非営利活動を行うことを目的とする法人。特定非営利

活動法人「Nonprofit Organization」の略。 

 ＰＴＰＳ 交通管理者の交通管制システムと、バス事業者のバス

ロケーションシステムとを有機的に結合した、新たな

公共車両優先システム。路上の光学式車両感知器とバ

ス車載装置間で双方向通信を行い、バス優先信号制御、

バスレーン内違法走行車への警告、バス運行管理支援、

所要時間表示などをリアルタイムで行うもので、全国

で導入が進められている。公共車両優先システム

「Public Transportation Priority System」の略。 
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参-13 

 ＳＤＧｓ 2015年９月の国連サミットで採択されたもので、国連

加盟 193 か国が 2016 年から 2030 年の 15 年間で達成

するために掲げた 17 の目標。持続可能な開発目標

「Sustainable Development Goals」の日本語訳。 

 Society5.0 サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空

間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と

社会的課題の解決を両立する人間中心の社会。 
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参－４ 空から見た岡崎市 

令和８年２月に撮影した岡崎市内各所の鳥瞰写真です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 平野部に広がる市街地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 東岡崎駅周辺  
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写真３ 阿知和地区工業団地造成事業区域周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 岡崎本宿駅西土地区画整理事業区域周辺







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡崎市都市計画マスタープラン 

令和８年 

発行 岡崎市 

    お問合せ先 都市政策部都市計画課 

         住所 岡崎市十王町二丁目９番地 

  ＴＥＬ 0564-23-6260 

  ＦＡＸ 0564-23-6514 

          メール toshikei@city.okazaki.lg.jp 


